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  午前１０時００分 開  議 

 

○島軒純一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第３号により進めます。 

 

 

 

  日程第１ 一般質問 

 

○島軒純一議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一つ、温泉の力を活用した健康でウェルビーイ

ングなまちづくりができないか、５番関谷幸子議

員。 

  〔５番関谷幸子議員登壇〕（拍手） 

○５番（関谷幸子議員） おはようございます。 

  今日のトップバッターを務めます、一新会の関

谷幸子です。よろしくお願いいたします。 

  今日朝起きましたら、青森県八戸市で地震が発

生したというニュースが飛び込んできました。ま

だ詳細は分かっていないということでしたが、最

小限の被害であってほしいと願っております。 

  アメリカのメディアのナショナルジオグラフィ

ックが10月に公表した「26年度に行くべき世界の

旅行先25選」で、山形県が日本で唯一選出されま

した。独自の食文化や、神秘的な伝統文化を受け

継ぐ出羽三山のアウトドア体験、また、蔵王、銀

山温泉といった有名観光地などが評価のポイン

トと言われております。全県への波及が課題と思

います。本市においてはなかなか厳しいと思いま

すが、しかしながら、これはチャンスです。生か

さなければならないと思っております。 

  このたび、旅行アプリ「ＮＥＷＴ」が実施した

全国1,741自治体から選出いたしました「冬本番

に行きたい温泉の名所ランキングトップ30」にお

いて、小野川温泉が第15位を勝ち取りました。今

年のうれしいニュースの一つです。 

  今年も残り少なくなってきました。来る年が皆

様にとって明るく希望に満ちた年になることを

願って、一般質問いたします。 

  このたびの大項目は、温泉の力を活用した健康

でウェルビーイングなまちづくりはできないか

です。 

  この季節になると、特に温泉に入りたいと思う

ようになる人が多くなります。体の疲れが取れた

とか、心の癒やしになれたとか、命の洗濯ができ

たなど、表現はいろいろありますが、多くの人が

そこで満足していますが、ちょっと損をしている

ように思います。 

  温泉は、かなりハイレベルな実力を持って健康

長寿に貢献しています。最新の科学は、データや

エビデンスを基にそれを証明しております。また、

日帰り温泉でも十分に効果は期待できるとアン

ケート調査にも出ております。 

  温泉は日本の偉大な文化です。まして、本市に

は八湯の天の恵みである温泉があります。これを

活用して健康で幸福度を高めるべきと思います

が、いかがでしょうか。 

  今年の流行語大賞に、高市総理大臣の「働いて、

働いて、働いて、働いて、働いてまいります」が

選ばれました。その受賞会見でのインタビューで

健康対策はと聞かれたときに、「朝晩ゆっくりと

湯船につかってほっとすることです」と答えてお

りました。 

  温泉でなくとも湯につかることは健康になりま

す。それが温泉だとより効果があります。健康長

寿日本一を目指している本市においては、温泉効

果を広めていくべきと思いますが、どのようにお

考えでしょうか。 

  小項目１、米沢市まちづくり総合計画（案）に

重要目標として記載されているウェルビーイン

グについて、本市の考えについてお伺いいたしま

す。 

  総合計画（案）の計画策定の趣旨は、みんなが
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「しあわせ」なまちを創り上げましょう、また、

一人一人が心身ともに健康で幸せを実感できる

持続可能なまちを創り上げなければならないと

しております。 

  基本構想の中で、ウェルビーイングとは、ＷＨ

Ｏ（世界保健機構）設立憲章に「身体的・精神的・

社会的に完全に良好な状態である」と定義されて、

つまり身体が健康で心が安定し、人間関係や社会

環境もよい状況が整っているということで、要は

持続的に満足で幸せと思う言葉として広く使わ

れております。 

  本市がまちづくり総合計画（案）に重要指標と

してウェルビーイング、「しあわせ」を置いた経

緯、それを教えてください。また、どういった組

織で行うのか、お伺いいたします。 

  小項目２、高齢社会において、健康増進には温

泉の役割が重要だと思うが、どう認識しているか、

お伺いいたします。 

  東京都市大学の教授で医師でもある早坂信哉先

生によると、近年、医療の世界では根拠に基づく

医療の必要性が提唱され、メディア等でも、情報

発信するにしても医学研究結果に基づく発信が

求められているということです。 

  これは、温泉の活用を推進するに当たっても同

様と言えます。温泉を健康に活用するに当たって

も、根拠として医学研究結果は必要になります。

早坂先生が、公衆浴場や温泉を定期的に利用する

ことの健康効果について医学的研究分析をした

結果では、１つ、週１回以上公衆浴場または温泉

通いをする人は、主観的に健康感――自分が健康

と感じることですが――や幸福度が高い。２つ目、

公衆浴場や温泉で通常入浴するとストレスホル

モンが減り、温冷交代浴をすると幸せホルモン、

オキシトシンが増加するということです。３つ目、

週２回の公衆浴場または温泉通いで高齢者の身

体機能が向上し、介護予防につながるということ

です。４つ目、温泉地において、自宅で温泉を利

用している高齢者は、そうでない高齢者と比べて

1.311倍、介護状態の維持改善ができるというこ

とです。以上のことから、健康増進につながると

言っておられます。 

  また、ここ20年間に、介護費用の総額は倍増し

ていると聞いております。そういったことからも、

温泉を利用して健康づくりを推進していったほ

うがいいのではないでしょうか、お考えをお伺い

いたします。 

  小項目３、クアオルトの考え方を本市に取り入

れてはどうか、お伺いいたします。 

  クアオルトとは、ドイツ発祥の療養地を意味す

る概念で、自然環境を活用し、治癒力や健康を高

める仕組みです。日本でも、クアオルト健康ウオ

ーキングなどの形で導入が進んでいます。 

  ドイツでは公的制度があり、日本でも、地域資

源を活用した健康づくりや観光振興として発展

しています。特に日本型クアオルトは、地方創生

や健康寿命延伸の切り札として注目されており

ます。 

  クアオルトは、自治体の健康増進施策と観光資

源の活用を結びつける例として、例えば米沢でも

森林資源や温泉を活用した米沢版クアオルト型

健康プロジェクトを構想してはいかがでしょう

か。何といっても、健康であることが一番幸せと

思います。ぜひ施策を考えていただきたいと思い

ますが、お考えをお伺いいたします。 

  以上、演壇からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

  〔近藤洋介市長登壇〕 

○近藤洋介市長 関谷議員の御質問にお答えいたし

ます。 

  私からは、（１）米沢市まちづくり総合計画（案）

に重要目標達成指標として記載されているウェ

ルビーイングについての本市の考えはについて

お答えいたします。 

  この12月定例会に議案として提出している米沢

市まちづくり総合計画「よねざわ しあわせビジ

ョン2035」では、人口減少の局面にあってその抑
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制を図りつつも、人口減少を前提とし、持続可能

で成熟したまちを創り上げることが必要である

と考え、「しあわせ」を一つのキーワードとして、

新たにウェルビーイングの考え方を取り入れま

した。 

  ウェルビーイングとは、議員御指摘のとおり、

心も体も、そして社会的にも満たされた状態であ

ることを示す言葉として、近年広く使われるよう

になりました。新たな総合計画では、このウェル

ビーイングの考え方を根底に置き、「しあわせ 

循環 学園都市・よねざわ」を本市の目指すべき

まちの将来像として掲げました。市民の皆様お一

人お一人が「しあわせ」を実感できるまちを目指

し、様々な好循環が生まれることで、地域全体に

「しあわせ」が広がる効果的・効率的なまちづく

りを実現したいとの思いを込めたものでありま

す。 

  市民の皆様お一人お一人の幸福感を高めるため

には、誰もが暮らしやすいまちづくりを進め、地

域の豊かさや心豊かな暮らしを実感できるウェ

ルビーイングなまちを形成し、地域全体の幸福度

を向上させることが重要であります。そこで、こ

の将来像の実現のため、計画の重要目標達成指標

の一つとして地域幸福度を掲げました。また、地

域幸福度の達成状況を検証するため、国が作成し

ているウェルビーイング指標を活用することと

しています。 

  このウェルビーイング指標は、暮らしやすさと

幸福感を主観指標と客観指標により数値化・可視

化したものであり、総合計画に掲載している各施

策の成果がウェルビーイング指標、ひいては地域

幸福度によい影響を与えるよう設計しておりま

す。したがいまして、地域幸福度の目標を達成す

るための具体的な施策は何かという御質問に対

しては、全ての施策が市民の皆様のウェルビーイ

ングにつながるものであると考えております。 

  一例を挙げますと、子育て教育の分野では、結

婚・妊娠・出産・子育てに対する切れ目のない支

援により、子育て世代の安心感や満足度を高める

とともに、教育環境の整備を通じて、子供たちが

自ら考え行動する力を持つ子供を地域全体で育

成してまいります。 

  健康・医療・福祉の分野では、安心できる地域

医療体制の構築や、誰もが健康で明るく元気に生

活を送ることができる健康長寿のまちを目指し

た環境づくりなどを通じて、「しあわせ」を実感

できる基盤を築いてまいります。 

  また、観光分野では、新たに観光文化スポーツ

部を新設するための関連条例案を上程させてい

ただいております。交流・関係人口の拡大、市民

のウェルビーイング向上を目指し、多面的な側面

を持つ交流分野において、市長部局の下で一元的

に施策を推進してまいります。 

  関谷議員御指摘の温泉の活用やウェルネスツー

リズムについても、新たな部局と健康福祉部とが

連携をして取り組んでまいります。 

  このほかにも多岐にわたる分野の施策が、それ

ぞれ市民お一人お一人の心身の健康、社会的なつ

ながり、そして自己実現といったウェルビーイン

グの多様な側面を支えるものであります。 

  次年度以降、新たな総合計画に掲げた将来像を

目指し、市民の皆様のお声に耳を傾けながら、各

種施策を着実に進め、一人一人が幸福を実感でき

るまちの実現に向け、全力で取り組んでまいりま

す。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私からは、小項目２、

高齢社会において、健康増進には温泉の役割が重

要だと思うが、どう認識しているかについてお答

えいたします。 

  日本温泉気候物理医学会監修による環境省の温

泉利用に関するパンフレットによると、温泉療養

の効用につきましては、温泉の含有成分や入浴の

温熱作用、周辺の自然環境や気候などが総合的に

作用することで、心身のリラックスや血行促進な
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どの働きにより効用が発揮されるとあります。ま

た、特定の病気の治癒というよりも、症状や苦痛

の軽減、健康の回復や増進などの面で改善する効

果があるとされており、市としても、健康増進や

リフレッシュの有効的な方法の一つであると認

識しています。 

  また、温泉の効果は高齢者だけでなく、働き盛

りの世代や若者にとってもストレス軽減や疲労

回復の面で大きな意義があると考えております。

健康長寿日本一推進プランに掲げる睡眠・休養の

促進という観点からも、温泉の魅力をより多くの

世代に届けるため、今後は、広報やＳＮＳなどを

活用した発信を行ってまいります。 

  あわせて、本市では、健康長寿日本一を目指す

環境づくりの取組として「よねざわ健康長寿応援

団」の登録を推進しています。市民の健康づくり

のパートナーとして、各分野で主体的な取組を進

める事業所、施設及び各種団体に参加いただき、

自分たちができることを宣言していただき、市民

の皆様の健康づくりを応援・サポートする取組で

す。 

  温泉施設や宿泊施設などもよねざわ健康長寿応

援団の対象となっており、登録していただくと、

市のホームページやＳＮＳなどで団体名や宣言

内容のＰＲを行うほか、健康応援だよりを定期的

に発行して応援団の活動内容を紹介したり、本市

の健康に関する情報や案内などをお知らせして

おります。 

  こうした取組を活用し、行政と地域の事業所等

の皆様とが連携することで、温泉を楽しみながら

日常の健康づくりに生かすという意識が市民の

皆様に広がり、機運醸成に結びつくものと考えて

おります。 

  現在、温泉施設の登録はありませんが、これを

機に、今後、温泉関係者の皆様にも積極的に働き

かけてまいります。 

  また、本市では、高齢者等を対象にして、温泉

を利用した福祉サービスを行うことを目的に、高

齢者温泉利用福祉事業を平成30年度から実施し

ております。この事業は、公募型のプロポーザル

により選定した事業所に対して３年間の契約に

より委託事業として実施しており、現在は令和６

年度から令和８年度までの契約期間となってい

ます。 

  事業内容ですが、65歳以上の高齢者に対して、

低料金での温泉入浴の提供、高齢者団体に対する

憩いの場としての飲食と温泉入浴等の提供、障が

い者等が優先して温泉を利用できる日の提供を

行っております。また、高齢者福祉に資する事業

として、体験型の教室のほか、専門職による認知

症カフェや健康に関する相談ができる場を設け、

高齢者の方や介護者家族のサポートを行ってい

ます。 

  令和６年度の利用状況は、日帰り温泉利用が

5,576人、高齢者団体等の利用が72人、障がい者

の温泉利用が６人、体験型の教室は296人となっ

ております。 

  温泉という本市の貴重な地域資源を、健康づく

りの面、高齢者福祉の面からもしっかり生かして

いけるよう、今後とも関係者の皆様と連携を図り

ながら取り組んでまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

  〔我妻重義産業部長登壇〕 

○我妻重義産業部長 私からは、（３）クアオルト

の考え方を本市に取り入れてはどうかについて

お答えいたします。 

  クアオルトとは、ドイツ語のクア「治療・保養

のための滞在」とオルト「場所・地域」を組み合

わせた言葉で、心と体を癒やし、健康増進するた

めの滞在型保養地を意味しております。 

  議員お述べのとおり、ドイツでは、クアオルト

は単なる観光地や保養地とは区別され、厳格な国

家認証制度に基づき、専門家の指導の下、山や森、

湖、海など、その土地ならではの豊かな自然環境

を生かしながら、多様な運動プログラムが提供さ
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れ、病気の治療だけでなく、疾病の予防、ストレ

ス軽減など、国民の心身の健康を取り戻し、維持

するための特別な地域として重要な役割を担っ

ているようであります。 

  近年、日本においても、こうしたクアオルトの

考え方を取り入れ、地域の特性を生かしたプログ

ラムを造成し、健康増進をはじめ、地域活性化や

観光振興などにつなげようと、日本型クアオルト

の取組が、県内の上山市をはじめ、全国の幾つか

の自治体で展開されております。 

  このような地域一体型の健康保養地づくりの取

組は、観光地としての魅力向上のみならず、住民

のウェルビーイング向上や地域経済の活性化に

も寄与するものと認識しております。 

  全国的に、健康意識の高まりや、コロナ禍を経

て価値観の変化などを背景に、心身の健康増進、

疲労回復を図ることなどを目的とした旅行形態

であるヘルス・ツーリズムへの関心が高まってお

り、これは議員御提案のクアオルトの考え方にも

通じるものがあると捉えております。 

  本市におきましては、第４期米沢市観光振興計

画において、食や温泉という地域資源と健康を組

み合わせた新たなツーリズムの推進の一つとし

て、事業に取り組んでまいりました。 

  主な取組としましては、令和３年度から５年度

まで、米沢観光コンベンション協会が主体となり、

民間事業者や米沢栄養大学と連携を図りながら、

健康と食をテーマとした旅行商品「食べて健康！

動いて健康！カラダシアワセ大作戦」を商品造成

し、実施をいたしました。 

  内容といたしましては、伝国の杜や上杉記念館

周辺を会場に、インストラクターの指導の下、ヨ

ガやランニング等のエクササイズを体験すると

ともに、昼食には、米沢栄養大学が監修し、米沢

牛やウコギといった地元食材を使いつつ、栄養バ

ランスやカロリーを考慮した「健康ランチボック

ス」を提供する企画でありました。 

  この事業は、上杉文化エリアの景観を活用し、

米沢の歴史を感じながら心身をリフレッシュす

るイベントとして企画したもので、健康増進を図

りながら、交流人口の拡大につなげる取組として、

一定の成果があったものと捉えております。 

  そのほか、今年度は、米沢観光推進機構による

事業として、市内の事業者が企画した「情動療法

が紡ぐ～心も体も元気になる、ちょっと特別な旅

～」が10月に開催されております。内容といたし

ましては、三沢地区を会場に、小野川温泉と連携

し開催した事業で、「心と体の健康観光」をテー

マに、医学博士による講演や、エクササイズと太

鼓の音を組み合わせた音楽運動療法プログラム

等を盛り込んだ内容となっております。 

  実施に当たっては、小野川温泉の旅館に宿泊し

て参加された方には特典を用意するなど、健康づ

くりと観光誘客の両立を図ったもので、参加され

た方に好評であったと伺っております。 

  本市では、現在策定中の第５期米沢市観光振興

計画において、健康をキーワードに、ヘルス・ツ

ーリズムの取組や、観光振興と市民のウェルビー

イングを両立させる内容を盛り込む予定として

おりますので、それらを踏まえまして、本市とし

て、クアオルトの考え方をどのように施策に取り

入れることが可能なのか、先行事例も参考にしな

がら研究してまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 関谷幸子議員。 

○５番（関谷幸子議員） 御丁寧な答弁、ありがと

うございました。 

  それでは、ウェルビーイングについてなのです

けれども、総合計画案の中で、構成と期間という

ことで、基本構想は10年という長いスタンスにな

っておりまして。その間に基本計画として５年、

５年ということで重点プロジェクトを掲げてい

ると思います。 

  実施計画としては１期３年で、最後の５期目は

２年間ということで計画されておりますけれど

も、これは、例えばこの大きな目標としては、や
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はりウェルビーイングという大きな目標があっ

て、循環、あと学園都市ということを掲げており

ますけれども、このウェルビーイングについて、

どういったことを大きくというか、重点目標にし

たいというのか、お考えはあるのでしょうか。 

  ウェルビーイングというと、なかなか一人一人

で価値観違うと思うのですけれども、一応市では

どういったことを掲げて持っていくのかという

ことをお伺いしたいと思います。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 ウェルビーイングにつき

ましては、今回、ＫＧＩ重要目標として、将来人

口と地域幸福度の２つを挙げております。このウ

ェルビーイング指標につきましてはこの地域幸

福度のほうでありまして、人口減少を前提としな

がらも、市民一人一人の幸福度を高めるというこ

とで、ウェルビーイング指標を参考に地域幸福度

をＫＧＩ、重要目標達成指標として掲げておりま

す。 

○島軒純一議長 関谷幸子議員。 

○５番（関谷幸子議員） この期間ですけれども、

一応５年、５年ということと、３年、３年という

ことで区切られていますけれども、その間に一応

検証として５年たったら考え方を修正するとい

うことではないでしょうが、検証しながら徐々に

時代とともに変わっていくということもあるの

でしょうか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 先ほど申し上げた重要目

標達成指標につきましては、10年間の基本構想に

掲げておりますので、基本的な考え方はこの10年

一緒ということになるかと思います。 

○島軒純一議長 関谷幸子議員。 

○５番（関谷幸子議員） 幸福度というと、非常に

幅広いと思います。2025年の世界幸福度ランキン

グでは１位がフィンランドになっておりますけ

れども、これ８年間ずっとフィンランドなのです。

日本は55番目、Ｇ７では最下位です。 

  そこを踏まえて、どういったことでこのフィン

ランドが１位になるのかということ、その点はど

のように思っておりますか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 今御紹介いただきました

国との比較というのはなかなか正しくできない

かもしれませんけれども、今回私どもが採用して

いる地域幸福度につきましては、デジタル庁が実

施をしておりますウェルビーイング指標を参考

に地域幸福度、これは市民アンケート調査になる

かと思いますけれども、それを指標として掲げて

おります。 

○島軒純一議長 関谷幸子議員。 

○５番（関谷幸子議員） この世界幸福度ランキン

グの中で日本が評価されている部分は、健康長寿

ということが一番評価されているみたいなので

すけれども、私としては、教育の面とか、環境の

面とか、いろいろな面において、米沢はそんなに

劣っているとは思っておりませんが、今、部長が

おっしゃったように、国に基づいてとおっしゃっ

ていましたけれども、米沢独自の考え方というの

はお持ちでしょうか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 先ほど来、御紹介してお

りますウェルビーイング指標でありますが、その

指標の一つに健康状態がありまして、その根拠と

なるデータは健康寿命になります。温泉によって

健康になれば、このウェルビーイング指標、ひい

ては地域幸福度にもよい影響があるのではない

かと期待しているところであります。 

○島軒純一議長 関谷幸子議員。 

○５番（関谷幸子議員） 私はやはり健康が第一だ

と思います。幸福度ということに対して。だから、

そこら辺はやはりしっかりこの総合計画をやっ

ていただきたいと思っております。 

  ２番目ですけれども、温泉を利活用した健康と

いうのは、やはり先ほども申し上げましたが、介

護予防にもなりますし、医療費の削減にもなると
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考えております。 

  それで、2025年の日本の国の一般会計予算の総

額115兆5,415億円の中で、医療費が12.4兆円、全

体の11％を占めている。また、介護費は3.7兆円。

この医療費というのは、年々高齢化になっていき

ますと増えていくと予想されております。ただ、

やはり少子高齢化になっていますから、米沢でも

高齢化が進んでいると思いますので、こういった

医療費、介護費、かなり今後増えていくのではな

いかと不安でありますけれども、その辺はどのよ

うにお考えでしょうか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 議員お述べのとおり、

米沢市の高齢化率というのは年々増加傾向にご

ざいます。今後もその傾向については続くものと

いうことで予測をしておるところです。 

  また、医療費に関しましては、独自にこちら集

計する数字とかというのを持ち合わせていない

もので、やはり全国の医療費、１人当たりの医療

費等を参考に算出させていただきまして、医療費

の給付事業などを展開しております。 

  この中においても、やはり１人当たりの医療費

というのは年々増加傾向にあるという数字が出

ておりますので、本市におきましても、やはり人

口減少ではありますけれども、医療費に関しまし

ても増加傾向になるものと認識しております。 

  介護保険につきましても、同様に高齢化率が増

えていけば増えていくものと予測されるところ

ですけれども、本市におきましては、介護、階級

ですけれども、重症化率というのが減少傾向にあ

ります。確かに人数も減っているということもあ

りますけれども、市全体を考えると、介護の重度

化というのは減少傾向にあることから、今後、来

年度、また介護保険の計画を策定する中で、どの

ぐらい介護保険料が伸びていくかというのを推

計したいと考えております。 

○島軒純一議長 関谷幸子議員。 

○５番（関谷幸子議員） ありがとうございます。 

  部長もおっしゃったように、よねざわ健康寿命

応援団というのをやっていますということでし

た。また、三沢地区なのですけれども、高齢者に

対するいろいろな施策をやっているのは重々存

じておりますが、このよねざわ健康寿命応援団と

いうものをあまり皆さん周知していないように

私は感じているのですけれども、こういったこと

をもっともっと広く市民の方なり、事業者なりに

知らせる方法というのは、ホームページとか、広

報とかに頼っていらっしゃると思うのですが、そ

のほかにももうちょっと広めていったほうがい

いのではないかと思いますけれども、その辺はど

のようにお考えでしょうか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 確かにもっと広げるべ

きだと私たちでも考えているところです。 

  まずは、健康に関する関係団体に直接呼びかけ

をさせていただき、その団体の方々に入っていた

だくというのを当初考えておりました。また、幅

広くというところにおきましては、どのような団

体にどのような働きかけというところはまだ未

熟なところもあるかと思います。 

  今回この話をいただきましたので、先ほど壇上

でも申し上げましたように、温泉関係者の方々に

もぜひ幅広く入っていただければというところ

で現在考えているところです。 

○島軒純一議長 関谷幸子議員。 

○５番（関谷幸子議員） 本当に温泉関係者、頑張

らないといけないと私も思います。 

  先ほど部長も壇上からおっしゃったように、今、

高齢者を対象にした温泉ということではなくて、

今、やはり、手前みそになりますけれども、小野

川温泉に来ている日帰り温泉入浴なり、いろいろ

な面で見ますと、ほぼ働いている方、結構若い方

が多いのです。だから、そういった方にもやはり

今後健康になるというか、ストレス解消になると

いうか、やはり高齢者だけでなく、そういった方

にも広くこの入浴の効果というのを広めていっ
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ていただきたいと思いますけれども、その辺はど

うお考えでしょうか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 先ほど壇上でも申し上

げましたけれども、やはり温泉の魅力というのを

幅広い世代の方々、多くの方々に広めていくとい

うことも、私たちとしては考えなくてはいけない

ものと思っております。 

  今後は、広報の活動ですとか、ＳＮＳを活用し

て発信していきたいとは考えておりますが、それ

以上に個別に対応できるものがあれば、企業なり、

個別に働きかけなどを行える機会をいただきま

して、発信していきたいと考えております。 

○島軒純一議長 関谷幸子議員。 

○５番（関谷幸子議員） この温泉療法というので

しょうか、それのスペシャリストは、ここにいら

っしゃる病院事業管理者の渡邊先生が本当にプ

ロ中のプロだと思うのです。せっかく米沢市にい

らっしゃるわけですから、先生のアドバイスなり、

いろいろな方法を聞いて、こういった施策をして

いったらいいのではないかと、何か宝の持ち腐れ

といいますか、やはり渡邊先生は昔から温泉療法

をすごく興味を持って一生懸命やっておられる

方なので、その辺はどうお考えでしょうか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 温泉のみならず、やは

り人材の社会資源というのはすごく大事なもの

だと思っております。様々な方々の御意見なども

参考にさせていただきながら、健康増進に向けた

推進を行ってまいります。 

○島軒純一議長 関谷幸子議員。 

○５番（関谷幸子議員） 先ほども申しております

が、やはり健康が第一番の幸せと考えております

ので、その辺、やはり若い人向けにも、高齢者向

けにもですけれども、よろしくお願いしたいと思

っております。 

  次に、クアオルトの考え方についてお伺いした

いと思います。 

  上山市でクアオルトが、平成20年から18年目を

迎えているということでしたけれども、これはす

ばらしいなと思うのは、やはり温泉って、ただ入

るのもいいのですけれども、アクティビティ・プ

ラス・温泉というのは非常に効果があると言われ

ています。別にウオーキングだけではなくて、テ

ニスでもいいですし、ヨガでもいいですし、何で

もいいのですけれども、やはりスポーツ・プラ

ス・温泉というのが効果があると言われています

ので、その辺の施策をやはり考えていってもらい

たいと思いますけれども、その辺はどうでしょう

か。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 議員おっしゃるとおり、健康

の３大要素といいますと、運動・栄養・休養と言

われていますので、その休養の部分ですと、温泉

と睡眠、あと栄養ですと、米沢の豊かな食があり

ますので、あとはその運動の部分ですね。そうい

った部分がスポーツとか、トレッキング、ウオー

キング、様々ありますが、取り組みやすいところ

で組み合わせていくのがいいのかと考えており

ます。 

  先ほど申し上げましたとおり、第５期の観光振

興計画を今、策定しておりまして、その中でも盛

り込む予定にしていますし、来年度は新たに観光

文化スポーツ部になりますので、スポーツ関係と

も連携しながら様々な取組が可能になるのでは

ないかと考えております。 

○島軒純一議長 関谷幸子議員。 

○５番（関谷幸子議員） 上山市がクアオルトを導

入するというきっかけは、市民の１人当たりの医

療費が県内13市の中で最下位というか、ワースト

ナンバーワンだったそうです。市民の高齢化率も、

同じく13都市中でワースト２番目、下から２番目。

そういったことを踏まえ、また、温泉ですので、

年間の宿泊数の激減があったそうで、これがすご

く深刻な問題として、このクアオルトというもの

を目標にしていたわけですけれども、一つのきっ
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かけとして、友好都市にドイツのドナウエッシン

ゲン市との国際交流と、あともともと先進で進め

ていた大分県の湯布院、こことの交流もあったと

いうことで、このクアオルトということが基本理

念として、心と体が潤うまちづくりをしようとい

うことで始めたのですけれども、上山市さんは何

がすごいかというと、このクアオルトの認知度、

市民の認知度が83％あるのです。ほとんどの人が

知っていると。 

  私、残念だなと思って、先ほども健康福祉部長

がおっしゃったように、いろいろな施策をしてい

るのですけれども、なかなか市民には伝わってい

ない。「あ、そんなのやってんだ」というような

ことなので、こういった市民がもう全員と言って

いいほど知っているというくらい認知度を高め

るというのは、非常に重要だなと思っております。 

  この上山市のここに来てビジョンなのですけれ

ども、その基本理念というのが、環境・健康・交

流、この交流というのは観光なのです。この環境

というのは、すごく上山市の風景ですか、そうい

ったものを推進していこうという、やはり上山版

クアオルトというのはウオーキングが入ってい

ますので、そういったことを含めたまちづくりを

やっているわけです。 

  健康というのは、やはり温泉ですから、そうい

った温泉を利活用して、交流というのは、やはり

米沢市でも人口減少が進んでいるので、交流人口

を深めたいということをうたっていますけれど

も、そこの交流人口を深めるという考え方なので

す。 

  そういったことをこれからもやっていくという

ことなのですけれども、この辺についてはどうお

考えですか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 上山市の事例につきましては

内容を見させていただきまして、今、議員おっし

ゃったとおり、ビジョンとして環境・健康・交流

を掲げておりまして、あとは、取組としてはやは

り自然・食・温泉・ウオーキングという４つの部

分で今、ビジョンも掲げながら行っているという

ことで、大変すばらしい取組だなと考えておりま

す。 

  なかなか、特に温泉に来るお客様につきまして

は、健康なり癒やしを求めてくるというところは

あるのですが、その運動の部分がなかなかやはり

ハードルが高い部分もあるのかなというところ

もありますので、それは市民の意識もそうですが、

観光客の意識づけとして、その運動も取り組みや

すいプログラムからまず入っていって、徐々に浸

透していくような、そういう施策が必要かという

ことで、まずは観光客だけでなく、やはり市民の

方にも温泉の効能に併せてそういう運動もした

ほうが健康にいいのですよというところも含め

て、やはり観光課としてもＰＲしていく必要があ

ると考えております。 

○島軒純一議長 関谷幸子議員。 

○５番（関谷幸子議員） きちっとした具体的な政

策を掲げていまして、認定のコースも今年度１つ

増やして９コースといいますか、蔵王の麓のウオ

ーキングコースが９コースあるということでや

っておりますけれども、やはり歩くというのは、

別に基本的にお金があまりかかりませんよね。だ

から、そういったことを活用してやっているとい

うことは、米沢市でもできるのではないかと私は

思います。 

  そこで、この地域の経済効果というのもすごく

活性化していまして、やはり企業が応援する、そ

ういった形がすごくありまして、企業の社員の人

たちが、そういった上山版クアオルトウオーキン

グというものに参加するということが非常に増

えています。企業が参加するということは、環境

整備にもなるのですよ。企業にその辺の整備をし

ていただく。 

  そこら辺がすごく大きいと私は感じていました

ので、これはやはり米沢市でも、天元台がありま

すけれども、天元台の山の上ではなくて、その白
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布周辺のウオーキング場所というのは非常に、

我々年代、ちょっと私は年がいっていますけれど

も、年代とか、小学生、それとか子供さんにはち

ょうどいいようなコースになっているところが

たくさんありますから、そういったところをもう

ちょっと利活用してやったほうがいいのではな

いかと思っていますけれども、その辺の構想はど

うでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 現在、スポーツ課においても、

様々なイベント等で企業の皆様に参加していた

だいて、協賛もいただいているところもございま

す。 

  今、議員おっしゃいました白布関係ですが、当

然白布に関しても、散策路は山のほうにございま

すが、なかなか最近はやはり熊等の問題もあって

利用が減っているという状況でもありますので、

そこら辺について地元とも、今後どのような利活

用をしていくかというのは検討していきたいと

考えております。 

○島軒純一議長 関谷幸子議員。 

○５番（関谷幸子議員） 上山市の企業との連携と

いうのはかなりありまして、最初は山形銀行と連

携協定したらしいのですけれども、そのほかにも

いろいろなところと連携していますと、本当に企

業が整備してくれる、企業がお金を出してくれる

ということは、米沢にとっても大変私としてはい

いことではないかなと感じるのですけれども、こ

のたび太陽生命と里山づくりパートナーという

ことを始めたらしいのですけれども、これはやは

り天元台というか、吾妻はすごく植物が豊富なと

ころです。地球上で見ても緯度、経度、とてもい

い場所にあって、調べると、多種多様な昆虫・植

物があると言われております。 

  そういったところの保全なども、こういった企

業がやってくれるということは、米沢にとっても

大変有効な感じを受けるのですけれども、その辺

の取組というのは、今後考えていいのではないか

と思いますけれども、その辺はどのように思いま

すか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 そういった企業様からの協賛

なり、協力ということは今後必要になりますので、

そういった成功事例なり、先進事例もちょっと研

究させていただいて、検討させていただきたいと

思います。 

○島軒純一議長 関谷幸子議員。 

○５番（関谷幸子議員） どこがやるかというと、

農林夢づくり課というのがあるのです。観光課と

か農林課とかというのではなくて、農林夢づくり

課がやるということですけれども、ここにすごく

珍しいと言われているハッチョウトンボなどが

いるんですけれども、小野川のちょっと奥に行き

ますと、このハッチョウトンボが生息しているん

です。市長、見たことある。ないでしょう。こん

なちっちゃいやつ。 

  そういった貴重なものもありますので、そうい

ったことも踏まえて、保全のためにもいろいろな

資源を活用して、やはり観光プラス温泉というこ

とを目標に、健康づくり、ウェルビーイングをや

っていったほうがいいのではないかと私自身は

思いますが、どのように今後考えていくか、一応

計画というか、そういうものはないのでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 先ほども申し上げましたとお

り、健康をキーワードに、当然温泉なり、地元の

地域資源を活用したヘルス・ツーリズムというこ

とは力を入れることにしておりますので、それに

そういった温泉とか、あと地域資源、貴重な資源

をどう活用するかというのは、今後検討したいと

考えております。 

○島軒純一議長 関谷幸子議員。 

○５番（関谷幸子議員） 今後検討するのがたくさ

んあるような気がしますので、今後ではなく、す

ぐやってもらいたいと思います。 

  やはり環境がだんだん変わってきています。夏
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なんか、すごい40度以上の日が続いたり、いろい

ろなことが起きたり、雨が降ると、もうすごく洪

水というか、大きな災害に結びつくようなこの気

候変動の中ですので、やはりこれは早めに進めて

いっていただきたいと思っておりますけれども、

そういったところはどこでやるのかということ

は考えていますか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 トータル的に観光に結びつけ

るものについては当然、産業部で森林農村整備課

もございますので、そういった環境保全について

は産業部が中心となってやっていくものと考え

ております。 

○島軒純一議長 関谷幸子議員。 

○５番（関谷幸子議員） もう少し夢のある、希望

のある課が必要なのではないかと思いますけれ

ども、いかがでしょうかね。 

  私、皆様よりちょっと長く生きておりますけれ

ども、いろいろなところに旅行もさせていただき

ました。オーロラも見に行きました。すごく感動

しました。一番感動したのはミラノのドゥオーモ

です。一日、そこに立っていました。 

  だけれども、感動して「あ、いいな」と思うだ

けなのですね。やはり温泉に入ると皆さんほっと

するように、「ああ、気持ちがいいなあ」という

感じになるだけではなくて、そこで健康だなと思

うところが、やはり幸せ感というものが出てくる

と思うのです。 

  コンサートに行っても、感動したり涙ぐんだり

することはたくさんありますけれども、それは一

時的なもので、生活感というものはあまりないよ

うに思います。 

  だから、こういったＳＤＧｓといいますか、日々

につながるような幸せというか、幸福感を米沢市

民の方がみんな持てたらいいと思います。そうい

ったことをやはり今後米沢市で考えていっても

らいたいと、大きな建物とかそういったものでは

なくて、本当に心から「あ、いいな」というとこ

ろ、それができる米沢市だと私は思っているので

す。とてもいいところだと思っていますので、そ

ういったことをやってもらいたいと思うのです。

いかがでしょうか、市長。市長、答弁お願いしま

す。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 御質問ありがとうございます。 

  今、関谷議員の様々な御指摘、クアオルトの話

であるとか様々聞いて、大変これからの施策に取

り入れなければいけないという幾つかの御示唆

をいただきました。 

  おっしゃるとおり、私、このクアオルトという

か、ウェルネス・ツーリズムというのでしょうか。

もともとヨーロッパ、おっしゃるとおり、ドイツ

とかフランスが中心でありました。大昔、私、30

年ほど前ですけれども……（「私、40年前」の声

あり）あ、そうですか。すみません。 

  ドイツのバーデンバーデンという有名な温泉保

養地がありますが、そこに短期間ですけれども行

ったことがございます。すばらしい、今もバーデ

ンバーデン、そういう意味ではウェルネス・ツー

リズムのヴィシーとかと並んで一つの中心だと

思うのですけれども、当時も立派だと思った経験

をいたしました。ただ、同時に思ったのは、「い

や、日本の温泉も負けてないぞ」と思ったのが当

時の感覚であります。 

  とりわけ小野川温泉を中心とする米沢、各温泉

は、それこそすばらしい資産でありますし、議員

の御指摘の観光資産であると同時に、もっと市民

の健康に役立つようにしたらよいのではないか

という御提案は全くそのとおりだろうと、このよ

うに思います。 

  そうした市民の健康増進にプラスになるように

という使い方と、あとはやはり交流の拡大という

意味では、ウェルネス・ツーリズム、大変拡大し

ているという話も伺います。経産省の試算だと、

2000年が２兆円だったのが、2025年にはもうそれ

が４兆円近くなるとか、すさまじい勢いで広がっ
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ているという試算もございますので、こうした予

防、温泉療養とはまた違った意味での病気の予防

だとか、運動だとか、体験とか、食事とかと組み

合わせたウェルネス・ツーリズムというのも、こ

れはまだまだ米沢としては取り組まなければい

けないと。 

  先進地の上山の例も十分参考にさせていただき

ながら、また新たな交流を担う部局も、議会の御

承認をいただければそういう形もできると思っ

ておりますので、ぜひこうした生活の質の向上に

つながる新しい観光なり、健康の形を提案すべく、

取り組んでまいりたいと思います。 

○島軒純一議長 関谷幸子議員。 

○５番（関谷幸子議員） ありがとうございます。 

  市長、舘山にお住まいですよね。（「はい」の

声あり）そうしますと、小野川から大体５キロメ

ートル、６キロメートルあるかないかのところだ

と思うのですが、すごくいいところに住んでいる

と思うのです。市長のところから歩いてウオーキ

ングをして、ちょっと登り坂がこれもまたいいコ

ースだと。そして、小野川温泉へ入って、帰りは

ラジウム卵をちょっと食べたりして、あと白布・

小野川の路線バスに乗ってお帰りになる、このコ

ースは最高にいいと思います。 

  公務も大変お忙しいと思いますので、やはり健

康第一だと思いますから、そういったことを毎日

ではなくても週１回ぐらいはやって、御自分の健

康に役立ててもらうことを自らやっていただき

たいと思っておりますけれども、そういうお考え

はどうでしょうか。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 ありがとうございます。 

  市長になる前は、たまに公衆温泉に、ちょっと

熱いのですけれども入らせていただいたりいた

しました。 

  最近はちょっと猛獣も出没するエリアになって

いますから、気をつけなければいけないのですが、

ぜひ、私も歩きながら、ジムで運動するのもいい

ですが、確かに御指摘のとおり、風景を見ながら

小野川まで歩くというのは大変いいことなので、

心してまいりたいと思います。 

○島軒純一議長 関谷幸子議員。 

○５番（関谷幸子議員） 率先してやっていただき

たいと思います。 

  これで私の一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございます。 

○島軒純一議長 以上で５番関谷幸子議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午前１０時５９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午前１１時０９分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、米沢駅前周辺の整備計画について外２点、

13番木村芳浩議員。 

  〔１３番木村芳浩議員登壇〕（拍手） 

○１３番（木村芳浩議員） おはようございます。

至誠会の木村芳浩でございます。 

  私も昨夜起きました青森県東方沖、最大震度６

強の地震が起きまして、うちも古いものですから、

非常に久しぶりにちょっと揺れたなと感じてい

たのですが、この師走の時期に入りまして、一昨

年前の能登半島地震をすぐ思い出しまして、震源

地はどこかと思ってすぐＮＨＫのニュースを見

ておりましたらば、青森県の下北半島、本当に一

瞬、東日本大震災の福島原発が頭をよぎったわけ

であります。 

  下北半島には、やはり六ヶ所村の核燃料サイク

ルの施設があったり、むつには中間貯蔵施設があ

ったり、東北電力の東通原発があったりと、非常

に震度６ですからすぐ、まさかと、被害が拡大す

るのではないかという思いに立ったわけであり
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ますが、そういう最悪な事態が起きなかったこと

は、近年のやはり防災に対する技術であるとか、

耐震性の技術の発展が、そうした施設を守ったの

だとも感じたところであります。 

  少なからず、火災が発生したり、下水道が破裂

したりと、そういった被害に遭われている青森県

民の皆様、そして北海道の皆様いらっしゃるとも

お聞きをしております。一日も早い復旧・復興が

進められることをお祈り申し上げて、早速質問に

入らせていただきます。 

  私の質問は、大項目３つについて、近藤市長が

市長選の際に市民の皆様とお約束をしてきた公

約、あるいは御意見をいただいてきた政策につい

て、就任２年が経過いたしますので、政策が遅れ

ている、あるいはお忘れになっていないか、確認

のため、お伺いをいたします。 

  まず、初めに、米沢駅前周辺の整備計画につい

てお伺いをいたします。 

  本市におけるまちづくり計画において、米沢駅

周辺を無視することはできません。鉄道駅を中心

とした町の発展と、駅周辺地区への商業や商店街

などの集積は、地理的・歴史的に見て、戦後我が

国において全国各地のまちづくりが主要駅を中

心に発展してきた特徴と言えると思います。 

  特に1960年以降は、シビルミニマムや計画水準

等を通じた都市経営が行われてまいりました。ま

た、交通結節点についても、鉄道施設、駅前広場、

多目的な通路の確保など、急激な都市発展に対す

る公共資本のサービス水準のために、必要な対策

として行われてきたと思います。 

  一方で、近年の社会構造は、人口減少社会の到

来、少子高齢化、一極集中の人口流出等、これま

での拡散型構造のまちづくりから、集約型の都市

構造へ転換、いわゆるコンパクト・プラス・ネッ

トワークの考え方を背景に、今のまちづくりの構

造や交通結節点の整備に当たっては、従来の画一

的な考えにとらわれることなく、限られた資源や

空間を活用する知恵やアイデアによって、地域の

実情を踏まえた整備が求められております。 

  このような現代の背景を考えたときに、今後あ

るべき姿の米沢駅周辺のまちづくりについて、地

元の声を拾いながら米沢市全体のまちづくりに

生かしていく構想が第一に必要になってまいり

ます。 

  このたびの12月定例会に、令和８年度から令和

17年度までの米沢市のまちづくり総合10か年計

画が議案として提出されました。 

  米沢駅周辺の整備計画は、前市長の頃から、駅

周辺東部地区の住民のみならず、商工会議所の関

係者からも、整備計画を進めていかなければなら

ない声が市長部局へも届いていた記憶がござい

ます。当時の議会においてもお聞きをして、将来

的に奥羽本線のフル規格整備の進捗状況を見据

えて、計画の必要性とまちづくりの観点からも、

非常に重要な政策であるとお伺いをいたしまし

た。しかし、その後の本市のまちづくり総合計画

の中身を見ても、米沢駅周辺の整備計画は具体的

な構想の記載がされておらず、いつ頃をめどに計

画が示されることもいまだなく、このたび新しい

総合計画が出されております。 

  私の認識では、地元の方々からも、市長選の際

に、近藤市長に対して駅前周辺の整備に関してお

話があったと認識しており、地元においては、市

長就任２年を経過してビジョンすら見えてこな

い、いつ整備が行われていくのか、まちづくりの

計画に記載がないということはやる気がないの

ではないかと、大変厳しい声も出てまいりました。 

  そこでお聞きをいたしますが、まちづくりの観

点から、米沢駅周辺の整備は近い将来行っていく

考え、計画はあるのか。現段階での進捗について

と、整備計画に記載がされていないのはなぜか。

このたびの「よねざわ しあわせビジョン2035」

の中で、都市づくりの方向性、主な土地利用の考

えの項目に唯一、駅及び駅周辺の活性化とにぎわ

い創出を図るとだけ明記がされているだけであ

ります。基本構想の考えやグランドデザインは描
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かれているのか、整備の完成時期をいつ頃までと

捉えているのか、お聞きをいたします。 

  次に、皆川球場の施設整備のほか、スポーツ施

設の整備計画についてお伺いをいたします。 

  私が皆川球場の質問を行って、15年目に入りま

す。市長就任の２年前に、ほぼ次年度の整備計画

で、設計整備予算として５億6,000万円の予算を

確保し、整備が進められる直前で整備計画が白紙

になりました。野球に携わっている全ての市民は、

長年の夢と希望を市長から奪われました。 

  私は寝耳に水で「まさか、うそだろう」と。苦

節13年で予算化にたどり着いたにもかかわらず、

野球関係者からは大きな失望の声も多くいただ

きました。特に、中学校に通っていた、小学校か

ら野球に励んできた子供たちからも、残念な声が

届いたことも忘れられません。私もうそつきな議

員のレッテルを貼られ、おわび行脚に関係者の皆

さんに伺ってまいりました。 

  子供たちの希望を奪った事実は消えません。し

かし、諦めることなく、改めて一日も早く整備を

進めていく必要性があると思います。 

  皆川球場の整備はいつ進められていくのでしょ

うか。また、野球競技に限らず、本市のスポーツ

施設の整備計画について、具体的な計画をなぜつ

くれないのでしょうか。 

  第２期米沢市スポーツ推進計画、「市民の誰も

がスポーツを通じ輝き活気に満ちあふれるまち

米沢」を掲げて令和６年４月に計画を作成されま

したが、今日に至るまで様々な計画が暗礁に乗り

上げている感じがしております。 

  その理由として、予算がつかないとお聞きをし

ました。一昔前、私の好きな政治家の石原慎太郎

さんが、衆議院時代、東京都知事になられた際に、

「ハード事業が続く中で予算がないと言い訳を

繰り返すのは、政治家でも行政マンでも要らぬ人

材。そういう方は国民の役にも立たないので、公

職はお辞めになったほうがいい」と言っておられ

ました。 

  私も同感で、いまだにそう思って議員の職を行

い、負託を受けた者の責任として政策提言を行っ

ております。 

  ですから、長年、施設整備の重要性を多くの議

員からも提案されており、できない、やれない行

政を改革していかなければなりません。そうでな

ければ、スポーツに携わる全ての市民が不幸にな

るばかりであります。 

  災害が起きれば、市営体育館は発生時の避難所

にもなっており、毎年細かな修繕を繰り返してお

りますが、近年では、温暖化の影響で夏場の使用

を控えたり、利用する市民からは冷暖房の整備を

早急にお願いされても、対応が後手に回り、整備

が遅れている状態にあります。建設から53年経過

しても、整備計画すらつくられないのはなぜでし

ょうか。 

  健康長寿日本一を掲げながら、スポーツの重要

性、必要性を理解できていないとしか言えません。

スポーツにたけた若者は、市外・県外の学校に進

学をして、優秀な人材がどんどんいなくなると思

います。そんな米沢でいいのでしょうか。 

  10年後に笑えない米沢市にならないために、整

備計画を改めて早急に作成し、来年度から一つず

つ、１施設、１施設計画を立てて整備を進めてい

ただきたいと強く願いますが、やれますか、やれ

ませんか、当局のお考えをお聞きしたいと思いま

す。 

  最後に、ふるさと納税の目標20億円は達成でき

るのか。市民の関心事ですので、お伺いをいたし

ます。 

  米沢市にはおいしい食べ物が多く存在していま

す。それも全国、そして世界へ出荷しても、品質

もどこにも負けない、そんなおいしいものがあり

ながら、ふるさと納税の返礼品としても人気が高

いものだと常に自信を持って米沢ブランドを売

り込んでおります。 

  そんな米沢ブランドの需要が低いと聞くと、な

ぜだろうと考えていたのは、昨年末のことであり
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ました。他市町村と遜色のない、いや、それ以上

の返礼品のラインナップ、何が原因なのだろうと

首をかしげるしかない中で、当局から出された20

億円構想、市長は選挙戦で、このふるさと納税額

を最大50億円に増やすのだと、そういう思いを持

って、市長選では多くの市民に約束事、いわゆる

公約として掲げ、当選されてきたわけであります。 

  今年、令和７年度の予算審議をした際にも、多

くの議員から質疑がありました。まずは20億円を

令和７年度に達成していくというお話でした。 

  率直にお尋ねいたしますが、直近11月末現在で

の納税額は幾ら頂けているのでしょうか。 

  専門業者への業務委託を行い、万が一にも達成

ができなかった場合はどのようにお考えなのか。

目標達成は当たり前になされるものとして期待

を大きく持っておりますが、大丈夫でしょうか。 

  近藤市長の公約実現、20億円の達成見込みの見

解をお聞きして、演壇からの質問といたします。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

  〔近藤洋介市長登壇〕 

○近藤洋介市長 木村芳浩議員の御質問にお答えを

いたします。 

  私からは、１、米沢駅前周辺の整備計画はどの

ように進んでいるかについてお答えいたします。 

  私は、２年前の選挙公約に米沢駅周辺の再整備

を掲げ、以来、その実現に向け強い思いを持って

取り組んでおります。 

  米沢駅周辺は本市の顔であるとともに、山形県

の玄関口として非常に大きなポテンシャルを秘

めた場所であり、米沢駅前の活性化は、本市全体

の発展を牽引する鍵となると確信をしておりま

す。 

  山形新幹線米沢トンネル（仮称）整備について

は、設計から環境アセスメント完了まで約６年間、

着工から約19年間、加えて合計約25年間を要する

とされています。したがいまして、これを待って

ではなく、現在の米沢駅を前提にまちづくりを進

めていく必要があります。 

  こうしたことから、新たな総合計画において、

都市づくりの方向性の中で、米沢駅をはじめ、駅

及び駅周辺の活性化とにぎわいの創出を図るこ

とを、市として初めて明確に位置づけました。こ

れは、駅前周辺整備を市政の最重要課題の一つと

して位置づけ、本市が取り組むべきテーマとして

認識していることの表れであります。 

  この米沢駅周辺の持つ可能性を最大限に引き出

すため、どのような機能や魅力を備えるべきかに

ついては、今後、多角的に検討していく必要があ

ると考えています。 

  例えば、周辺の交通ネットワークとの連携の強

化、来訪者への利便性の向上、そして市民の皆様

が日常的に憩い、交流できるような環境づくりな

ど、様々な観点から議論を深めていく必要がござ

います。 

  具体的な開発計画の策定に至るまでには、大規

模な計画になりますので、地域経済への波及効果、

そして財源の確保、何よりも市民の皆様の生活へ

の影響など、多岐にわたる要素を慎重に見極める

必要があろうかと思います。議会の御承認をいた

だければ、総合計画がスタートするのは来年４月

からでございます。 

  したがいまして、現時点では具体的な開発計画

を策定するという段階には至っておりませんが、

米沢駅周辺が持つ潜在的な価値を最大限に引き

出し、将来の米沢市の発展に寄与するよう、検討

を進めていきたいと考えております。議員におか

れても、今後も様々な御提言をいただければと思

います。 

  米沢駅周辺が、市民の皆様にとって誇りとなる

場所であり続け、また、市外からの来訪者の方々

にとっても「米沢に来てよかった」、または「帰

ってきてよかった」と感じていただけるように、

魅力のあふれる場所となるよう、検討を急いでま

いります。 

○島軒純一議長 佐藤教育長。 

  〔佐藤 哲教育長登壇〕 
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○佐藤 哲教育長 私からは、２の皆川球場の整備

計画のほか、スポーツ施設整備計画についてお答

えします。 

  本市のスポーツ施設は21施設であり、その中で

も皆川球場に関しては、社会人野球の全国大会や

高校野球の甲子園県予選大会等でも使用されて

いるほか、昨年、今年と開催されたよねざわ戦国

花火大会のメイン会場にもなっており、野球以外

の催事も含め、年間約２万6,000人の方に利用い

ただいております。 

  しかしながら、皆川球場は、平成４年度に開催

されたべにばな国体に合わせて建設された施設

で、竣工から35年が経過しており、施設の劣化が

進んでいるため、毎年何らかの施設修繕を行いな

がら利用いただいている状態であります。 

  近年の皆川球場の整備状況ですが、令和３年度

に雨漏りが発生していたことを受けて、観客席の

防水改修工事及び内装外改修工事を実施しまし

た。ほかにも、グラウンドの芝の段差解消やスプ

リンクラーの制御盤の修繕といった小規模な修

繕も併せて進め、施設の基本的な機能確保に努め

ているところです。 

  そのほか、利用人数が多い施設である市営体育

館、武道館については、多種目のスポーツ大会や

個人及びサークル等の練習会のほか、毎年、山形

大学工学部の卒業式も開催されており、年間約５

万2,000人の方が利用されております。 

  また、平成23年の東日本大震災の際には、避難

所として開設された施設でもあり、本市として重

要な施設の一つでありますが、こちらも昭和47年

度に建設され、竣工から53年が経過しており、老

朽化により劣化が進んでいる状態です。 

  市営体育館の近年の整備状況としましては、利

用者の安全と快適性の向上のため、令和６年度に

アリーナ床全面の研磨修繕を実施いたしました。

また、今年度においては、市営体育館の会議室等

の空調設備を改修して、クーリングゾーンとして

開放し、熱中症対策を図っているところです。 

  このほかの施設についても老朽化した施設が多

い状況でありますが、計画的に改修事業を進めて、

安全に御利用いただけるよう整備を行っている

ところです。 

  一方、競技団体などからは、施設の機能向上な

どの要望をいただいており、例えば皆川球場につ

いては、スコアボード改修等の大規模な改修が必

要との要望をいただいておりますが、相当多額の

費用が発生することが予想されます。 

  また、市営体育館、武道館も、空調設備の設置

などの要望をいただいているものの、断熱性の確

保が必要であり、竣工から半世紀以上が経過して

いる状況を踏まえると、多額の経費がかかる大規

模な改修については、建て替えも含めた検討が必

要と考えております。 

  そのほかの施設においても様々御要望をいただ

いている状況でありますが、いずれも多額の経費

がかかることが予想されることから、全庁的な協

議が必要であり、改修内容や概算工事費等につい

て精査をし、新総合計画の実施計画や個別施設計

画の策定の中で検討してまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

  〔我妻重義産業部長登壇〕 

○我妻重義産業部長 私から、３のふるさと納税の

目標20億円は達成できる見込みかについて、お答

えいたします。 

  今年11月末現在の寄附の実績についてですが、

寄附件数が約３万6,000件、寄附額が約10億5,400

万円となっており、前年同時期と比べますと、件

数で146％、寄附額で160％と、現状としまして、

昨年度を上回る寄附をいただいております。 

  特に、例年、本市における寄附額全体の約７割

を占めております、米、米沢牛、パソコンの状況

を申し上げますと、11月末現在の寄附額は、前年

同期比で、米が180％、米沢牛が118％、パソコン

が211％となっており、米とパソコンに関しまし

ては順調に寄附額が伸びている状況です。米沢牛



- 85 - 

に関しましても、物価高騰の影響による節約志向

の高まりから、全国的に日用品などの生活必需品

に人気が集まり、高級返礼品の寄附が減少傾向に

ある中、米沢牛150周年に合わせた返礼品の充実

や広告強化等を図ってきたことにより、堅実に寄

附額が伸びている状況です。 

  また、これまでの今年度における寄附の動向を

見ますと、国のルール改正に伴う９月末にかけて

の全国的な駆け込み需要などで、11月末時点では

前年を大きく上回る実績となっておりますが、一

方で、駆け込み需要の反動として、10月、11月は

寄附額が落ちている状況にございます。 

  しかしながら、例年、ふるさと納税は12月に年

間寄附額の半数近くが集中する傾向が見られる

ことから、返礼品の魅力発信や広告展開など、好

機を捉えた効果的な取組を進めているところで

あります。 

  こうした状況を踏まえまして、今年度における

ふるさと納税の見込額についてでありますが、先

ほど申し上げましたとおり、現在は年末に向けて

寄附が大きく動く時期でございますので、委託業

者とも協力しながら、目標額の達成に向けて、引

き続き職員一丸となって取り組んでまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１３番（木村芳浩議員） まずは、御答弁ありが

とうございました。順次、質問をしてまいります。 

  市長が今おっしゃったように、やはり米沢駅と

いうのは、まちづくりの中心、一丁目一番地だと。

近代、先ほど演壇からも申し上げたように、全国

の戦後日本という国土計画の中で、各市町村とも

に駅を中心とした開発、それが一つのこの日本の

それぞれの市町村のまちづくりにあったのでは

ないかと思います。 

  特に昭和の、私も小さかったときの記憶ですけ

れども、米沢市の駅前は、酒蔵があったり、商店

街の活気も物すごいものがあったなと思います。 

  ただ、今の時代に入りまして、人口減少も進む

中において、やはり駅前からそのまちの活気を取

り戻していかなければならない。いろいろな施策

がこの「よねざわ しあわせビジョン」にも掲げ

られておりますけれども、ただ残念なのは、私も

議員15年やらせていただいて、様々な計画を毎年

毎年拝見していますけれども、計画が前に進まな

いのです。掲げていますよ、10か年計画、前期・

後期、様々な計画があります。立地適正化、公共

施設整備、様々あるのですけれども、拝見をして、

１年１年、市の計画というものは進まないなと。 

  ここ数年、市庁舎の建て替えがあって、病院が

建て替えられ、今、学校、そして給食センター、

どんどんハード事業が進む中において、本当に市

民が日々、まちづくりをされている中で安全・安

心に暮らせるまちづくりが進められているのか

と冷静に考えたときに、いや、止まっていると私

はそう感じております。 

  その都度、市民の皆さんから様々な御意見をい

ただきます。私も同僚の山村議員と共に東部地区

を代表している中で、やはり山形県の玄関口であ

りますから、米沢駅の周辺というのは、少なから

ず市民に見える形でそういうビジョンを出して

いかなければならない。 

  だから、私が申し上げたように、市長からもお

話ありました、この新しい計画の中で、にぎわい

の創出、大手スーパーが駅前からもなくなりまし

たけれども、にぎわいの創出をどのように想像さ

れているのかと、まずその点をお聞きしたいと思

います。いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 当然、駅前に関しては、地元

スーパーが閉店したことによりまして、お買物を

していく方が減ったことによって、かなり集客と

いいますか、求心力が減っている状況であります。

それで、スーパーを介して周辺に飲食に行ったり、

買物するということが減っているということに

より、様々にぎわいが減っているということで、

それに伴いましてなかなか売上げも減っている
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という状況もございますので、今は地元の商店街

等とも連携しながら、様々な取組をして、にぎわ

いの創出をもう一度進めるべく、様々なイベント

を展開している状況であります。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１３番（木村芳浩議員） 私も所属させていただ

いておりますけれども、駅前商店街の皆様方とイ

ベント、盆踊りをやったり、今もイルミネーショ

ンが始まろうとしておりますし、様々な中で盛り

上げを守っていく。 

  ただ、それもやはり人口減少の中で、若い人た

ちがどんどんこのまちから出ていく。何度も私申

し上げてきましたけれども、やはり若い人たちが

出ていくというのはよくよく考えてみると、その

まちにチャンスがあるかどうかなのです。自分の

人生を生かせるチャンス、生かせる場所だと僕は

思っているのです。だから、そういうことを考え

ていくと、今我々の世代が次にバトンを渡してい

くその商店街でも、守っていかなければならない。 

  今、中心市街地どうですか。平成28年に図書館

ができました。あの当時、観光の拠点にもしたい

と言っていたのです、あの図書館を。今、どうで

すか、観光地になっていますか。なっていないの

ですよ、だから。 

  思いというのは、やはり形をつくっても、それ

を守ってどのように生かしていくかということ

が大切であって、やはり駅前が廃れていくと、ま

ちの活性は、私は非常に大変なもの、厳しいこと

になると思います。 

  今の時代は、新しく道の駅という新たな駅が全

国にできているわけです。だから、この２つの駅

の拠点というのは、今後のまちづくりの中で大変

重要なのだと思っております。 

  そうした中で、やはりそういうことをこれから

計画をしてデザインを掲げていく中で、大切なこ

とはやはり地元の方々の御意見を聞いたり、ある

いは地元の商工会議所の皆さんとお話をしたり、

これからの米沢をどうしていくのだと、そういっ

たことがまず、いわゆる公民連携がまず入り口と

して大切なのではないかと思っているのですが、

今後において、そうした地元の方々、商工会議所

との、これまでも様々な御意見をいただいてはお

ると思うのですが、今後、米沢市として地元とど

ういう関わりを持っていくのか、その辺のお考え

はいかがでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 当然議員おっしゃるとおり、

商工会議所とは定期的に様々な意見交換をさせ

ていただいて、施策にも反映しております。地元

駅前商店街につきましても、この間のイルミネー

ションのイベントにもお邪魔させていただいて、

様々お話をさせていただいております。 

  その都度お伺いしたり、市役所にお越しいただ

いて、様々な情報交換をしておりますので、今、

駅前の商店街として何を望んでいるのかという

ことを確認しながら、様々支援を行っているとこ

ろでありまして、それについて、今後のまちづく

りにも当然生かしていく必要があると考えてお

ります。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１３番（木村芳浩議員） 今、中国の企業だった

り、帰化している外国の方々が、地方の駅前のシ

ャッター街を買い始めているのです。今、首都圏

のマンションの買いあさりが終わって、今度は地

方の駅前のシャッター街、そこに中華料理店を展

開するというようなビジネスが今動き出してい

るというお話を聞く。 

  米沢も、やはりシャッター街が出てまいりまし

て、先ほど言ったように地元のスーパーがなくな

ってしまったりということで、そうしたところ、

活力を失っている場所をいかに行政と地元の

方々で復活できるかということをまちづくりの

根底に置いていかないと、これは駅前だけではな

いのです。中心市街地もそうですけれども、そう

した観光地も含めて、そういったまちづくりの視

点からやはり開発を進めていかなければならな
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い。 

  けれども、やはり市長もおっしゃったように、

大きな財源が必要だと私は思っているのです。そ

うすると、やはり中都市圏のまちづくり、あるい

は今、移住が増えているまちづくりにおいて、や

はり駅前に特化して投資をしていただく必要性

が私はあると思うのです。 

  まちづくりですから、やはり何百億円ぐらいか

かる想定でいけば、多くの開発事業者、鉄道事業

者もそうですけれども、メガバンク、大手企業、

そういうパートナーシップを持って米沢市に投

資をしていただける、そういう企業というものと

結びついていく必要性が私はあると思うのです

が、その辺は本市としてお考えいかがでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 なかなか行政だけでは財源的

にも限界がありますので、議員おっしゃったとお

り民間企業、あとはやはり金融機関も含めてそう

いう投資を呼び込むような政策が必要だと考え

ております。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１３番（木村芳浩議員） だから、これは一刻も

早くパートナーシップを結べる大企業との結び

つきを模索しなければならないのです。まちづく

りというのは、やはりこの基本計画でも20年後、

30年後を含めてこの計画を進めていく。見直しも

行う。こんなことは当然なことなのですが、ただ、

行政だけではもう走り切れないのです。もう皆さ

ん御存じだと思いますけれども、地方に投資をし

ていただく大手企業の投資がないと、駅前開発は

多分できません。だって、530億円ある中で、市

税が幾らで交付金が幾らで国からの助成金が幾

らで、メニューに沿って目的があるもので今回っ

ているけれども、これは独自の財源だけでは可能

ではないです。誰がどう考えても。 

  だから、国から当然ながら都市構造をやはり開

発していく予算も多少は来るのでしょうけれど

も、やはり地元に大手の企業、パートナーシップ

を呼ぶということが、やはり私は最大の課題なの

だと思っています。 

  例えば昭和で言ったら、どこの都市に行っても、

駅前には必ず百貨店、スーパーがあります。やは

り初めてこの米沢に降り立った人のイメージと

いうのは、やはり駅から始まると思うのです。米

沢駅から。駅のあの入り口を出たときに、どう思

うか。「すごいまちだな。やはり米沢牛のまちだ

な」、どんな感覚でどのように人が感じるかだと

思うのです。 

  そうした場合に、活気もない、タクシーもいな

い。そんなまちで本当にいいのですか。 

  だから、交通結節点である、やはりバスもある、

タクシーもある。必ず米沢市の中で、米沢駅と道

の駅と病院と役所、あとは上杉神社、ここは必ず

人が集まってくる場所なのです。こういったとこ

ろの最大の集約拠点を一つのツールとして、そこ

をいかに地元の方々とどういうまちづくりをす

るかということがやはり大切だと思います。 

  これまで、市長就任後、もう２年経過しました。

地元の皆さん、知りません。駅前がどうなってい

くのか。「本当に進んでんだか。計画、本当にあ

んのだか」と、最近よくお叱りではないのですが、

「どんなふうに進んでんだ」と、「我々、あと何

年かすっと、死ぬぞ」と、「若者いねぞ」と。 

  これは駅前に限ったことではないのですが、や

はりまちづくりの一丁目一番地が駅前である以

上、ここは明確に今後10年でここまでやるのだと、

20年後にはこういう構想があるのだということ

を、やはりこうしたビジョンの中で分かりやすく

示していただかないと。にぎわい創出なんて、何

年かかっているのですか。何十年も同じ言葉です、

これ。けれども、現実にはできていない。 

  いい例が中心市街地だ。絵に描いた餅になって

いるということです。 

  ただ、それは行政もこれだけの努力をしている。

そのために何が必要で、何を守っていかなければ

ならないのかという、やはり日々の宿題だと思う
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のです、これは。 

  そうすると、市長も選挙戦のときにリーフレッ

トに書かれておりました、中心市街地、駅、それ

から上杉の文化を回遊できるようなまちづくり

を目指していかなければならない。これも書かれ

ておりまして、今回のこの計画書にも載ってあり

ます。 

  けれども、そこも具体的に見えてこないのです。

何をどうしてどうするか。公共交通もようやくワ

ンコイン制になったり、各市内にも人の足として、

また、タクシー業者やバス業者に協力をいただい

て、ようやく公共も少しワンランク、ツーランク

アップ、進んだのかなと。これはもう、市長の思

いが形になったのだろうと、これは評価できるこ

とです。 

  やはり一つのツールだけ言っても、まちづくり

の機能は発展していかない。やはりそこは財力な

のだろうと思うのですが、そこで、今後そういう

駅を中心として中心街、そして上杉の様々な観光

名所を回遊できるような計画、例えばバスででき

るのか、あるいはタクシーでできるのか。それが

市民だけではなくて、観光で訪れた人たちが分か

りやすく、「あ、こんなルートができるんだな」

というような計画、政策というものは、何か今、

考えがあるんでしょうか。いかがですか。 

○島軒純一議長 石川建設部長。 

○石川隆志建設部長 御質問ありがとうございます。 

  先ほど議員からもグランドデザインというお話

があったかと思うのですが、本市がやはり目指す

べき都市づくりの方向性になりますけれども、市

長が公約でも掲げておりますとおり、米沢駅交流

拠点、あと中心部拠点、あと歴史文化観光拠点の

３拠点を線で結んで、人々が行き交う活気あるま

ちづくり、また、ウォーカブルなまちづくりを目

指していくことであります。 

  やはりその核となりますのが、議員先ほどから

お述べのとおり、米沢駅周辺であったり、地方銀

行などの都市機能施設を有する中心部の拠点と

考えておりますので、やはりその周辺の低未利用

地の有効活用などを官民連携で推進して取組を

進めていきまして、将来、民間企業が投資したい

と思ってもらえるような環境を各拠点に広めて

いきたいとまずは考えております。 

  具体的には、まずはウォーカブルなまちづくり

でございますけれども、交通利便性の向上に向け

た道路整備の事業をやはり地道に展開していき

まして、米沢駅から平和通り、平和通りから松が

岬公園という動線を主としたウォーカブルなま

ちづくりを目指していきたいと考えております。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１３番（木村芳浩議員） ありがとうございまし

た。 

  今、ウォーカブル推進の事業についてお話があ

りました。私たちも昨年これ、国に出向いて勉強

会、ウォーカブル推進事業について会派で学んで

きたわけであります。これ、昨年12月31日現在で、

全国1,700の市町村ありますけれども、その中で

383都市が認定を受けてこのまちづくりの補助制

度に、認定ですから様々な補助制度で補助金を国

から頂いておるわけなのですけれども、本市は、

国のウォーカブル推進事業は認定のために申込

みをされましたか、いかがですか。 

○島軒純一議長 石川建設部長。 

○石川隆志建設部長 現在、米沢市として、国にそ

ういった動きは行っていない状況でございます。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１３番（木村芳浩議員） そういうところだと思

うのです。やはり、国はどんどん地方都市、地方

の自治体のために、まちづくりのために、こうし

た細かなメニューを出しています。山形県では、

申込みをして認可をもらっているのが、残念なが

ら山形市と山形県だけなのです。 

  今、山形市見てください。西駅周りの開発、す

ごくないですか。何か山形市だけちょっと抜けて

きたという感じが私はするのです。やはり若い子

たちも、そして米沢から山形の高校に通っている
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子供たちも、それでも山形では買物をしないので

す。仙台まで行ってしまう。あれだけ開発が進ん

でも。 

  ただ、やはり山形市の市民会館、すばらしいで

す、本当に。あそこだけでも。南陽の文化会館も

すばらしいコンサートがもう頻繁に行われてい

ますけれども、やはり拠点だと思うのです。 

  駅､中心市街地の拠点、それはナセＢＡなのでし

ょうか。あとは上杉神社。上杉神社は分かります。

ナセＢＡを拠点とされるお考えはないのでしょ

うか。いかがですか。 

○島軒純一議長 石川建設部長。 

○石川隆志建設部長 まずは、先ほど議員からもお

話ございました、国土交通省で進めておりますま

ちなかウォーカブル推進事業につきましては、令

和２年度より都市再生整備計画の事業の拡充と

して新設され、車中心から人中心の空間へと転換

して、居心地がよく歩きたくなるまちづくりを推

進することを目的とした補助事業でございます。 

  県内でこの事業を活用している自治体は、市町

村レベルでは、山形市に関しましては、都市構造

再編集中支援事業を活用して、社会実験による効

果検証を繰り返しながら、このウォーカブルなま

ちづくりに取り組んでいるという話は聞いてお

ります。 

  先ほど、ナセＢＡを中心にということで議員か

ら提案ございましたけれども、本市としましては、

まずは、米沢駅は市の玄関口として極めて重要な

拠点でございますので、さらに米沢駅周辺につき

ましても、重点的に有効なやはり環境を形成する

地区として、景観形成重点地区に指定しているこ

ともございますから、先ほども申し上げましたと

おり、米沢駅から平和通り、平和通りから松が岬

公園の動線を主として、市民の方が居心地よく、

そして自然と歩きたくなるような魅力あるまち

づくりを進める必要性を認識しております。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１３番（木村芳浩議員） 大変ありがとうござい

ます。 

  ですから、やはり財源ということを考えれば、

こういう国が出している一つのメニューに対し

ても、敏感にいていただきたいと思うのです。可

能性が低いとか高いという問題ではなくて、こう

いうメニューがあるならば、米沢市もチャレンジ

してその計画を出してみようかということに、や

はり一歩前へ、国に対してこういうまちづくりを

したいのだと、こういう商店街をつくっていきた

いのだと、活気あふれる町をつくりたいのだとい

うことで、こういったメニューがどんどん出てき

ていますから。また、我々、年明けに内閣府にお

邪魔をして勉強会をしてくる予定でおりますけ

れども、またそこで得た情報に関しましては、当

局の皆さんに持ち帰りたいと思っております。 

  ぜひ、この駅前、ひとつ見える形で市民に伝え

ていっていただきたいと、そのことを強く要望し

て次の質問に入りたいと思います。 

  ２番目、教育長、私15年目です、皆川球場。前

市長が最後お辞めになるときに、時間がかかって

申し訳なかったということで、野球連盟の方々に

計画予算、工事予算をつけて、その御報告も私３

年前、野球連盟の納会でしました。そして、舌の

根が乾く間もなく白紙になってしまった。 

  私は野球の人間でありましたから、一貫してそ

うでしたけれども、やはりスポーツ界全体を見た

ときに、この第２期米沢市スポーツ推進計画、こ

れはもう私が議員になってからずっと見てきて

いますけれども、何も変わっていないです。何も

やれていない。市民の声も生かせていないです。 

  これ、皆川球場、いつやっていただけますか。

財源のお話も先ほどあったようですけれども、市

営体育館、いつ直せるのでしょうか。 

  それぞれの施設整備の計画、前の計画書には令

和２年、令和４年と載っていたのですけれども、

昨年の４月に出されたこの新しいものには載っ

てないのです。だから、市民に聞かれても、答え

ようがないのです。 
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  単純に、お金がないのでできません、庁舎もや

ったし病院もやったし、今学校を造って、給食セ

ンターやっているし、そんなスポーツ施設にかけ

るお金なんかないのですと、これ何年言っている

のですか。 

  これ、野球場、体育館、今後考えられる施設、

例えば弓道場など、様々ありますけれども、若い

子いなくなりますよ。 

  よくこれはもうずっと書いていますけれども、

人材の発掘、育成・強化、どこで強化するのです

か。戦える場所、環境がないのです。思いません

か。これ、市長、本当に重大です。本当に重大。

皆川球場、私にとっても、市長にとっても、これ

重大な問題なのです。 

  市長就任のときにもこれ、私、市長にお聞きを

した。やはり費用対効果と言われた。けれども、

市の公共施設に費用対効果を求めてしまうと、何

もできなくなってしまう。だったら、ドームぐら

いのものを造らないと、費用対効果は生まれない

のです。今、そういう時代なのです。 

  けれども、来年、また皆川球場で全国大会が予

定されています。山形県で６か所、鶴岡、新庄、

山形、米沢、中山、けれども米沢が一番設備が整

っていないのです。前回、平成29年でしたか、全

国大会を開いていただきました。そのときに、全

国から集まった方々が、「いや、こんな会場を見

たことねえな」と。なぜならば、雨漏りはするわ、

配線は見えているわ、室内練習場はぼろぼろだ。

それから少しずつ整備をしていただいた。何とか

格好はついた。けれども、バックスクリーン。小

学校から教えてきた子供たちが今、高校３年生に

なりました。「最後の年にはバックスクリーンに

名前が載るな。よかったね」と、３年前に話して

いた。けれども、実現ができなかった。 

  これは、政治のせいです。我々のせいです。進

められないのは。そういう思いでいるから、若い

人たちが残らないのです。このまちに残っても、

希望や夢が見られないのです。 

  本当にこの計画を読ませていただくと、アンケ

ート調査は多分、教育長も御覧になっているかと

思います。この中で、そのとおりだなと私思った

のです。健康長寿日本一も大事なことですが、中

学校にもっともっと力を注いでほしい。指導者が

少ない。大学でスポーツを学んで米沢に帰ってき

ても、仕事がない。こういうアンケート調査も出

てきている。 

  米沢市全体で盛り上がるイベントも、プロスポ

ーツ選手を呼ぶイベントも、何か告知されてきま

したか。今年、例えば何があったのでしょうか。

教えてください。 

○島軒純一議長 土田教育管理部長。 

○土田 淳教育管理部長 プロスポーツ選手との交

流の事業につきましては、本市を会場としたもの

となりますが、女子ワールドカップで優勝した実

績があります、元日本女子サッカー監督の佐々木

則夫氏をお招きした「サッカーフェスティバル

2025山形in米沢」を市営多目的屋内運動場で行っ

ております。 

  また、こちらは今度バレーボールでありますが、

バレーボールクリニックを市営体育館で行いま

して、こちらも元日本代表の大友愛さんをお招き

いたしまして、バレーボールスクールや交流会を

行っております。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１３番（木村芳浩議員） 私、何回も申し上げて

いるのですが、一部の関係者を対象にしたイベン

トではないですか。米沢市民全体が参加できる、

参画できる、もう城下町マラソンもなくなった。

市民総体もなくなった。市民がどこで関係を持て

るのですか。 

  スポーツができない人でも、城下町マラソンや

市民総体があったときは、弁当やお茶を持って、

息子さんやお孫さんが活躍している姿、それでも

やはり高齢者の方々が楽しみにして応援に来て

いた。そういうスポーツの状態もなくなったので

すよ。それで、何ですか、活気ある、活気に満ち
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た、こんなことは言えませんよ。違いますかね、

教育長。 

  もう一つ、これもずっとそうなのですけれども、

スポーツ振興くじ助成金の活用。毎年これは申込

みされているのですか。いかがですか。 

○島軒純一議長 土田教育管理部長。 

○土田 淳教育管理部長 スポーツ振興くじ、いわ

ゆるｔｏｔｏの助成でありますが、こちらについ

ては、まず大きいものとしては、令和４年度に陸

上競技場の３種公認更新の改修工事で助成をい

ただいております。また、この補助につきまして

は、こういう大規模なものだけではなくて、トレ

ーニング機器のような備品の購入費、また、スポ

ーツイベントの事業費についても対象となって

おりますので、本市においてもほぼ毎年度利用さ

せていただいております。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１３番（木村芳浩議員） これは１事業、１事業

で申込みができるはずです。これは申請書、事業

計画の一覧表、団体の概要、事業計画書、予算収

支報告書、これが義務づけられていると。この提

出が完了したときに事務局審査が行われて、事務

局審査を経て本審議になって、この予算がもらえ

るという流れになっているはずなのです。 

  であるならば、体育館の事業費、野球場の事業

費、１事業ずつ、何で出さないのですか。出され

ているのですか。これはいかがですか。 

○島軒純一議長 土田教育管理部長。 

○土田 淳教育管理部長 体育館や野球場、大規模

改修ということになるかと思いますけれども、こ

ちらについては、やはり最近、この助成事業は全

国的にも人気が高くなっておりまして、なかなか

満額要望どおりつくという状況が少なくなって

おります。 

  市営陸上競技場につきましては、いろいろと要

望等をさせていただいたおかげで満額つきまし

たけれども、それが毎年続くというわけではござ

いませんので、なかなか大規模事業については申

請については困難かと思っております。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１３番（木村芳浩議員） 部長、私が申し上げて

いること分かりますか。チャンスがあるのですか

ら。１％でも可能性があることにかけないと、予

算なんかもらえないですよ。駄目だ、無理だと分

かっていても、その数％にかけて、こういう事業

計画書を出して、そしていろいろな働きかけをし

たのでしょう、陸上競技場のときも。同じではな

いですか、やることは。なぜやらないのですか。 

  私は、それは怠慢だと思います。ぜひ、やって

ください。もうこの申込み、毎年11月から１月ま

でです。今、始まっていますよ。まだ間に合いま

す。計画は持っていらっしゃいますよね。整備計

画、もう持っているのでしょう。教育委員会に今、

ないのですか。 

  もし20億円があったら、50億円があったら、皆

川球場の整備できますよ。体育館も整備できます

よ。それがポーンといつ来るか分からない。今回

のふるさと納税、これから聞きますけれども、そ

れぐらいのものが出て余裕が出ていたら、すぐや

れるのです。やれますとなったら、すぐ事業計画

を出せますよね。その辺、いかがですか。 

○島軒純一議長 土田教育管理部長。 

○土田 淳教育管理部長 やはりスポーツ施設の改

善の要望については、多数いただいておりますけ

れども、それぞれ本当に数億円かかるという大規

模な事業となっております。 

  したがいまして、現在、全庁的にこちらは検討

させていただいておりまして、個別施設計画など

でそれについては明らかにしてまいりたいと考

えております。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１３番（木村芳浩議員） 国の補助メニューも含

めて、そういうチャンスがあるものを欠かさずに

しっかりと努めていただきたいと本当に強く要

望して、一日も早い市営体育館、このスポットク

ーラーは、利用者から言うと全く意味がないそう
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です。本当に機械の前に行かないと感じないそう

です、あれも。使っている、そういう現場の声な

のですから、皆さん方が本当に暑いときに行って、

体で感じてみてください。本当に。 

  だから、もう皆川球場も含めて、いち早い整備

計画を出して、そして予算化をして、整備を進め

ていただきたい。強くこれは市長にも要望したい

と思っております。 

  最後に、選挙戦のときに市長が掲げられた50億

円というふるさと納税、まずこの根拠について市

長、教えてください。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 ふるさと納税の公約の際に掲げた

50億円の根拠というのは何かということでござ

いますが、端的に申し上げて、山形県内で当時、

トップレベルでふるさと納税の額を出してきた

のが、当時たしか寒河江市だったかと思います。

寒河江市が約50億円程度、45億円か、ちょっと細

かな数字は忘れましたが、40数億円、45億円の上

のほうだったと思います。また、山形市も40億円

を超えていたかと思います。天童市もそうでござ

いました。 

  ですので、寒河江市、天童といった町の産品、

寒河江ならばサクランボなのか、天童ならばラ・

フランスなのかということでありましたけれど

も、寒河江市長ともお話をさせていただいて、市

長に就任する前に、何で稼がれていますかと話を

聞いた際に、サクランボもそうだけれども、実は

米なんだと、こんな話も伺いました。 

  そういった各首長とのヒアリングを通じて、あ

とお酒もありましたけれども、そうなりますと、

米沢、米もありますし、肉もありますし、酒もあ

りますし、工業製品ではパソコンもあるという、

要するに山形県のトップレベルの自治体と比べ

て、米沢は十分その可能性があると。 

  当時は米沢はたしか10億円の前半だったと思う

のですが、やはりそれでは違うと。ほかの自治体

の例を見れば、やはり山形県のトップレベルに引

き上げることが私は十分できると思いましたの

で、長い目標として、長期的な目標として50億円

というものを一つ目指すべきではないかという

ことで掲げさせていただいたと。根拠といえば、

他自治体の状況でございます。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１３番（木村芳浩議員） ありがとうございます。 

  私も先ほど演壇で申し上げたとおり、どこにも

負けない返礼品がラインナップされていると、も

う実感しております。だから、ほかの市町村の品

物を見ても、遜色ない、負けるわけがない。何で

こんなに低迷しているのだろうと思っておりま

す。 

  先ほど部長からも、現在、10億4,000万円の実績

で、12月が１年間の半数ぐらいというと、20億円

にこれはもしかしたら到達する可能性があるの

かと感じたのですが、認識としてそういう認識で

よろしかったですか。 

  10月、11月は低迷しているけれども、毎年12月

に１年間の半数に迫るぐらいの納税額をもらっ

ているのだというと、今現在が10億4,000万円で

すから、20億円を突破できるのだという御期待を

申し上げてよろしいのでしょうか。いかがでしょ

うか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 過去の事例を申し上げますと、

12月が年間の約半分ぐらいが集まっている状況

であります。先ほど申し上げましたが、今年に関

して米がかなり順調に来ておりましたが、最近は

新米が出て、ちょっと米が全国的に低迷している

状況であります。 

  ただ、米沢市の場合は、12月は米沢牛がかなり

強いものですから、今かなりお申込みいただいて

おりますので、そちらを強化して、何とか目標達

成に向けて、あと広告についても、12月に集中す

るということで今、広告も展開していますので、

そういったことで達成に向けて頑張っていきた

いと考えております。 
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○島軒純一議長 以上で13番木村芳浩議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 ０時０８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 １時０９分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、ナショナルジオグラフィック「2026年に

訪れるべき世界の旅行先25選」に山形県が選定さ

れた効果を最大化するために外１点、10番相田克

平議員。 

  〔１０番相田克平議員登壇〕（拍手） 

○１０番（相田克平議員） よろしくお願いいたし

ます。 

  本日の私からの質問は、観光と環境、２点につ

いてです。 

  環境問題についても質問するので、山形県が推

奨しているコンフォートビズで本日は質問に臨

ませていただいております。本市においても、ク

ールビズ及びウォームビズ、年間を通じての軽装

化、コンフォートビズに取り組んでおり、議会に

おいても、本会議場では上着は着用しようという

ルールを保った上で、業務効率の改善及び地球環

境にやさしいゼロカーボンを目指す我々現代の

役割として、コンフォートビズを導入したわけな

ので、ぜひ、各議員の方々、当局の方々も積極的

に取り入れていただきたいということを、まず冒

頭に申し上げさせていただきたいと思います。 

  私から、まず初めの質問項目は、ナショナルジ

オグラフィック「2026年に訪れるべき世界の旅行

先25選」に山形県が選定された効果を最大化する

ためにです。 

  本年10月、ナショナルジオグラフィックの「Best 

of the World 2026」と題して、2026年訪れるべ

き世界の都市として、山形県が選ばれました。日

本からは、今年選ばれた石川県金沢市に続く２例

目です。 

  イタリアのフィレンツェ、トルコのイスタンブ

ール、スペインのバルセロナ、オーストラリアの

シドニー、エジプトのカイロなど、今回選定され

た都市はいずれも世界的に有名で、都市名を聞け

ばイメージが湧く方が多いと思います。 

  ナショナルジオグラフィック「Best of the 

World 2026」の選考基準は、編集者、写真家、探

検家などが、文化的独自性、自然との調和、持続

可能な観光、混雑を避けられる体験などを重視し

て選定しています。 

  選考基準のポイントとしては５項目、「文化的

独自性」、「自然との調和」、「持続可能な観光」、

「未開拓性・新鮮さ」、そして「国際的イベント

や話題性」などの５項目とされています。 

  文化的独自性では、歴史や伝統、芸術、祭りな

ど、その土地ならではの文化的体験ができるかど

うかということが見られ、山形県では、出羽三山

の山伏修行や蔵王の伝統的祭りが評価されたと

いうことです。 

  自然との調和の項目では、雄大な自然景観やア

ウトドア体験が可能で、環境と文化が融合してい

るかというところが問われますが、山形は、聖な

る山々、フォトジェニックな温泉、四季折々の自

然が評価対象となったようです。 

  持続可能な観光の点では、観光客の集中を避け、

地域社会や環境に負荷をかけない旅行先である

かということが問われますが、山形は、東京から

近いが混雑を避けられる場所として紹介されま

した。 

  未開拓性・新鮮さの点では、世界的にまだ知ら

れていないが、訪れる価値のある隠れた魅力があ

るかというところが問われますが、山形は、訪れ

る外国人観光客が全体の約１％という希少性が

評価されたとされています。 

  日本から唯一選出された山形県は、銀山温泉や
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山伏修行、蔵王などが紹介され、伝統文化と神秘

的なアウトドア体験が融合し、混雑を避けて通年

楽しめる点が評価され、東京から約300キロメー

トルとアクセス可能ながら別世界の静けさを保

つことや、蔵王や銀山などの温泉街、寺社、出羽

三山の山岳信仰などが世界的に注目されるとと

もに、自然と文化の融合による唯一無二の魅力と

して、海外の様々な旅行会社からも高評価を得た

そうです。 

  銀山温泉や蔵王温泉は、今年度たしかジャパン

タイムズでも紹介されていたと思いますが、既に

インバウンド客であふれていて、今回の選考を受

け、来年以降は需要超過の状態となることは明白

です。宿泊価格の上昇や客室不足が起こります。

宿泊のオーバーフロー分は県内各地へ流れるこ

とになるでしょう。その需要をどれだけ取り込む

ことができるか、米沢市の大きなチャンスです。 

  本市には、上杉文化や米沢藩の歴史、草木塔の

精神文化などの文化的独自性も多く、置賜地域の

山岳、農村景観など、四季折々に異なる表情豊か

な自然との住民生活の調和など、選定基準５項目

に合致する持続可能な観光コンテンツも豊富で

す。 

  このたびの選定を機に、世界中の多くの方々に

まだ知られていない米沢を発信し、国際的認知度

を向上させることで、将来的な国際誘客につなげ

ることなど、地域経済の活性化と住民生活の向上

や若者の地域への誇りと関心の醸成につなげる

ことが重要だと思います。 

  ナショナルジオグラフィック「2026年に訪れる

べき世界の旅行先25選」に選定されたことは、本

市にとっても大きなチャンスであり、選定効果を

最大化するために今何をすべきか、皆さんと考え

ていきたいと思います。 

  私の考えとしては、効果最大化のためには、米

沢市の地域資源を徹底的に活用・磨き上げること、

持続可能な観光インフラの整備と環境配慮、地域

住民の理解と参加促進、デジタル技術を活用した

国際発信力の強化、国際交流や連携の深化、そし

て教育を通じた若者の関与促進が必要と考えま

す。 

  具体的には、謙信公や鷹山公をはじめとする米

沢藩の歴史、上杉まつりや雪灯篭まつり、米沢牛

などの地域ブランドを強化し、国内外に発信する

こと。自然環境や草木塔の精神文化、農村風景を

生かした体験型観光プログラムの充実も重要で

す。 

  また、観光客の集中を避ける分散型ルートの整

備や、環境負荷の少ない交通・宿泊施設の整備、

地域住民と観光客の共生を重視した施設運営な

ども求められてくると思います。 

  さらに、地域住民を巻き込んだ意見交換や経済

効果の還元、ＳＮＳや多言語対応の観光案内の整

備、バーチャルツアーなど新技術の活用、国際的

なイベントの開催や姉妹都市との連携強化、そし

て地元の歴史文化教育を通じて、若者の地域への

誇りと関心を高める取組が、効果を最大化する対

策として考えられます。 

  これらを総合的に推進することで、米沢市の国

際観光戦略の効果を最大化し、地域の持続的発展

に寄与できると考えています。そこで、市当局の

考えをお尋ねいたします。 

  １つ、選定の効果をどう捉えているか。効果最

大化のために準備が必要ではないか。 

  どのような効果が期待されるのか。過去選考さ

れた地域を徹底調査し、効果最大化のために何が

必要かを整理し、対策を練る必要があると思うが、

どうか。 

  そして、すぐにでも緊急予算を編成し、推進体

制を構築した上で、必要な施策を展開すべきと思

うが、どうか。この点をお答えください。 

  ２つ目、米沢市観光振興計画との整合性はどう

なっているのか。 

  第５期米沢市観光振興計画は、選定前に骨子が

組まれていると認識していますが、選定を受けて

内容が変更される必要があるのではないかと考
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えます。まだ議会説明前で計画の内容は分かりま

せんが、既に整合性は図られているのか、修正を

進める必要があるのか、お答えください。 

  そして３点目、インバウンド対応を加速化させ

るべきではないか。 

  昨年の台湾訪問団の動向を見ても、宿泊施設や

多言語対応などの面で課題が多いと感じていま

す。今回の選定をきっかけに、海外からのお客様

が増えると思いますが、対策は検討しているので

しょうか。必要な対応を可及的速やかに行うべき

ではないかと思います。 

  具体的にはどのような課題があると考えている

か。 

  以上の答弁をお願いいたします。 

  ２つ目の項目に移ります。 

  テーマは、再生可能エネルギー導入に関する市

独自条例が必要ではないかです。 

  今年５月、環境省の第６回脱炭素先行地域が発

表され、米沢市と飯豊町との共同提案が選定され

ました。県内初の選定で、置賜から全国へと波及

する先進モデルとして期待されています。 

  数々の提案事業は既に具体的検討や実施段階に

入っており、農畜産が盛んな雪国モデルとして、

国の支援を受けたゼロカーボンシティへの社会

実装が進んでいきます。 

  私も地球環境の健全性確保のための脱炭素化に

は大きな関心を持っており、私生活においても、

住宅の高断熱化、太陽光発電と蓄電池の導入、プ

ラグインハイブリッド車への乗換えなどに取り

組み、現在の我が家の１日当たりのＣＯ２排出量

は、季節変動はありますが、年間平均で１日４キ

ログラム弱となっており、一般家庭で言われてい

る平均約10キログラムと比べて約60％の削減を

達成しています。 

  これは一般家庭と比較した場合ですが、建て替

え前の我が家といろいろな係数を調べてゆうべ

計算したところ、お店も行っており、冷蔵庫もあ

ったということもありまして、建て替え前の我が

家と比較すると、80％を優に超える削減実績とな

っていました。 

  脱炭素の取組は地球全体で取り組む必要があり、

未来を生きる次世代のために、今を生きる私たち

が果たさなければならない責任だと思います。こ

のたびの脱炭素先行地域選定を受けて、市民の皆

さんの理解醸成を図るとともに、具体的な取組へ

一歩踏み出す環境を広げていかなければなりま

せん。 

  一方で、昨年の風力発電事業計画や現在申請が

進むメガソーラーに対し、様々な市民から反対の

意向が示され、その輪が広がりつつある状況は、

行政に関わるものとして看過できません。 

  再エネ導入、脱炭素社会推進に大賛成の私でも、

地元と関わりのない事業者が土地を購入し、地域

住民の理解を得られぬまま、土足で自宅に押し入

るように、地域の景観や風致を壊すような開発計

画に対しては、断固反対いたします。しかし、本

市は、自治体としてそのような計画を止める直接

的な法的根拠を持ちません。 

  現在、本市は作成中のゾーニングマップで、促

進エリア、調整エリア、保全エリアなどの設定を

行っていると思います。再エネ開発を誘導・制限

する仕組みを導入しようとしており、これは事業

者との協議や住民合意形成の基盤となり得ます

が、現状では残念ながら法的拘束力は弱いのが実

情ではないでしょうか。再エネ事業の許認可は国

や県の所管に属しており、米沢市は直接的な規制

権限を持ちません。市の役割は、ゾーニングや計

画に応じて調整や誘導の役割を担いながら、事業

者に地域共生型の開発を求めることが中心です。 

  そのため、米沢市議会民生常任委員会では、新

たな米沢市まちづくり総合計画案に対する議会

意見として、市内各所で再生可能エネルギー発電

所の計画がなされるが、自然環境や景観の保全、

住民との合意形成など、様々な面で問題が生じて

いる。市として独自条例が必要ではないかという

問題意識に立ち、再エネに関する市独自条例の設
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定を求めた結果、再生可能エネルギーの導入に関

する県条例の見直しを注視しながら、市条例制定

の必要性を検討しますと加筆修正されたことは、

一歩前進と捉えています。 

  ここで、質問に先立ち、議長の許可を得て、皆

さんと共有したい情報についての資料を示しま

す。お願いいたします。 

  これは、現状の山形県、青森県、宮城県、３県

の再エネに関する条例の比較です。 

  山形県の再生可能エネルギーと地域環境等との

調和条例は、令和４年４月に制定され、対象とな

る規模も太陽光で500キロワット以上で、丁寧な

住民説明を義務化するなど、合意形成を重視する

ものとして、当時としては厳しい内容でした。 

  その後、宮城県で令和４年10月に太陽光発電施

設設置条例が制定され、昨年の４月には、追加で

再エネ地域共生促進条例として、森林開発を伴う

事業に対して、営業利益の20％課税が全国で初め

て制度化されました。 

  青森県は、今年７月に自然・地域と再生可能エ

ネルギーとの共生条例を制定し、10月には、太陽

光１キロワット当たり410円、風力はキロワット

当たり1,999円の再エネ共生税を制度化しました。 

  これら３県の再エネに関する条例の特徴と事業

者側からの所感をまとめたものが次の資料です。 

  資料２をお願いいたします。 

  山形県が説明責任を強く求め、合意形成を重視

していることにとどまっているのに対し、青森県

は、ゾーニングより保護地域・共生地域を明確に

設定し、共生税により重量ベース課税を課し、地

域還元を強制しています。宮城県は、利益課税プ

ラスインセンティブ型で、森林開発を伴う場合、

営業利益の20％を課税しますが、事業者が地域住

民や自治体と協議した上で、環境保全や地域振興

に資する計画の場合、地域共生型事業と認定され、

非課税になるというインセンティブが与えられ

ます。あわせて、事業者側から見た場合の所感を

箇条書きで上げています。 

  ここで、議員各位の御協力をいただきたいと思

います。仮に皆さんが年末ジャンボ宝くじ、１等

前後賞合わせて10億円が当たったとします。２メ

ガワットのソーラー発電には約５億円かかると

言われていますが、再エネ事業を皆さんが始める

とした場合、この３県の中でどこを選んで事業展

開をしますか。 

  はい、ありがとうございます。イメージしてい

ただけたかと思います。 

  今回の質問の私の問題意識は、まさにこの点に

あります。日本のどこかで再エネ事業を始めよう

とする事業者にとって、山形県はどう見えるでし

ょうか。地価も安く、山は荒れ、継承者のいない

農地も豊富な東北地方での事業展開を目指す事

業者にとっては、青森や宮城と比べ、ハードルが

低いという評価になってしまうのではないでし

ょうか。このままでは、県民に還元されない再エ

ネ開発計画が多発することにはならないでしょ

うか。 

  米沢市は、県内初の脱炭素先行地域選定を受け

た責任があります。当然ながら、現在見直しが進

んでいる県条例の内容には、先行地域に選定され、

各種事業を推進する本市の意向は反映されるべ

きであり、ともすると本市や飯豊町に対する遠慮

が県条例の厳格化の足かせにならないかと心配

しています。 

  表示ありがとうございます。 

  そこで、質問に入ります。３点、お尋ねいたし

ます。 

  １点目は、県条例の課題をどう考えているか、

また、本市の考えを伝えているのかです。 

  まちづくり総合計画では、注視しながら市条例

制定の必要性を検討すると追記修正されました

が、本市として県条例の課題をどう考え、そして

必要と思われる点は伝えているのか、お尋ねいた

します。 

  次に、２点目、市独自条例をつくる際の課題は

何かです。 
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  青森県や宮城県のようなゾーニングプラス共生

税のような形が理想だと思っています。県条例の

改正に盛り込まれなかった場合、足りない部分を

市条例で補完する必要があると思います。県条例

改正の中身が見えない段階での難しさは理解で

きますが、今後、独自条例化を進める場合にどん

な課題があるのかをお知らせください。 

  そして３点目、青森県の再生可能エネルギー共

生税のような事業者負担を導入できないかです。 

  これは県の仕事になるかもしれませんが、青森

県や宮城県の共生税は単なる財源確保ではなく、

再エネ推進イコール自然破壊ではないというメ

ッセージを制度化したものです。地域社会と再エ

ネ事業者の信頼関係を築き、持続可能な開発を全

国に広げる青森モデルとして、そして宮城モデル

として注目されています。脱炭素先行地域である

本市で市民理解を広げるためにも有効ではない

かと感じます。本市のお考えをお答えください。 

  以上、壇上からの質問といたします。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

  〔我妻重義産業部長登壇〕 

○我妻重義産業部長 私からは、１のナショナルジ

オグラフィック「2026年に訪れるべき世界の旅行

先25選」に山形県が選定された効果を最大化する

ためにについてお答えいたします。 

  初めに、（１）選定の効果をどう捉えているか、

効果を最大化するための準備が必要ではないか

についてでありますが、ナショナルジオグラフィ

ックは、世界172か国以上で展開されるデジタル

ソーシャル出版のメディアを運営しており、ソー

シャルメディアにおいて５億人以上のフォロワ

ーを抱える、アメリカの有力旅行メディアであり

ます。また、購読層は、文化、歴史、環境保護に

関心が高い富裕層が多いとされております。 

  このたびの選定は、山形県全域が対象ですが、

記事内では、本市に関連して上杉雪灯籠まつりと

米沢牛の老舗店などが紹介されております。この

ことは大変名誉なことであり、今後、本市の国際

的認知度向上に大きく寄与するものと期待して

いるところです。 

  今回の選定が本市にもたらす効果としては、主

に次の３点が挙げられます。 

  １点目として、経済的な直接効果です。 

  国際的な認知度を獲得することで、富裕層を含

む外国人観光客の誘致が大きく進み、特に、課題

となっている冬季の集客力と地域消費の拡大に

直結することが期待されます。 

  ２点目として、ブランドイメージの向上です。 

  山形県が世界に誇れる魅力的な地域として客観

的なお墨つきを得ることで、本市においても、米

沢牛をはじめとする地域ブランドの価値と、観光

地としての地位が大きく向上し、海外のみならず、

国内からの誘客にもプラスの影響があるものと

見込んでおります。 

  ３点目として、持続可能な観光の推進です。 

  先ほど議員もお述べになりましたが、選定基準

につきましては、単なる人気だけではなく、持続

可能性や文化的な深さも重視されるとのことで

あります。この選定を契機に、地域資源保護や景

観維持を含めた持続可能な観光への取組を加速

させる契機となるものと捉えております。 

  これらの効果を本市において最大限取り込むた

めには、議員お述べのとおり、過去に選定された

地域の事例を調査し、必要な対策を整理して実行

することが重要であると認識しております。 

  昨年同誌に掲載されました石川県金沢市の状況

を調査しましたところ、令和６年度のインバウン

ド宿泊客数は、令和５年度の約57万人から、48％

増の約84万人と急増しております。その国籍も、

従来の中国、韓国、台湾に加え、欧米やオースト

ラリアからの旅行者が大幅に伸びているようで

あります。 

  一方で、インバウンド旅行者の急増による混雑

やマナー問題といった、いわゆるオーバーツーリ

ズムについても顕在化しているようであります。 

  現在、本市への外国人旅行者は、令和６年度の
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宿泊者が4,377人と少ない状況であります。主に

台湾、香港からの団体旅行者が多い状況でありま

すが、今回の選定を契機に、新たに欧米などから

個人や小グループ旅行者が急増することが想定

され、本市観光の起点となる米沢駅からの多言語

による案内の充実や、宗教・信仰などによる食事

への対応など、これまでとは異なる課題等が発生

してくるものと考えられます。 

  記事で取り上げられました上杉雪灯篭まつりの

開催まで約２か月と迫る中、これらの課題への対

応は喫緊のものと捉えております。 

  しかしながら、現時点で補正予算などによる大

規模な予算措置は困難な状況でありますので、ま

ずは上杉雪灯篭まつり実行委員会などの関係団

体とも情報を共有し、緊密に連携しながら、既存

の資源活用やソフト面での対応など、創意工夫を

行いながら最大限の効果が発揮できるよう、実効

性のある対応に努めてまいります。 

  次に、（２）米沢市観光振興計画との整合性は

についてでありますが、現在策定中の第５期米沢

市観光振興計画は、米沢市観光振興委員会での計

画策定に向けた協議を経て、年度内に計画案を議

会にお示しする予定であります。 

  現在、計画へ盛り込む予定のインバウンド対策

につきましては、引き続き台湾を主要なターゲッ

トとしつつ、本市を訪問する個人や小グループ旅

行者は、訪日２回目以降の方が多いという傾向が

ありますので、新たなターゲットにこちらも加え

まして、プロモーションを実施できないか、検討

をしております。 

  そのほかにも、このたびの選定を受けて、さき

に開催いたしました米沢市観光振興委員会にお

いて、複数の委員からインバウンド対策の充実に

関する御意見をいただいておりますので、これら

を踏まえ、本計画において、重点的な視点として

インバウンドへの効果的な対応を明確に位置づ

けるとともに、具体的な施策についても、修正を

加えながらしっかりと対応していきたいと考え

ております。 

  次に、（３）のインバウンド対応を加速化させ

るべきではないかについてでありますが、本市の

インバウンド対応につきましては、これまでも、

誘客プロモーションと受入れ体制整備という両

輪で取り組んでまいりました。 

  まず、誘客プロモーションについては、米沢観

光推進機構と米沢観光コンベンション協会と連

携し、主に台湾をターゲットとした現地のプロモ

ーションや現地旅行会社との協業による誘客を

行い、具体的な旅行商品の造成、販売、送客まで

関係が深化するなど、着実に成果を上げてきてお

ります。 

  また、受入れ体制の整備につきましては、観光

案内看板やパンフレット等の多言語化、フリーＷ

ｉ－Ｆｉの設置支援に取り組んできたほか、市内

観光案内所３か所において、日本政府観光局の外

国人観光案内所の認定を取得してきたところで

あります。 

  一方で、温泉旅館は、インバウンド需要に対し

ての設備投資が多額になることから、十分に対応

できない施設も多くあります。こうした受入れ環

境に関するハード整備への対応として、令和５年

度から６年度にかけまして、官公庁の地域一体と

なった観光地の再生・観光サービスの高付加価値

化事業補助金を活用し、旅館の改修等のハード整

備を行った事例がありますので、今後も、国の支

援制度等を活用しながら、こうした課題に対応し

た取組を進めていきたいと考えております。 

  また、特に海外からの個人や小グループ旅行者

への対応において、市内観光関連施設や事業者が

外国語での案内に不慣れであることや、二次交通

でのインバウンド対応など、まだまだ課題が多い

状況であります。 

  これらを直ちに改善することは難しい状況です

が、近年の外国人旅行者はインターネット上の地

図情報アプリを活用して旅行する傾向が強いこ

とから、本市国際交流員や米沢市国際交流協会と
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も連携しながら、インターネット上の地図情報ア

プリへの外国語での掲載情報を充実させるなど、

様々工夫を行いながら、受入れ環境の充実を加速

させてまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 

  〔遠藤直樹市民環境部長登壇〕 

○遠藤直樹市民環境部長 私からは、２の再生可能

エネルギー導入に関する市独自条例が必要では

ないかについてお答えいたします。 

  初めに、（１）県条例の課題をどう考えている

か。また本市の考えを伝えているのかについてお

答えいたします。 

  山形県の再エネ条例は、事業者と地域の間で合

意形成を図るための手続を定めることで、自然環

境などとの調和や地域との共生を踏まえた再エ

ネ導入の拡大を目的として制定されております。 

  しかしながら、メガソーラーによる景観悪化や

災害の拡大などの問題が全国で顕在化してきて

おり、地域住民の環境保全意識の高まりとともに、

本市においても住民との合意形成が困難な事例

が出てきております。 

  県条例の課題につきましては、大きく３つある

と考えております。 

  １つ目は、住民合意形成プロセスの不足であり

ます。 

  再エネ発電は20年以上の長期にわたる事業であ

り、事業者側は地域住民と良好な関係性を構築す

るため、住民の不安や懸念を払拭するなど、丁寧

な対応を行う必要があります。県条例においても

住民説明会の実施は定められておりますが、地域

住民が事業計画の初期段階から十分に情報を得

て、意見を表明できる機会を複数回設けるなど、

事業者と地域住民が十分なコミュニケーション

を取り、顔の見える信頼関係を構築する仕組みが

必要であると考えております。 

  ２つ目は、事業者が地域へ貢献するための具体

的な仕組みづくりであります。 

  再生可能エネルギー事業が地域に受け入れられ、

真の共生を図るためには、単なるエネルギー開発

事業者という側面だけでなく、地域経済への貢献

や地域住民への利益還元、地域の一員としての取

組などが重要であります。県条例には、地域貢献

に関する努力義務の規定はありますが、より具体

的で実効性のある仕組み、例えば市内の新電力会

社と連携したエネルギーの地産地消や企業版ふ

るさと納税などによる地域全体への貢献のほか、

設置場所付近の集落への協力や維持管理作業の

委託などの取組もあるのではないかと考えてお

ります。 

  ３つ目は、対象設備の追加であります。 

  現条例では、電力貯蔵装置、いわゆる蓄電池や

蓄電所が対象とされておりませんが、市内に設置

しようとしているそうした設備に対して、住民か

らの問合せや懸念の声が寄せられております。蓄

電設備は、太陽光発電の昼間と夜間の調整を行う

役割を果たすとともに、災害発生時の停電でも重

要な役割を果たすことから、今後、設備の増加が

見込まれます。こうした事業についても、地域住

民に事業内容をしっかり説明し、地域共生型の事

業であることを明確にする必要があり、一定規模

以上のものについては条例の対象とすることが

望ましいと考えております。 

  こうした市の考えにつきましては、県の担当部

局にも伝え、意見交換や情報交換を重ねておりま

す。県としては、再エネ導入を地域振興につなげ

るための仕組みづくりを研究しており、住民と事

業者が十分にコミュニケーションを取り、相互利

益につながるような関係性を構築したいとのこ

とであります。 

  今後も県条例の動向を注視しつつ、県に対し必

要な働きかけを行っていきたいと考えておりま

す。 

  次に、（２）の市独自条例をつくる際の課題は

何かについてお答えいたします。 

  本市はゼロカーボンシティの実現を目指してお
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り、地域共生型の再生可能エネルギーを推進する

ため、適切なエリアでの再エネ開発を促進するゾ

ーニングを行い、地球温暖化対策実行計画の区域

施策編に位置づける予定でありますが、議員お述

べの青森県の２つの条例は、ゾーニングを踏まえ、

無秩序な開発を抑制し、共生型再エネを促進する

上で参考になる取組であると考えております。 

  本市において独自条例をつくる際の課題であり

ますが、３つの課題を考えております。 

  １つ目は、法的整合性の確保であります。 

  市独自条例に関しては、県条例を補完する形で

実効性のある規制内容を策定する必要があると

考えますが、そのためには、景観、環境保全、災

害防止、生活環境保全など、多岐にわたる専門的

な知見と、国の法令や県条例との間にそごが生じ

ないよう、十分な検討が求められます。全国的に

再エネ導入に反対する意見としては、景観への懸

念が多くあり、山岳部への風力発電や太陽光発電

については、周辺自治体との調整も必要な場合が

あります。そうした場合は、県条例の中で総合的

な判断を行っていただくほうが合理的であると

考えております。 

  ２つ目は、専門的な人材と情報収集・分析体制

の確保であります。 

  再生可能エネルギー分野は技術革新が著しく、

また、関連する法制度も複雑で多岐にわたります。

条例を実効的に運用するためには、事業者からの

申請内容の審査、環境影響評価の確認、住民合意

形成の支援など、申請事案に関する知識だけでな

く、他自治体の先行事例や最新の技術動向、国の

政策動向などを含め、専門的な知識と経験を有す

る人材が不可欠であります。本市において、こう

した人材や体制を確保・構築していくことが大き

な課題になると考えております。 

  ３つ目は、地域住民との合意形成と多様な意見

への対応であります。 

  条例を制定する過程においても、また、条例施

行後の事業推進においても、地域住民の理解と協

力が不可欠でありますが、住民の合意形成を図っ

ていくプロセスは時間と労力を要するものであ

り、本市がリーダーシップを発揮し、公平な立場

で調整役を担うことが求められると考えており

ます。 

  いずれの課題も職員や財政など庁内の資源に関

わってくるわけでありますが、本市においては

様々な課題があり、それらの資源を市独自条例に

割り振ることは、現時点では困難であるとも考え

ております。まずは県条例の見直しの動きを必要

な働きかけも行いながら注視し、その上で、市独

自条例の必要性を検討してまいります。 

  次に、（３）の青森県の再生可能エネルギー共

生税のような事業者負担を導入できないかにつ

いてお答えいたします。 

  青森県の再生可能エネルギー共生税は、その税

収を環境保全対策や地域振興、住民福祉の向上な

どに活用することで、地域の理解と協力を促進し、

再生可能エネルギー事業者と地域住民との間に

信頼関係を築く上で有効な制度であると考えて

おります。また、こうした事業者負担があること

で、開発事業者は相当な覚悟を持って事業を展開

する必要があることから、無秩序な開発を抑制し、

共生型再エネを促進できる有効な手段でもあり

ます。 

  一方、地球温暖化対策の観点から、再生可能エ

ネルギーの導入は、世界的、全国的に全ての地域

で取り組まなければならない課題であります。新

たな事業者負担を導入することで、開発事業者が

本市への設置を候補から除外する可能性も十分

に考えられ、ゼロカーボンシティを目指す本市に

とってマイナスの要素もあるものと考えており

ます。 

  地域の自然環境や歴史・文化と調和し、地域住

民の理解を得られる再生可能エネルギーの導入

を引き続き推進していくとともに、議員御提案の

ような先進的な取組の研究も進めてまいります。 

  私からは以上であります。 
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○島軒純一議長 相田克平議員。 

○１０番（相田克平議員） 御答弁ありがとうござ

います。 

  ちょっと２回目については順番を変えて質問さ

せていただきたいと思います。 

  環境のテーマのほうですけれども、答弁内容、

おおむね私の考え、方向性と合致しております。

ぜひ、県条例の見直しに際して、本当に私が心配

しているのは、足かせにならないことが大事だと

いうことと、その導入を進める上でもモデル的な

発信を米沢市はしていく必要があると思うので

す。そのために、しっかりと進言をしていただき

たいと思います。 

  そこで、共生税については、事業者がこの地域

で始めることの弊害になるのではないかという

御心配もあるということですけれども、一方で、

やはり先ほど壇上から申し上げたとおり、どこで

もいいからやろうという事業者にとって、ハード

ルが低い状況になっていませんかということな

のです。 

  その場合、やはり市の基本的な指針といいます

か、導入方針、推進方針にしっかりと寄り添った

事業展開をしてくれる事業者とめぐり合えるの

かというか、そぎ落とされる計画が結構多く来て

しまうのではないのかと思います。 

  市長にぜひお伺いしたいのですが、部長答弁で

もあったように、私は、一定の地域貢献をやはり

事業者にはしていただく必要があると。共生税の

ような課税制度の導入によって得た財源を、一般

世帯の方々が再エネを導入するための補助財源

として使うような仕組みをつくっていくことが、

理想的な再エネ推進になるのではないのかと思

うのですが、その点について、市長のお考えをお

伺いしたいと思いますが、いかがですか。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 御質問ありがとうございます。 

  私も相田議員と問題意識は一緒で、まず大前提

として、やはり再生可能エネルギーの導入という

のは、世界的に取り組まなければいけない課題で

あると。これはもう大前提だと思っています。 

  ただ、その上で、やはり導入に当たっては、特

にエネルギー事業というのは、地域の理解という

のが非常に重要であると。ほかの事業にも増して、

ちょっと例はあれですけれども、例えば大店法が

なくなりましたけれども、流通業者とまた全く違

う意味で公的な規制というか、地域貢献が求めら

れる事業であるという、こういう認識にも立って

おります。 

  したがいまして、例えば栗子山の風力発電所の

事業で言いますと、様々、私どもとしても、当該

事業者に地域貢献というのを求めてまいりまし

た。しかし、求めてまいったけれども、十分な返

答がなかった。加えて、地域の皆様の理解も甚だ

なかったということもあったので、これは従来の

市のスタイルからさらに私としては一歩踏み込

んで、明確にこの事業には反対するということを

表明させていただいた。環境アセスの枠外であり

ましたけれども、表明をしたということでありま

す。 

  ですから、そういう観点に立ちますので、やは

り再エネ事業者には、より何らかの形で地域の理

解は当然であるけれども、その理解と併せて、そ

の事業者に対しては地域貢献というものを、地域

貢献というのはいろいろな形があるかと思うの

ですけれども、できた電力をその地域に対して、

米沢なら米沢に対して、比較的受け取りやすい安

価で提供する。こういうものも一つの地域貢献だ

と思いますし、そういったことも含めて話合いを

していくという姿勢を取っていきたいと思って

います。 

  ただ、その際、その課税となると、これまたい

ろいろと実務的にかなり難しい業務が入ってき

ますので、これが基礎自治体でできるかどうかと

いうこと、また、ゾーニングも自治体だけでやっ

て、例えば米沢市だけでやっても、では米沢市や

ったら、やっていない川西町に行きますよと、高
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畠町に行きますよと、こういう形にもなり得るの

で、やはりここは県でやっていただくことが私は

望ましいだろうと思っております。 

  ちょっと話が長くなりますが、したがって県と

の連携が重要でありまして、米沢市が脱炭素先行

地域でもあるから、リーダーとして提案すべきだ

ろうという御趣旨もよく理解します。脱炭素先行

地域は米沢と飯豊町が主たるプレーヤーであり

ますけれども、県も同じように事業者として、パ

ートナーとして入っていただいておりますので、

県とも連携を取ってということでありますし、県

の環境エネルギー部とは非常に密接な連携を取

っておりますから、そういう形で県の動きを注視

しながら、また、国の動きも注視しながら、ベス

トの対応を導けるよう、こちらとしても発信をし

ていきたいと思います。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○１０番（相田克平議員） ありがとうございます。 

  問題意識も共有できていると感じました。 

  私は、やはり米沢市が今現在、先行地域として

ＰＰＡ対応ソーラーの事業に取り組んでおりま

すが、やはり電力というのは、発電して遠く消費

地まで送る間にどんどん減っていくものでござ

いますので、やはり消費地で発電するというのが

最も効率的だと思います。 

  その観点でいけば、やはり地域内の必要なエネ

ルギー需要量と供給量のバランスをしっかりと

取っていく。基本的にはそのコントロール下の中

で推進していくべきものという考えです。 

  あわせて、今回は３つの地区が市内では対象地

域として、３つではなかったでしたか、４つか。

４つの地区が事業を展開されていきますが、やは

りその地域以外の方でも、このモデル事業が実施

をされることによって、世帯の再エネソーラーと

蓄電池などのゼロカーボン化推進がどれだけ有

効かということの認識が広がれば、チャレンジし

たい世帯は増えてくるわけです。やはりそういっ

たときに使える財源として、ぜひ事業者の方に御

協力いただくような形で、共生税のような、協力

金という名前でもいいですが、私はやはりしっか

りとつくっていくべきだと。 

  市長がおっしゃるように、単独自治体として米

沢市が進めるよりも、県全体で取り組むべきもの

だと思いますので、ぜひ県として、この点につい

て推進していただくように、市としても、そうい

う考えをぜひ積極的に伝えていただいて、将来の

県民全体の再エネ導入の推進になるような財源

を確保していただきたいということを申し上げ

させていただきたいと思います。 

  時間がないので、観光の質問に移らせていただ

きます。 

  大体、課題の認識も合っておりましたし、その

点については私も何も言うことはないのだけれ

ども、具体的に誰がどのように対策を行っていく

のか。特にインバウンド対応についてですね。 

  端的に私は、市はお祭りやイベントの主体者と

なり得ますが、やはり宿泊や交通とか、そういう

具体的に海外からのお客様が来る場合に課題と

なっている部分について、解決できるのはやはり

事業者だと思うのです。その辺、その事業者の

方々が対策を取ろうとしたときに、市としてどの

ように向き合っていくのか。 

  この問題については、ナショナルジオグラフィ

ックについては、幸か不幸か、短期的な効果では

なくて、長期的にやはり名前、ブランド価値を上

げていくというところが期待されると、やはり時

間が、２年目、３年目も効果が持続する、そして

さらに増えていくということが期待されるわけ

です。 

  米沢市としては、やはり宿泊施設の設備面であ

ったり、二次交通であったりというところがどう

しても取り組まなければいけない課題だと思い

ますが、その点、どうやって取り組みますか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 先ほど申し上げましたが、観

光事業者においては、特に旅館において、ハード
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面の設備の老朽化と、それからインバウンド対応

の設備更新というのが大きくありますので、そち

らにつきましては国の制度を最大限活用してい

ただいて、それをサポートしていくということが

必要だと思います。あとは、ソフト面では市内の

観光事業者等とも連携しながら、どういうところ

から進めていくかというのが大事だと思います。 

  二次交通につきましては、市の場合は公共交通

の法定の協議会がございますので、そこでコンセ

ンサスを得ながら、市全体でそこは取り組む必要

があるということで、そこは今後そういったとこ

ろも大きな課題ではあると思いますので、そこは

しっかりと市全体で考える必要があると考えて

おります。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○１０番（相田克平議員） ぜひお願いします。 

  この間の経緯を整理すると、いろいろな御提案

が民間サイドからあり、なかなか成就しなかった

事例もあると聞いています。 

  議会においての認識でいうと、やはり今年度当

初予算でＤＭＯに関連する予算が大きく削減さ

れたという部分もあって、やはり心配しているわ

けです。削減された部分の予算というのが、イン

バウンドに関連する部分がかなり多かったよう

に私は認識しているのですが、実際、その点はど

うでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 議員おっしゃるとおり、海外

のプロモーション事業のことを指していると思

いますが、国内のほかに海外ということで、今回

台湾のほうもプロモーションはさせていただい

て、ただ、その他のエリアについては、どこが効

果的かということでちょっとやはり場当たり的

になっても困りますので、そこら辺はデータに基

づいて、どこにポイントを当てていくかというの

はちょっと検証が必要だということで、今回は台

湾に絞らせていただいたということであります。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○１０番（相田克平議員） そのときと、やはり今

回の選定を機に環境・景色が変わったと思います。

そこで補正予算が組めないのであれば、新年度予

算に期待するしかないのかもしれませんが、やは

り刻一刻と2026年はもう３週間後には始まって

いるわけですね。やはり冬のお祭りにも海外から

いらっしゃるお客様が増えることが予想されて

います。どうしますか。 

  お祭りの予算の中で多言語対応とかそういうも

のをやっていくという御答弁でしたが、実際そう

いうことというのは既に検討されて、事業者側と

お話をされているのか、その点を確認させてくだ

さい。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 先ほど申し上げていたスマー

トフォンのインターネットのアプリでの地図の

情報に関しては、そういった市内の観光地なり、

温泉地のところを上げられるようにしていきた

いと考えております。 

  昨年は、雪灯篭まつりのときに、２日間とも山

形新幹線が運休して、外国人の方も少なかったの

ですが、２日間とも私は駅でシャトルバスを担当

させていただいておりまして、少ない中でも駅前

にはかなりの外国人の方がお泊まりになってお

りました。 

  ２日目の夕方３時からですか、在来線が山形か

ら米沢まで運行されたときは、全て外国人の方が

超満員で乗っておられまして、そちらの対応をし

たのですが、やはり皆さんもうスマートフォンで

地図の情報と翻訳アプリを持っていたものです

から、私でも対応が可能でした。 

  ということで、そういったところもあるので、

そういったところも観光従事者にもいろいろ情

報提供しながら、できるところから始めていく必

要があると考えています。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○１０番（相田克平議員） 対応が遅れたというこ

とにならないようにぜひお願いしたいというこ
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とを、ここでは申し上げておきたいと思います。 

  実は、今年、いつでしたか、議会でＤＭＯの皆

さんのお話を聞く機会がありました。多彩なデー

タ、その分析に基づいて、様々な米沢市の観光の

将来像、今の課題、そういうものを示していただ

いて、非常に心強く思いました。わくわくした議

員の方も多かったのではないかと思います。 

  一方で、予算の件から、何となく市とＤＭＯの

関係が少しぎくしゃくしているように感じるの

です。これは早急に修復が必要だと思います。 

  市長は観光コンベンション協会の代表もされて

おりますし、一体化していると思いますが、やは

りそれぞれの事業者の方々と、最近の市の観光施

策、行政判断に対する意見もいただく機会が増え

てきています。この関係性というものを、ぜひ早

急に修復していただきたいと思いますが、いかが

ですか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 市としても、民間事業者等と

の合意形成が少しおろそかになっているような

気はいたします。そこら辺は今後も膝を突き合わ

せながら、お互い同じ方向を向いて事業ができる

ように、今後、合意形成にはしっかりと取り組ん

でいきたいと考えております。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○１０番（相田克平議員） 本会議の場ですので、

あまり細かな話というよりは、きちっとした根本

的なお話に終始させていただこうと思いますが、

私は様々な施策は、やはり主体者たる住民、民間

が目指すべきもので、不足している部分を行政が

応援する補完性の原則で、様々なものが事業化さ

れていくべきだと思っています。 

  米沢市観光振興計画の中で、今後５年間の観光

振興の柱を打ち立てるわけですけれども、やはり

その中身が、それぞれの民間の事業者の方々と一

緒につくり上げたという形になっていますので、

その声が強く反映される内容になる必要がある

と思います。間もなく示されますが、その点の評

価を議会側でもさせていただきたいと思います。

そして、関係性の修復であったり、そういうこと

を進めるには、ぜひ、市長のリーダーシップも必

要だと思います。 

  先日、木村武雄先生のお話を聞く機会がありま

した。政治家として、アジアの統一のために尽力

されました。お話を聞くと、王道の政治を尽くさ

れたという表現でした。王道と覇道の違いをしっ

かりと私も勉強してきたところです。 

  市長にも、覇道ではなく王道で、ぜひ米沢市の

観光を盛り上げていただくべく、ＤＭＯであり、

旅館、関連事業者の方々を一つにまとめて、ぜひ

パワーアップした取組をお願いしたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 ありがとうございます。 

  観光分野でありますけれども、今、部長答弁し

たとおりでありますが、もちろん主体は民間でご

ざいます。ですから、民間の事業者の方々がより

元気よく活動できる環境を整えるというのが行

政の役割、そういうことであろうと思います。 

  と同時に、やはり税金を使う以上は、やはりこ

の税の使い方の透明性、執行のあるべき姿という

のはきっちりしなければいけない。これも同時に

御理解いただけるかと思います。 

  そういう意味に立って、観光業は、これは米沢

というか、山形県が大きなチャンスを迎えている

という認識に立って、米沢としても、今、議会に

上程をお願いしておりますが、体制強化という意

味も含めて、新しい部局を市長部局に、観光と文

化とスポーツを一体として横串を通して、行政と

して機動的に動く体制を整えると。ぜひ議会の方

の御理解をいただければと思いますし、また、民

間においては、第三セクターである天元台に、こ

のたび蔵王のタカミヤグループに資本参加をし

ていただきました。大変インバウンドでも山形県

ではリーダーの企業でありますし、米沢にもちゃ

んと事業を展開している企業様であります。オー
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ストラリアや台湾にも拠点を持っている事業者

でありますので、インバウンド対策、こうした民

間のノウハウも十分活用して、米沢の観光業の振

興をさらに前に進めていきたいと考えておりま

す。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○１０番（相田克平議員） 新年度の新部創設にも

期待しております。やはり目まぐるしく環境が変

わっていく中で、しっかりと対応していかなけれ

ばいけない。行政の仕事として、先を読んだ形で

展開していかなければなりません。 

  令和の時代に昭和の仕事の仕方が残るような、

そんな形であってはいけませんので、ぜひ市長の

強いリーダーシップの下に観光行政を推進して

いただくよう求めて、終わりとさせていただきま

す。 

  ありがとうございます。 

○島軒純一議長 以上で10番相田克平議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 ２時０９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 ２時２０分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、米沢の子供たちや若者の暮らしの充実を

外１点、９番植松美穂議員。 

  〔９番植松美穂議員登壇〕（拍手） 

○９番（植松美穂議員） 皆様、こんにちは。ミラ

イノトビラの植松美穂です。 

  本日も傍聴にお越しいただきました皆様、誠に

ありがとうございます。 

  さて、先日、来年度中学生になる娘の制服の採

寸に行ってまいりました。少し大きめの制服を試

着する娘を見て、あっという間に大きくなったん

だなと、親として感慨深いものがありました。 

  当局においても、新しい中学校の開校へ向けて、

お忙しい時期だと思います。娘も、中学校の説明

会があったり、制服の採寸があったりと、新しい

ステージに向け、とても楽しみにしているようで

した。 

  少子化が進む中ではありますが、今の子供たち

が、または若者がこのまちで暮らしたいと心から

思える魅力あるまちづくり、この重要性を再認識

しているところであります。そのためには、当事

者である子供や若者に積極的に関わってもらう

こと、共に未来を想像できること、ビジョンを共

有できること、そういったことが重要だと考えま

す。 

  それでは質問に移ります。 

  大項目１、米沢の子供たちや若者の暮らしの充

実を。 

  まず、子供たち、若者に関する市政の基本的な

考え方についてお伺いします。 

  米沢市はこれまで、様々な子育て支援を行って

きましたが、手厚い子育て支援だけでは若者の流

出は止められません。子供の人権について、子育

て世帯への支援という視点だけではなく、子供た

ち自身が持つ権利や人権についてどう捉えてい

るのでしょうか。 

  子供や若者の暮らしの満足度と流出防止の観点

については、子供や若者が米沢での暮らしに心か

ら満足し、シビックプライドを持てるような施策

は具体的にあるのか、特に若者流出を防ぐための

満足度向上策についてお尋ねいたします。 

  小項目１、「米沢市子ども・若者会議」を開い

てはどうか。 

  現在、米沢においても、子供や若者に向けた支

援や施策がありますが、ニーズや現状にマッチし

ているのでしょうか。そのような検証はしている

のでしょうか。直接生の声を聞く必要があると思

います。 

  また、聞くだけでなく、子供や若者が意見を言
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える場所、聞き入れてもらえる場所をつくること

は、ニーズを知ることだけではなく、当事者意識、

シビックプライドの醸成にもつながると思いま

す。米沢市子ども・若者会議、ぜひ開催してはい

かがでしょうか。 

  次に、小項目２、子供の居場所についてどう捉

えているか。 

  学校や家庭以外にも子供たちが集まれる場所、

子供が遊んだり宿題をできる場所はありますで

しょうか。学童や習い事など、居場所がある子供

たちもいます。一方で、何にも通っていない子供、

家庭が快適ではない子供、学校が苦手な子供、そ

んな様々な子供たちが通える居場所、相談できる

場所は米沢市にあるのか、どれくらいあるのか、

お伺いいたします。 

  昔は広場や公園で遊ぶ子供たちもおりましたが、

昨今の猛暑などにより、外で遊ぶ子供たちは少な

くなっています。さらには、小学校の夏休みが長

くなっており、家庭や子供によっては、友達と集

まる機会も場所も少なくなってきているように

思います。 

  小学生や中学生からは、遊べる場所、集まる場

所がない、高校生からは、勉強できる場所が足り

ないなど、生の声を聞いております。子供たちが

自分たちで行ける場所、開放している場所はある

のか、お教えください。 

  次に、小項目３、子供たちの移動手段はどのよ

うなものがあるか。 

  子供の送迎は、親にとって大きな負担です。私

もそう思っておりました。私の小学校の娘の場合

ですと、平日だけで、火曜日はスイミング、水曜

日はバスケットボール、木曜日はフェンシングが

あります。私だけでは対応できず、祖父母や友人、

ママ友などを頼ってしまうことが多々あります。

秋に視察が続いた際には、諦めて休んでもらおう

と思いましたが、絶対に行きたいと娘の意思は固

く、周りの協力を得て休まず通うことができまし

たが、親が対応できるかどうかが習い事の大きな

ポイントだと思います。 

  子供の送迎について、市内外問わず、様々な方

に相談しました。ファミサポの送迎を上手に使っ

ていらっしゃる方、東京では、Uber Taxiを親が

手配して子供の送迎を行っているとも聞きまし

た。Uber Japanでは、共働き世代が抱える子供た

ちの送迎問題を解決するために貢献している

Uber teensという子供向けの新しいサービスがあ

るそうです。最新のテクノロジーと安全策を活用

し、子供の位置情報や乗車状況、乗車中の音声な

どが録音されるサービスなどもあり、拡充されて

います。Uber Japanは「Go Anywhere（どこにで

も行ける）」というビジョンの実現に向けて、推

進されていらっしゃいます。 

  また、山形県では、子育てタクシーというもの

があります。子育てタクシーとは、保育園や学校、

塾などに子供を迎えに行けないとき、保護者の代

わりに迎えに行ったり、緊急時の夜間救急病院へ

の送迎、荷物が多くなりがちな乳幼児を連れた外

出サポートなどを行う、子育てに優しいタクシー

だそうです。私自身も知りませんでした。調べて

みますと、県内で11社、米沢でも１社登録されて

おりました。そのようなサービスを広げることも

重要だと感じております。 

  また、米沢市では、まちなか定額タクシーが始

まったところです。せっかくのまちなか定額タク

シー、子供が乗る想定をしていたのか、現在、子

供たちの登録状況や利用状況はどうか、お伺いい

たします。また、ファミサポの送迎についても、

利用状況をお伺いいたします。 

  来年度から、中学校の部活も地域移行となりま

す。地域移行についても何か対応を考えていらっ

しゃるのか、御所見をお伺いいたします。 

  今年度、山形県が行っている子ども会議に娘が

参加いたしました。あなたが望む山形像、こんな

山形であれば住み続けたい、そのためには何が必

要かについて、意見を述べるものでした。 

  私の娘は４つ意見を書いておりましたが、その
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１つが、送り迎えの支援やバスの普及と書いてお

りました。その理由として書かれていたものは、

習い事や行きたいところに行けない、イベントな

どにも車がないと行けない、行けるところが限ら

れてしまうということでした。どういうことかと

いうと、親の送迎が大変なのではなくて、子供が

行きたいところに自分で行けないというのが課

題だと私は捉えました。 

  子供の活動を広げるためには、学区の概念にと

らわれない移動方法を検討する必要があると考

えますが、米沢市の御所見をお伺いいたします。 

  続いて、大項目２、米沢市の中心市街地につい

てのビジョンは。 

  米沢市内において、中心市街地とは、図書館周

辺のまちなか、駅前、上杉神社エリアを指すもの

なのでしょうか。そして、そのエリアが今後どの

ようなビジョンを持って、何年後にどのような姿

になるのか、市長にお伺いいたします。 

  現在、米沢市まちづくり総合計画案が出ており

ますが、様々、課題や将来像、重要目標達成指標

など組み込まれています。ですが、その計画から、

米沢市民は30年後、50年後の米沢が想像できます

でしょうか。現在、我々は10年後の米沢の未来だ

けではなく、50年後、100年後に向けた米沢の未

来の大きな分岐点を担っていると自負しており

ます。予算ありきではなく、未来を共有できるビ

ジョンが必要と考えますが、いかがでしょうか。 

  小項目１、米沢商工会議所の新会館の開館後に

人流はどう変わるのか。 

  米沢商工会議所新会館については、今年から工

事が始まり、来年秋には完成と聞いております。

産官学金連携で建設が始まりましたが、開館後、

中心市街地のシャッター通りはどうなりますで

しょうか。市民への波及効果や人流はどのように

変わると見込んでおりますでしょうか。具体的な

予測と活性化の影響について、御所見をお伺いい

たします。 

  小項目２、ナセＢＡ東側の道路は車両通行止め

にできないか。 

  ナセＢＡと駐車場の間の道路は、子育て世代や

高齢者にとって不便で危険を伴います。特に、夏

はとても暑く、冬は豪雪なわけです。平和通りが

対面となったことを踏まえ、この道路を土日など

に車両通行止めとし、米沢商工会議所新会館や図

書館と連携したウォーカブルな空間として、イベ

ントや市民の交流の場とする実証実験を実施し

てはいかがでしょうか。ウォーカブルなまちづく

りに対する市の見解をお伺いします。 

  最後に、中心市街地活性化につながる重要な視

点として、小項目３、県立中高一貫校の町なかへ

の設置は重要ではないかです。 

  県立中高一貫校の設置に向けた取組において、

県立米沢興譲館高校と県立米沢東高校の統合を

見据えるのであれば、その場所を中心市街地に移

転・設置することで、学生の利便性を高め、コン

パクトシティーの実現とまちのにぎわいの一翼

を担うべきと考えます。この点について、市長の

御所見をお伺いいたします。 

  まちなかに設置することで、市内の子供たちの

利便性ももちろんありますが、置賜一円から子供

たちが集まりやすい、そういった観点も重要と思

われます。ただつくるだけではなく、魅力ある差

別化された学校の必要性も重要かとは思います

が、今回は設置場所の重要性についてお伺いいた

します。 

  演壇の質問は以上となります。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

  〔近藤洋介市長登壇〕 

○近藤洋介市長 植松議員の御質問にお答えをいた

します。 

  私からは、２の中心市街地のエリア、米沢市の

中心市街地についてのビジョンについてお答え

をいたします。 

  まず、中心市街地をどのエリアと認識している

かについてでありますが、本市が平成23年に策定

をした中心市街地活性化基本計画の中では、平和
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通りをはじめとした商店街が形成されていた商

業地域を中心とし、市民文化会館、伝国の杜等の

公共施設、交通拠点である米沢駅、松が岬公園な

ど、都市機能が集積している地域全体を中心市街

地として設定しておりました。 

  令和２年度の計画の更新は行わないこととし、

現在はこの計画はなく、都市計画マスタープラン

の立地適正化計画を中心市街地活性化基本計画

に代わる計画として位置づけ、まちづくりの取組

を行っておりますが、立地適正化計画では、中心

市街地の枠組みにとらわれず、都市構造の在り方

そのものを見直し、誘導区域を設定して、持続可

能な都市の形成を目指すという考え方であるこ

とから、現在、中心市街地の明確なエリア設定は、

立地適正化計画上は持ち合わせていないところ

であります。 

  したがいまして、米沢商工会議所、米沢市、米

商連、山形大学など、その他関係機関で組織する

中心市街地活性化協議会が実施しているまちな

か賑わいイベント支援事業では、ナセＢＡから徒

歩５分圏内を補助対象エリアとしております。 

  私としては、かつてのにぎわいを知っている者

としては、ナセＢＡや平和通り周辺をいわゆる中

心市街地として認識をして、今後、言葉を使って

まいりたいと考えておるところでございます。 

  次に、その中心市街地のビジョンでありますが、

これまでナセＢＡや西條天満公園の整備、道路の

改良といった公共インフラ整備を先行的に進め、

エリア全体の価値向上と民間投資を呼び込むた

めの土台づくりを行ってまいりました。 

  このたびの商工会議所新会館の建設は、まちな

かに新たな活力を生み出すという意味では極め

て重要な起爆剤になると考えております。新会館

が、市内の中小企業の支援だけではなくて、産業

人や産学官の交流を促し、多様な人材が集う拠点

となることで、人・知識・情報が交わって、新た

なビジネスやものづくり、にぎわいの創出につな

がるものになると期待をしております。 

  今議会に議案として上程しておりますまちづく

り総合計画における都市づくりの方向性の中で、

市街地の中心部において、公共的施設を核とした

低未利用地等の有効利用を官民連携で進め、まち

なかで消費と投資を喚起することを位置づけ、公

共空間等を活用した官民連携のまちづくりに取

り組むこととしております。 

  具体的に申し上げますと、このたび、産業技術

総合研究所と山形大学と米沢市で連携をして、ブ

リッジ・イノベーション・ラボラトリという取組

が動き出すことになりました。この動きに合わせ

て、山形県と連携をして、新しい商工会議所会館

なども活用して、新しいスタートアップ企業など

が創造するような、そういった人の集まる場所を

つくってまいりたい、このように考えているとこ

ろでございます。 

  また、引き続き、道路などの公共インフラの整

備を進め、高質化を図っていくとともに、公共空

間を活用したソフト事業についても、民間プレー

ヤーの方々と官民連携により取り組んでまいり

たいと思います。ＵＲ（都市再生機構）などとも

連携をして今、様々なプランを練っているところ

でございます。 

  長期的なビジョンとしては、中心市街地に立地

する公共施設や民間宿泊施設も老朽化しており

ます。面的整備も含めて、民間開発や積極的な投

資を呼び込むことで、中心市街地として持続的に

発展できるよう、私も先頭に立って推進をしてい

く所存であります。 

  次に、（３）の県立中高一貫校の町なかへの設

置は重要ではないかについてお答えをいたしま

す。 

  県に対して設置を要望している県立中高一貫教

育校、具体的には、県立米沢興譲館高校と県立米

沢東高校の統合校と附属中学校をイメージして

おりますが、議員の御認識と同様、まちなかに設

置することが非常に重要であると考えておりま

す。 
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  置賜地区に県立中高一貫教育校が設置される場

合、米沢市のみならず、置賜地区の教育校との位

置づけになります。したがいまして、置賜全体か

ら入学生を確保するためには、公共交通との連携

により通学可能な立地とする必要があります。 

  なお、先行して設置された、東根市にございま

す県立東桜学館は、さくらんぼ東根駅から徒歩圏

内にある東根市中心部、市役所、文化施設、商業

施設などが集積したエリアに立地をし、学業面、

また、まちづくりの面でも大きな成果を上げてい

ると伺っております。 

  この観点からも、本市においては、奥羽本線・

米坂線が乗り入れる米沢駅など、通学のしやすい

まちなかへの設置は、非常に有効であろうと考え

ております。 

  現在、米沢興譲館高校や米沢鶴城高校は郊外に

立地をしており、市民の皆様からは、通学が非常

に不便だという声をお聞きしております。現実、

私も３人の子供を送迎し、苦労した親の一人であ

りました。 

  現在、パブリック・コメントを実施中の立地適

正化計画案では、コンパクト・プラス・ネットワ

ークを基本とする都市づくりを推進するため、中

高一貫校を含む高校を都市機能誘導区域への誘

導施設として設定しているところであります。こ

れにより、通学の利便性はもちろんのこと、市街

地の活性化も図られるものと考えております。 

  先日、７月でありますが、民間団体の皆様と共

に、県教育長に対して中高一貫教育校の設置を要

望するとともに、知事との意見交換を行ってまい

りました。その際にも、新しい中高一貫教育校を、

置賜各地から通学しやすい本市中心部へ設置す

ることが望ましい旨をお伝えしてきたところで

ございます。 

  今後も、県立中高一貫教育校のまちなかへの設

置に向け、引き続き、県に対して積極的に働きか

けてまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 佐藤教育長。 

  〔佐藤 哲教育長登壇〕 

○佐藤 哲教育長 私から、１、米沢の子供たちや

若者の暮らしの充実をについて、初めに、（１）

「米沢市子ども・若者会議」を開いてはどうかの

小中学生の生の声を聞く取組についてお答えし

ます。 

  令和元年より、市、市議会、教育委員会が主催

する米沢市中学生議会を計５回開催したところ

です。生徒は、米沢市が抱える課題を取り上げな

がら時に鋭く質問をし、また、各校の決意表明に

議会から御意見をいただきながら、表決を経験し

ました。中学校が統合を迎えることから、現在は

中学生議会を休止しておりますが、出前市議会に

ついては、現在も全ての中学校において毎年実施

いただいております。生徒は地域の議員の方々と

共に身近な問題について話し合いながら考えを

深めることができ、主権者教育に加え、シビック

プライドを育むよい機会となっております。 

  小学生から直接意見を聞く機会については、教

育委員会として、現在特に設けていないところで

す。 

  次に、（２）子供の居場所について、教育委員

会で運用している心の悩み相談フォーム「ひとり

じゃないよ」についてお答えします。 

  このフォームは、令和６年３月から運用を開始

し、現在まで延べ106件の相談がありました。聞

いてもらうだけでいいという場合もありますが、

学校の先生に相談したいが直接話しかけにくい

という児童生徒からの相談も多くあり、学校と情

報を共有しながら、適切な教育相談につなげてい

るところです。 

  学校に相談しにくいことや、重大な事件につな

がりそうな事案は、教育委員会の職員が直接話を

聞いて、必要と思われる関係機関に連絡をしたと

いう事例もありました。 

  次に、（３）子供たちの移動手段についてお答

えします。 
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  部活動の地域展開に関わって、来年度９月から

は、原則、休日の部活動は学校で行わないことと

なります。希望する生徒は地域のスポーツ・文化

クラブに所属し、休日の活動を各クラブの指導の

下に行うことになりますが、その際の活動場所ま

での移動については、保護者の責任の下で現地集

合することとしとしております。 

  そのため、活動場所までの移動については、保

護者の送迎や自転車、徒歩に加え、市民循環バス

等の公共の交通機関等を活用しながら、学区を越

えた移動、時には他市町への移動もすることもあ

ると想定しております。 

  続いて、２、米沢市の中心市街地についてのビ

ジョンはのうち、（３）県立中高一貫教育校の町

なかへの設置は重要ではないかについてお答え

します。 

  米沢興譲館高校と米沢東高校の統合については、

各団体から要望されていることを存じておりま

すが、具体的な計画には至っていないと認識して

いるところです。県立中高一貫教育校につきまし

ては、児童生徒が主体的に選択する学びの場の一

つとして、今後も継続して県に対して要望してま

いります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

  〔畠山淳一企画調整部長登壇〕 

○畠山淳一企画調整部長 私からは、大項目１のう

ち、（１）及び（３）についてお答えいたします。 

  まず、（１）「米沢市子ども・若者会議」を開

いてはどうかのうち、若者の意見を聞く機会につ

いてお答えいたします。 

  高校生や大学生、20代の若者の意見を聞くこと

は、若者に選ばれるまちを実現するとともに、若

者のまちづくり意識を高める上でも重要なこと

だと考えております。 

  これまでも、令和５年度には、若年女性の市外

への流出が多い状況に歯止めをかけること等を

目的に「よねざわ100人女子」会を、令和６年度

には、本市の３大学の女子大学生等を対象とした

「米沢女子café」を実施しております。令和６年

度には、新総合計画策定に向けたよねざわまちづ

くりフォーラムにおいて、高校生ミーティング、

若者ミーティングと称して、若者のまちづくりへ

の意見を聞く機会を設けているところです。 

  加えて、本年度は、学園都市推進協議会が行う

地域×学生フォーラムを開催し、「みんなのただ

いまになる場所 関係人口のつくりかた」をテー

マに、市内外の大学生や卒業生をゲストスピーカ

ーとして、地域との関わり方や暮らしの楽しみ方

を意見交換しました。また、県、市、米沢商工会

議所、山形大学工学部からなるイノベーション共

創ミーティングの枠組みで、本市に立地する３大

学の学生や若手社会人等が、山形県での新たなラ

イフスタイルについて考えるシンポジウム「学び

を楽しむやまがたぐらし」を開催しました。本市

職員もワークショップに参画し、若者の意見を聞

く機会を積極的に設けております。 

  今後について、学園都市推進協議会での機会づ

くりや、イノベーション共創ミーティングのシン

ポジウムは年内もう２回の開催を予定しており

ますので、このような機会に積極的に参加してい

きたいと考えております。 

  次に、（３）子供たちの移動手段はどのような

ものがあるかのうち、まちなか定額タクシーの子

供たちの利用についてお答えいたします。 

  本年９月から運行を開始したまちなか定額タク

シーにおける令和７年12月１日現在の子供の登

録者数ですが、年齢層10代が占める割合は、登録

者全体5,191人のうち124人で、2.4％程度となっ

ております。 

  また、10代の利用者につきましては、実績デー

タを把握している９月から10月の２か月間で、同

乗者を除く延べ8,009人の利用に対して、25人で

0.3％の利用となっております。 

  なお、まちなか定額タクシーも公共交通の一つ

になりますので、年齢制限などの条件を設けず、
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どなたでも利用できるように設定をしておりま

す。そのため、子供のまちなか定額タクシーの登

録・利用につきましては、全ての年代の方々と同

じルールで可能となりますので、親御さん等の判

断により御活用いただきたいと考えております。

今後は、幅広い年代の方々の利用促進につながる

よう、周知していきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私からは、大項目１の

（２）のうち、子供の集える場所はあるかと、子

供の相談場所は米沢にあるのかについてと、（３）

のうち、ファミリー・サポート・センターの送迎

の実態についてお答えいたします。 

  初めに、（２）の子供の集える場所はあるかに

ついてお答えいたします。 

  子供たちが自由に集える場所として、市内に児

童遊園が13か所あり、そのほかにも児童会館、市

立米沢図書館や、施設の一部をプレイルームとし

て開放しているコミュニティセンターがありま

す。 

  次に、子供の相談場所は米沢にあるのかについ

てですが、本市では、妊産婦や子育て家庭、子供

の相談場所として、こども家庭センターに相談窓

口を設け、専門職の相談員による相談体制を整え

ています。 

  この相談窓口では、子供自身の家庭での悩み、

例えば、怒られてばかりいる、嫌なことを言われ

る、家族の世話や手伝いで疲れるなど、親や学校

などに相談しにくいことなどの相談にも対応し

ており、実際、相談員が子供の気持ちに寄り添い、

丁寧に話をお聞きし、相談にも応じているところ

です。 

  こども家庭センターの相談窓口の周知について

は、市のホームページやチラシ等でＰＲしている

ところですが、子供自身への呼びかけとして、今

後、周知方法も含め検討していきたいと考えてお

ります。 

  続いて、（３）のファミリー・サポート・セン

ターの送迎の実態はどうかについてお答えいた

します。 

  令和６年度の送迎事業は、延べ127件でした。フ

ァミリー・サポート・センターにおける送迎は、

安全確保の観点から、お子さんを利用会員である

保護者または依頼を受けた大人から協力会員へ

引き渡すこと、また、お預かりしたお子さんは協

力会員が、責任を持って利用会員もしくは依頼を

受けた大人の方にお渡しするのが原則となって

います。 

  具体的な内容としましては、自宅以外の場所で

お子さんの預かりを行う際の移動や、放課後児童

クラブから自宅への送迎、習い事への送迎などと

なっております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

  〔我妻重義産業部長登壇〕 

○我妻重義産業部長 私からは、２の（１）米沢商

工会議所の新会館の開館後に人流はどう変わる

のかについてお答えいたします。 

  米沢商工会議所では、地域の新たな産業振興拠

点を目指して、現在、新設移転に伴う建設工事を

進めており、令和８年秋に新会館がオープンする

予定となっております。 

  商工会議所新会館では、「人と人をつなぎ、ま

じわり、はぐくみ、産業と街を興す中核拠点」を

基本コンセプトとしており、従来の機能に加え、

（仮称）米沢地域産業振興センターと（仮称）イ

ノベーション連携拠点を設置する予定でありま

す。 

  （仮称）米沢地域産業振興センターについては、

市内中小企業へのワンストップ型経営支援のほ

か、広く市民に開放し、産業人や産学官の交流を

促すことで、人・もの・金・情報といった経営資

源を集積させる本市の産業振興の役割を果たす

拠点となるものです。 
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  また、（仮称）イノベーション連携拠点につい

ては、山形県が主体となって運営を行い、商工会

議所をはじめ、山形大学工学部や本市と連携しな

がら、置賜地域のポテンシャルを生かした新事業

創出など、付加価値の高いものづくりの実現や地

域イノベーションの創出に向けた場づくり、仕組

みづくりによる企業や学生との交流等を契機と

したイノベーション創出を目指し、次世代の人材

や才能を育てるための機能を持つ拠点となるも

のです。 

  加えまして、米沢商工会議所新会館の外構の機

能といたしまして、各種団体等の催しや物販マル

シェの開催、チャレンジショップなどが行えるイ

ベントスペースを兼ね備える予定となっており

ますので、多くの市民が集える場所の提供ができ

るものと考えております。 

  本市といたしましては、商工会議所新会館が開

館し、各種事業の実施による波及効果により、企

業関係者をはじめ、高校生、大学生、大学教員、

そして市民の幅広い世代の方々の人の流れが生

まれるとともに、隣接するナセＢＡや市民文化会

館などの文化施設と連携を図ることで、人流の増

加につながっていくものと大いに期待している

ところであります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 石川建設部長。 

  〔石川隆志建設部長登壇〕 

○石川隆志建設部長 私からは、２、米沢市の中心

市街地についてのビジョンはのうち、（２）ナセ

ＢＡ東側の道路は車両通行止めにできないかに

ついてお答えいたします。 

  ナセＢＡ東側に位置する市道文化会館東通り線

につきましては、地元からまちなかの回遊向上を

図ってほしいとの要望もあり、ナセＢＡ及び米沢

市まちなか駐車場の整備に合わせ、ナセＢＡ南東

交差点から米沢文化会館北東交差点までの区間

を一方通行から対面通行へと改築し、平成29年４

月より供用を開始し、市道文化会館東通り線の愛

称を「チャールズ・ヘンリー・ダラス通り」とし

たところで、まちなか駐車場とナセＢＡ間の市道

横断の危険性については本市でも認識しており、

横断歩道の設置はあるものの、横断歩道外での横

断歩行者が多くいることが原因であったため、平

成30年度より、駐車場側歩道上に地元木材を用い

たプランター56基を設置し、事故防止の対策を講

じ、適切な横断を促しているところです。 

  次に、イベントや人が集まる土日ダラス通りを

車両通行止めにしてはどうかについてですが、今

年７月、10月にダラス通りの通行規制を行い、地

元関係者が主催で開催されたイベントでは、多く

の方が来場しにぎわっていたことから、ダラス通

りを活用したイベントの開催は、まちなかのにぎ

わいにつながっているものと感じております。 

  今後におきましても、ダラス通りの沿線に新産

業会館が整備されることで、まちなかが活性化さ

れ、イベントの増加も予想されることや、新産業

会館駐車場等の公共空間を活用したイベントに

より、人流の増加と回遊性が高まり、まちなかの

にぎわい創出につながっていくものと思います

ので、ダラス通りを活用した一体的なイベントな

どに伴う交通規制について、引き続き地元関係者

と協力するとともに、土日の車両通行止めについ

ては積極的に検討してまいります。 

  そして、ウォーカブルなまちについての米沢市

の見解についてですが、国土交通省では、居心地

がよく歩きたくなるまちの形成を目指し、まちな

かウォーカブル推進事業による支援を行ってい

るところで、本事業は、令和２年度より都市再生

整備計画の事業拡充として新設され、これまでの

車中心から人中心の空間へ転換し、居心地がよく

歩きたくなるまちなかづくりを推進することを

目的とした事業となっております。 

  現在、都市再生整備計画において、市街地中心

部エリアの道路歩道空間を高質化し、回遊性及び

交通利便性向上を図る道路整備を行っておりま

すが、今後もこの歩道高質化事業を継続しつつ、
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他市の成功事例や情報収集を積極的に行いなが

ら、市街地中心部のみならず、広角的な視点での

取組が必要であると捉えていることから、ウォー

カブルなまちづくりに向け、研究していきたいと

考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 植松美穂議員。 

○９番（植松美穂議員） 御答弁ありがとうござい

ます。 

  時間もないですが、順々にお伺いしていきたい

のですけれども、まず、子供や若者の暮らしの充

実ということで、初めにこども・若者会議を提案

させていただきました。 

  これは、私が議員になってすぐ100人女子会をし

ていただいた経緯がございますけれども、私は、

決してこれは一過性のイベントとしてやってい

ただきたかったわけではないのです。 

  なので、この今提案しているこども会議につい

ても、こども会議に出席していた人がいつの間に

か若者会議のほうに行き、なんだったらスタッフ

側に行くというような、米沢でそういう文化とし

て子供から話を聞く。様々先ほど畠山部長からあ

りましたけれども、ミーティングとかフォーラム

をやっているというお話がありますけれども、全

然やはり市内の大人に響いてこないというか、聞

こえてこないのが現状だと思います。しっかり子

供の声を大人も一緒になって聞くということは、

とても重要ではないかと思います。 

  私は議員の中では若手と言われておりますけれ

ども、佐野議員もおっしゃっていましたが、私40

代で、決して全く世の中で若手ではございません。 

  先月、議会報告会・意見交換会が議会でありま

した。その際に、私は総務文教常任委員会で、コ

ミュニティ・スクールについて市民の方々とお話

をさせていただいたのですけれども、年配の方、

コミセンの方々とか、そういう方々だと、地域で

こういうことを子供にさせてあげたいよねと、米

沢ってこういうところがいいよね、子供に絶対さ

せてあげたいなどという話で盛り上がったので

すけれども、１名だけ高校生が来ておりまして、

「どう思う」と言ったら、「全然そう思いません」

と言われてしまいまして、私たち大人が子供のた

めにこうやったらいいのではないか、ああやった

らいいのではないかというものが、子供には実際

は刺さっていないのだということに、私、すごく

ショックを受けました。 

  そういうこともあって、子供だけの意見を聞く

ということではなくて、子供の意見を大人も聞い

て、大人と子供の意見を融合していくというお話

なのですけれども、畠山部長、いかがですか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 議員がお述べのように、

高校生なり、若者なり、階層的というか、重層的

にお話を聞いていくというのは非常に大事だと

思っております。 

  先ほど御紹介をいたしました県、市、商工会議

所、山大からなるイノベーション共創ミーティン

グでありますけれども、これは３大学の学生を中

心としつつも、社会人でありますとか、この社会

人というのは、まさに卒業したての就職した先輩

から30代、40代に至るまで、民間と知恵をお互い

出し合いながら、市政含めて市に対するアイデア

を出していくという機会でございました。 

  このように重層・階層的にやっていくという機

会も今つくっておりますので、こういった機会を

充実、そして市の職員も参加をしながら、市政に

ヒントをもらうということをしていきたいと思

います。 

○島軒純一議長 植松美穂議員。 

○９番（植松美穂議員） ありがとうございます。 

  子供の意見を出したいのだということで様々な

ところでヒアリングしてきましたら、市長、これ

を知っていますか。優秀小論文集ということで、

学園都市推進協議会でされているのでしょうか。

これを見たらいいのではないかということで渡

されたのですけれども、第８回置賜地区高校生
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「地域と私たちの未来を考える」小論文コンテス

トというものでした。 

  高校２年生を対象にして、テーマは、「人口減

少社会の中で持続可能な地域とするため、地域の

未来と私の生き方を考える」というなかなか難し

い小論文のテーマでしたけれども、９校から総数

216点の応募があったということで、その中で優

秀な作品が10点ほど小論文集に入っているので

すけれども、しっかりと地域の分析をされていて、

自分が将来何になりたいかも中に入っていて、そ

れを自分で経験を蓄積した上で、米沢でこういう

地域貢献をしていきたいという小論文がござい

ました。とても私感動しまして、こういうものも

しっかりと市民の大人に知ってもらったほうが

いいと思ったのが、こちら小論文でございました。 

  一方で、こういう意見を言う子供たち、意見を

言える子供たちだけでもなく、一般的な子供もい

ると思います。 

  もう一つ、私この間びっくりしたのがありまし

て、私が飲食店を経営しているのですけれども、

３年前まで米短生だったスタッフが、３年前に仙

台に就職をしました。年に１回か２回、店に帰っ

てきてくれるのですけれども、先日また顔を出し

てくれまして、今、福岡に住んでいるのですとい

うことでした。「あ、福岡に引っ越したんだ」と

思ったのですけれども、仙台に住んでいるときに

マッチングアプリで福岡の方と知り合い、もうす

ぐ結婚するのですということで福岡に住んでい

るということでした。 

  昭和世代の私からしたら全く理解ができないし、

そのアプリは大丈夫なのかという心配にも至る

わけですけれども、今の子供たちの出会いの仕方、

または米沢に来る方法、様々なことが、私たち大

人では分からないぐらいのスピードで、出会い方

だったり、米沢の選び方だったり、変わってきて

いるようです。そのあたりについてはどのように

お考えですか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 昨日、この答弁の中で、

結婚支援について御紹介を申し上げました。よね

ざわ結婚支援センターを今年度から設立いたし

まして、マッチングは、リアルとそういうバーチ

ャルといいますか、そういった場の両方を設けて

おります。 

  バーチャルという意味では、県が運営するマッ

チングシステム「ハッピーサポートセンター」、

あるいは民間の結婚相談所、こういったことに対

して、金銭的な入会費の支援ということをしなが

ら、金銭的な負担も軽減しつつ、出会いの機会の

場をつくっているという支援をしておるところ

でございます。 

○島軒純一議長 植松美穂議員。 

○９番（植松美穂議員） ありがとうございます。 

  本当に何で若者に刺さるかが年配者にはよく分

からないところがあるので、若い方の意見をぜひ

聞いていただきたい。 

  その若い方の意見を聞いていただきたいという

ところで、昨日市長もおっしゃっていましたけれ

ども、米沢の自動車学校にはたくさんの若い方た

ちが合宿でいらっしゃるということで、先日、自

動車学校にちょっとヒアリングに行ってまいり

ました。例えば置賜地区で３社ございますけれど

も、年間1,600人ほどの合宿の方がいらっしゃっ

ているということです。 

  ２週間の合宿の中で、そちらの会社は１回米沢

牛を出すのだとお話をされておりましたけれど

も、地域振興課の移住に即してでも、自動車学校

で１回米沢に来た方が、米沢のファンになって、

米沢に移住したいのだという話がありました。 

  この自動車学校に1,600人も来ている方に、何か

アプローチをしたほうがよろしいのではないか

と思いますけれども、そういうアプローチは今ま

であったのでしょうか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 多数の学生が市内のドラ

イビングスクール、合宿免許取得に来ているとい
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うのは承知をしております。その中で、今のとこ

ろきちんとしたアプローチはできていないとこ

ろではありますが、米沢市のファンになってもら

うというような重要な機会であると考えていま

す。 

  昨日、市長の答弁の中で、ふるさと住民登録制

度というのが、来年度か再来年ぐらいから、国が

本格的に始める予定にしております。これは関係

人口をつくる、関係人口として関わっていただく

重要な機会でありますので、こういった制度を国

と一緒に展開をしていく、あるいはシティプロモ

ーション事業として、今、米沢市のファンづくり

に取り組んでいるところでありますので、こうい

った情報をしっかり届けるということには取り

組んでいきたいと考えております。 

○島軒純一議長 植松美穂議員。 

○９番（植松美穂議員） ありがとうございます。 

  名前は何でもいいですけれども、子供の話を聞

いてこども会議、そのようなものはしていただき

たい。そのように思いますが、市長、いかがです

か。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 ありがとうございます。 

  こども会議というのは、恐らく小学生、中学生

までですか。（「高校生までです」の声あり）高

校生までですか。それぞれ、高校生から小学生、

いろいろ層があるので、やるならば、それぞれ分

けたほうがいいのかという気がするのですが、大

事なことだと思っています。 

  小学生というのは素直ですし、忖度なく伝えて

くれるのかなとも思いますし、高校生は、議員御

指摘のとおり論文にあるように、最近の高校生は

という言い方をすると怒られるかもしれません

けれども、私が高校時代よりははるかに情報も豊

かで、しっかりした考え方をしているというのは、

論文などを見るとそう感じますし、それぞれの各

界各層で生の声をきちんと聞くということは、聞

く我々も鍛えられるし、双方にとってよい場だと

考えておりますので、ちょっと具体化に向けて検

討したいと思います。 

○島軒純一議長 植松美穂議員。 

○９番（植松美穂議員） ありがとうございます。

ぜひやっていただきたいと思います。 

  聞くだけではなく、聞き方と、聞いたらどうす

るかということも、大人の責任だと思いますので、

進めていただきたいと思います。 

  次に移らせていただいて、子供が行きたい場所

に行けないのが一番問題である、私はそのように

思っているのですけれども、例えば、学校でお伺

いしたいのですが、小学校なのか、中学校なのか

ですけれども、保護者の承諾は必要かと思います

が、いまだに学区外禁止という形になっているの

かどうか、お答えいただけますでしょうか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 お答えいたします。 

  まず、中学校について、学区外への移動を制限

している学校はございません。 

  小学校につきましては、制限を特に設けていな

いという学校もあれば、保護者の許可を得るです

とか、児童だけで学区外には出ないとしている学

校もありまして、学校によって差があるところで

ございます。 

  以上です。 

○島軒純一議長 植松美穂議員。 

○９番（植松美穂議員） ありがとうございます。 

  何で聞いたかというと、例えば米沢市内で夏に

プールができるのは、市営プールだけですよね。

そうすると、例えば北部地区以外の子供たちは、

プールに来るときには学区外になるわけです。先

ほど御紹介があったまちなかタクシーですと、

500円で４人まで乗れます。それで割って例えば

プールまで子供たちが来るということも可能に

なるわけですけれども、ぜひ米沢市内の子供たち

は、市全体、市全部の施設を使ってでも、米沢の

子供たちを育てていきたいと私は思うのですけ

れども、そのあたりはいかがでしょうか。 
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○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 議員おっしゃるとおり、

子供たちが自分の意思で公共施設を訪れ利用し

たり、公共の交通機関を使用したりという経験は

よい学び、よい経験になると考えます。 

  ただ、先ほど申しましたように、小学校で様々

学校によって違いがあるというところにつきま

しては、各学校、地域性もございますし、様々こ

れまでの経緯というものもございますので、今の

ところ、全市一律ではなく、また、保護者の理解

や同意も必要になることだと思いますので、ぜひ

その辺のところを各校長先生に校長会で少し話

をして、検討していくということを考えてまいり

たいと思います。 

○島軒純一議長 植松美穂議員。 

○９番（植松美穂議員） 昨日教育長がおっしゃっ

ておりました。この予測困難な時代、子供が自分

で考える、人に聞く、乗り越える力が必要だとあ

りました。 

  行ってはいけないというのではなくて、市営プ

ールに行ってもいいのだと。親御さんの許可があ

れば行ってもいいのだよと、バスもあるし、タク

シーもあるよと。そこまで、行っては駄目ではな

くて、行ってはいいけれども、どうやって行くか

っていうことを、子供に考えさせる、経験させる。

そういったことも必要だと思いますが、教育長、

いかがですか。 

○島軒純一議長 佐藤教育長。 

○佐藤 哲教育長 今、お話のとおり、子供たちが

自分で考えて、例えばお友達と一緒に市営プール

に行こうとか、行くのだったらこのバスの何分の

バスに乗って行こうなどというあたりは、本当に

大事なことだと思います。 

  私も見てみましたら、様々学校によって違いが

あって、今部長がお話ししたとおり、大人の人と

一緒に行くだとか、許可を得るとかありましたの

で、その辺ちょっと全然、恐らく学校でずっと前

の決まりを引っ張っているところがあると思い

ますので、今、例えばプールについても、学校の

プールは夏休み使えないわけですので、そんな話

がありましたということ、あと一気に全市一斉と

はなかなか難しいと思いますので、各学校で、Ｐ

ＴＡの方だとか、様々先生方と話をしながら、あ

と子供たちの声なども聞きながら、この決まりに

ついてどうなのだろうというのを少し再検討す

る機会にしていきたいと思います。 

○島軒純一議長 植松美穂議員。 

○９番（植松美穂議員） ありがとうございます。 

  児童の安全が一番というのはありますけれども、

ぜひ学校も、何十年も続いている規則ではなくて、

アップデートしていただきたいと思います。 

  次に、新産業会館の人流のところでですけれど

も、平和通りが対面通行になりました。その検証

というのはされているか、お伺いいたします。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 市の商工課と商工会議所で、

２年に一度、通行量調査を実施しております。平

日と休日の２日間の合計で測るのですが、平和通

りにつきましては、令和６年７月に一方通行が全

面解除されまして、解除前の令和４年９月の調査

では、車両の通行が２日間で2,718台でありまし

たが、解除後の令和６年10月の調査では3,879台

と、1,161台、率にして42％ほど増加しておりま

すので、対面通行になって一定の効果があったの

ではないかと考えております。 

○島軒純一議長 植松美穂議員。 

○９番（植松美穂議員） 通行量が増えたというこ

とでしたけれども、この対面通行の意味をもう一

度教えてもらってよろしかったですか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 まちなかに来るときも、一方

通行ですと、なかなか迂回しながらとか、来づら

いというところもございました。そこら辺の交通

の利便性を確保するということが大きいと考え

ております。 

○島軒純一議長 植松美穂議員。 
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○９番（植松美穂議員） 私、以前に、この平和通

りが対面になる理由というときに、中心市街地活

性化と聞いた覚えがありまして、この中心市街地

活性化が、交通量が上がったことがよろしいのか、

人流が増えたほうがよろしいのか、ちょっとこれ

は捉え方の違いかもしれませんけれども、私は中

心市街地を活性化するための対面だと思ってお

りましたけれども、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 そういった面も当然ございま

すので、車だけでなく、今回の調査では、歩行者

も一方通行改善前よりも40％ほど増えておりま

すので、今後も増えていくのではないかと期待し

てるところです。 

○島軒純一議長 植松美穂議員。 

○９番（植松美穂議員） これはもうお願いになり

ますけれども、検証というのはもちろん必要です

けれども、もうちょっと目的を明確にしていただ

いて、その目的に即した検証をしていただく。中

心市街地活性化と言っても、車の台数が増えるも

のなのか、人流が増えるものなのか、全然違うも

のになりますので、そのあたりがもうちょっと認

識をすり合わせていく必要があると思っており

ました。 

  私がこの通告書を出した後に、まちなかの未来

を考える会の方から要望が上がっておりました。

これも私、後から読ませていただいて、新産業会

館の整備が決まったことは地元としても喜ばし

くと書いてありますが、最後に、米沢市中心市街

地活性化基本計画の期間終了後はまちなかにお

ける明確なビジョンも示されないため、不安を感

じているところですとあります。 

  先ほど市長から、中高一貫校のことに関しては

強く明言をしていただいて、そうなったらいいな

と、まさにまだ決定事項ではなく構想だと思いま

すけれども、私は、一番重要なのは、その構想を

重ねていくということではないかと思います。 

  総合計画に書かれることが全てではなくて、ま

ず市民と関係者、当局ももちろんですけれども、

構想を重ねていくときに、構想を始めているかど

うかというのが重要であって、先ほど中心市街地

が駅とまちなかと上杉神社だとありましたけれ

ども、私がお尋ねした10年後ではなく、30年後、

50年後に向けて、この10年をどのように積み上げ

ていくかというビジョンがもうちょっと見えな

かったのです。 

  まちなかについては、何度も私も申し上げてお

りましたけれども、交通機関のハブになればいい

のにというお話もさせていただきましたが、そう

いうところもちょっと見えてこないのですけれ

ども、市長、もう一回、そのまちなかの私たちが

頭の中で想像できるような、抽象的な部分ではな

いビジョンのようなところを語っていただきた

いのですが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 時間も限られているので簡潔に申

し上げなければいけないのですけれども、植松議

員も私も、要するにまちなかと考えるときに、や

はりかつての平和通り周辺というのを私はイメ

ージをいたします。 

  ですから、ナセＢＡであったり、今度新しくで

きる、昔の旧ポポロというのでしょうか、平和通

りというのでしょうか、あのエリアをまちなかと。

駅前は駅前、上杉エリアは上杉エリア、この３つ

のトライアングルが出来上がって、この３つが絡

み合って米沢全体の中心部が盛り上がっていく

というイメージだと思っています。 

  では、次、中心市街地、いわゆる旧ポポロとい

うか、平和通りというか、このエリアは、やはり

人がわちゃわちゃ集積するところだろうと思っ

ているのです。ちょっとわちゃわちゃという言葉

が議会で大変あれなのですけれども、老いも若き

もです。老いも若きも楽しく、そこでイベントが

あったり、また夜は夜で楽しく懇親の場が盛り上

がったり、日中はビジネスエリアでもいいのです

が、人が集まるというのはそこで何かが起きると。
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出会いも起きるし、ビジネスも起きるというよう

なイメージで、今風でいうとスタートアップ企業

ができるとか、学生が集まるとか、勉強の場もあ

るしという、そういう人が集まる、米沢のある意

味エネルギーがそこに集まって、何か結びついて

事が起きる場所というのが、まちなかの、中心市

街地の私の持つイメージです。 

  上杉エリアはもうちょっと違った、観光といい

ましょうか、というところでしょうし、駅前はや

はり玄関口ですから、またちょっと風合いが違う

と思うのですが、私はそういうイメージで、この

３拠点を有機的につなげながら、米沢が発展して

いくというイメージを持ちたいと思っています。 

  残念ながらハードはどうかと言われると、よう

やく産業会館が出来上がるわけですけれども、市

民文化会館はどうなのとか言われると、大きな巨

大空き家もありますし、まだまだハードは遅れて

いるのですけれども、空き店舗をどう活用するか

とか、いろいろな課題があろうかと思いますけれ

ども、そこは地元の皆さんと新しい事業家の方に

なるのでしょうか、とかと一緒になりながら、行

政も、官民力合わせて、また幸いまだ金融機関は

そこにありますから、金融機関なども一緒になっ

て力を合わせて新しく業を起こす方を、できれば

そこから生み出していきたいものだと、そういう

思いを持っております。 

  ちょっと漠としたイメージで恐縮ですが、最後

に、その中の一角に中高一貫校がどこに位置する

かというのは、これからまさに皆さんで議論して

いくのですが、いずれにしろ、このまちなかのエ

リアに中高一貫校はあるべきだと思いますし、そ

こは強い意志を持って、皆さんと議論しながら、

機運を盛り上げて県を動かしていきたいと思い

ます。 

○島軒純一議長 植松美穂議員。 

○９番（植松美穂議員） ありがとうございます。 

  米沢市に足りないのは、ちょっと創造する力か

なと思っています。部ごとにこれは計画だとかと

いう話にはなりますけれども、例えば富山市では、

まちづくりに関しては、活力都市創造部まちづく

り推進課というものがあります。山形市は、まち

づくり政策部まちづくり政策課というものがあ

ります。 

  なので、建設畑だけでもなく、ソフトだけでも

なく、そのまちづくりを創造できるようなところ

が米沢にも必要だと思いますので、ぜひ今後もよ

ろしくお願いいたします。 

  私からの質問は以上です。 

○島軒純一議長 以上で９番植松美穂議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 ３時２０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 ３時３０分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、本市の教育等に関する計画及び施策につ

いて外１点、16番遠藤隆一議員。 

  〔１６番遠藤隆一議員登壇〕（拍手） 

○１６番（遠藤隆一議員） 皆様、こんにちは。本

日最後の質問になります。ミライノトビラ所属、

遠藤隆一でございます。 

  まず、初めに、本日傍聴にお越しいただいてお

ります皆様、そしてユーチューブ配信等を御覧の

皆様に感謝、御礼を申し上げたいと思います。 

  私事ではございますが、実は、先週５日の金曜

日に初孫が誕生しまして、本日、おじいちゃんに

なって１回目の質問でございます。個人的なこと

でございました。 

  それでは、早速、質問に移りたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。 

  このたびの一般質問、大項目１、本市の教育等

に関する計画及び施策について、大項目２、再生
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可能エネルギーと地域との共生について、以上２

件でございます。 

  大項目１の本市の教育等に関する計画及び施策

について。 

  小項目１、米沢市立学校適正規模・適正配置等

基本計画について、まずは本計画の進捗状況につ

いて御説明ください。 

  また、これまで進めてきた中で見えてきた問題

点、課題があればお答えください。 

  加速度的に進行している少子化の実態が、現行

の計画に与える影響は生じていないか、中長期的

な視点から、見直す必要を捉えている点があれば、

お答えください。 

  これまで統廃合によって閉校、廃止された既存

の校舎について、現在の利活用の状況とコスト、

今後の予定等をお教えください。 

  小項目２、本市が思い描く教育施策の方向性は

でございます。 

  本市産業の持続可能性の観点から、次世代及び

新時代を担う人材及び育成をどのように考えて

いるのか。どのような教育環境を整えていくべき

と考えているのか。それらを次期教育振興基本計

画にどのように反映されるのかを確認させてく

ださい。 

  あわせて、次期教育振興基本計画の改定に向け

た内容、進捗についてお聞かせください。 

  大項目２、再生可能エネルギーと地域との共生

について。 

  小項目１、国のエネルギー政策について本市の

視点を問うでございます。 

  政府が推し進めている脱炭素、再生可能エネル

ギー政策の向きをどのように捉えているか、伺い

ます。 

  新内閣発足から、様々な政策の転換、見直しが

図られる中で、エネルギー政策に関する方針、方

向性をどのように捉えているのか。そして、そう

したものが本市の事業にどのような影響を及ぼ

す可能性があると注目し、本市事業の先行きを見

通されているのかを伺います。 

  小項目２、脱炭素先行地域づくり事業について。 

  共通認識をそろえ、論点を絞るために、まずは、

改めて事業内容の説明と進捗の状況、加えて、現

時点で捉えている問題認識、見えてきた課題につ

いて伺いたいと思います。 

  小項目３、再生可能エネルギー条例制定の必要

性についてでございます。 

  相田議員の質問と重なりますが、なぜ今、全国

各自治体において再生可能エネルギー条例の整

備が急がれているのか。その背景と理由をどのよ

うに捉えているのか、伺いたいと思います。 

  その上で、本市における再エネ条例制定の必要

性の認識、今後の方向性について伺いたいと思い

ます。 

  以上、壇上からの質問を終えさせていただきま

す。 

○島軒純一議長 佐藤教育長。 

  〔佐藤 哲教育長登壇〕 

○佐藤 哲教育長 私からは、大項目１の本市の教

育等に関する計画及び施策についてお答えしま

す。 

  初めに、１の（１）米沢市立学校適正規模・適

正配置等基本計画についてのうち、計画の進捗状

況、課題意識と対応策、今後の重要課題について

お答えします。 

  米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画に

おいて、児童数、生徒数の将来予測を踏まえて、

本市の小学校及び中学校の再編統合の枠組みを

定めております。 

  御承知のとおり、令和６年４月に本計画の見直

しを実施しております。その際、急速に進んでい

る少子化傾向を検証した上で、適正規模、適正配

置について検討をしたところです。 

  この基本計画の目的は、言うまでもなく、本市

の小中学校で学ぶ子供たちにとって、良好な学校

教育環境を整え、教育の質を維持、向上させるこ

とにあります。その実現のために、適正な規模で
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適正な配置による再編統合を実施することが、重

要な施策となっております。 

  具体的な取組としては、令和７年度に第五中学

校が第一中学校と統合し、現在、令和８年４月、

統合による新たな統合校である米沢市立南成中

学校と米沢市立北成中学校開校に向けた取組を

進めているところです。 

  基本計画には、再編統合に当たっての具体的な

取組として、地域説明会、地元代表者協議会、統

合準備委員会・開校準備委員会を挙げています。

これは、学校の再編統合においては、学校の現在

の保護者をはじめ、将来の児童生徒の保護者、学

校を見守っていただいている地域の方々、同窓会

及び教育後援会といった多くの方々に御理解を

いただくことから始めております。その上で、閉

校による心配や不安をお話しいただきながら、統

合に向けた留意点や関係者の皆様の思いを受け

止めさせていただきながら、統合、開校に向けた

具体的な調整作業に入ってきております。とりわ

け、開校準備委員会では、閉じることとなる学校

の校区ごとに開催した地元代表者協議会からの

御意見を踏まえた上で、統合後の学校での子供た

ちの生活がよりよいものとなるよう、熱心な議論

や検討をしていただいております。 

  このように、事業としては、各学校の統合、廃

校ではありますが、それに向けた関係者の方々に

よる多くの検討作業を継続的に行っているとこ

ろです。 

  再編統合における具体的な課題については、統

合準備委員会や開校準備委員会の各部会におけ

る検討の中で確認されております。統合により、

日々の学校生活の環境が大きく変わることによ

る児童生徒の不安を最小化し、子供たちが統合後

の学校へ楽しみながら通うことができるための

準備をどのようにするのかといったことや、統合

により広がることになる各学校の学区における

通学の安全性をどのように確保するのかといっ

たことが重要なテーマとなっており、まさにそれ

らの項目が課題と捉えております。教育指導の面

からは、児童一人一人の情報を統合後の学校にい

かに引き継いでいくのかといった点が重要な取

組となります。 

  これらの課題は極めて重要であり、統合前はも

ちろんのこと、統合後においても、現状を正確に

認識しながら、必要に応じて見直し、場合によっ

ては新たな取組へと進めていく必要があるもの

と考えているところです。 

  次に、予測を超えて深刻化する少子化の状況を

計画上どのように捉えているのかについてお答

えします。 

  現行の米沢市立学校適正規模・適正配置等基本

計画は、昨年の４月に改定しました。このため、

近年進行している少子化傾向も踏まえた上での

見直しとなっております。各年度の子供の出生数

及び転入転出状況を加味して、将来的な学年人口

を推計し、各小学校、中学校の児童生徒数、学年

ごとの学級数を予測しております。 

  現行の令和６年４月改定の米沢市立学校適正規

模・適正配置等基本計画は、現状の少子化の状況

を踏まえたものとなっているため、小学校におい

ては、小学校が地域づくりの核となっているとい

う点に鑑み、複式による学級編制をする必要がな

い限りにおいて、中学校と連携した取組（小中連

携）や小学校間の連携（小小連携）を強化する取

組を行いながら、単独校として維持できるよう見

直しを行っております。 

  また、中学校においては、本市の中学校を最終

的に３校に再編統合することにより、各中学校の

適正規模を確保するものとしているところです。 

  次に、１の（２）本市が思い描く教育政策の方

向性についてお答えします。 

  本市学校教育では、教科教育や体験的な学習の

中で児童生徒が米沢のことを学び、知ること、そ

して郷土愛が醸成されるよう、カリキュラムを編

成しております。特に、米沢の産業を学ぶという

意味では、小学校３年生社会科と、中学校におけ
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る米沢チャレンジウィークが特徴的です。 

  小学校３年生の社会科では、地域の産業と消費

生活の様子を学んでいます。本市が作成する社会

科副読本では、「働く人と私たちの暮らし」とい

う単元があり、そこでは米、野菜、畜産の仕事、

米沢織、工業などのものづくりの仕事や、流通、

販売、商店の仕事を取り上げています。 

  中学校では、地元の企業の皆様のお力をお借り

して、４日間の職業体験学習、米沢チャレンジウ

ィークを行っております。これまでの積み重ねに

よって、地元企業の皆様の協力体制が確立してい

るほか、近年では体験学習をプログラム化してい

ただいたり、企業説明を行っていただいたりする

など、さらに体験学習の充実が図られています。

また、各校においては、事後学習にも力を入れ、

それぞれの職場で体験したことを発表報告し、学

びを共有しているところです。 

  本市産業について学び、次世代を担う児童生徒

を育成するために、教科教育の充実はもちろんで

すが、実践的、体験的な学習機会の創出が不可欠

であり、地域と連携・協力できる教育環境の整備

を今後も継続してまいります。 

  次期教育振興基本計画は、現在策定中になりま

すので、どのように反映されるかお答えできない

ところでありますが、地域との連携を生かした学

びやキャリア教育の充実については、今後も重視

していくべき観点であると考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 神保総務部長。 

  〔神保朋之総務部長登壇〕 

○神保朋之総務部長 私からは、（１）のうち、廃

校の現状と廃校利用に関する現状と考え方につ

いてお答えいたします。 

  初めに、廃校の現状と廃校利用に関する現状で

すが、米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計

画により、平成30年度末に南原中学校が閉校し、

その後、令和２年度末に関小学校と関根小学校、

令和４年度末には三沢東部小学校と三沢西部小

学校、令和６年度に第五中学校がそれぞれ閉校と

なりました。これら閉校した６施設は、廃校施設

として有しているところでございます。 

  廃校施設は、旧学校利用施設条例により、屋内

運動場及び屋外運動場等を住民の社会教育、スポ

ーツ活動、文化芸術活動等の場として利用してい

るほか、災害発生時には避難所として使用するも

のでございます。また、旧南原中学校は、芸術文

化施設及び埋蔵文化財の資料室として利用し、旧

三沢東部小学校は、令和６年度から地域住民等で

組織する一般社団法人米沢みさわ学校に旧校舎

の貸付けをし、地域活動の拠点として利用してお

ります。さらに、旧第五中学校については、旧校

舎を文書保管庫として利用することとしており

ます。 

  今後は、今年度末に第三中学校、来年度末には

広幡小学校、六郷小学校、塩井小学校がそれぞれ

閉校する予定でございます。 

  閉校した施設は廃校施設として、米沢市公共施

設廃止後の施設利活用の考え方に基づきまして、

まず、本市事業等による利活用の検討、次に地域

団体等による公益目的での利活用、次に民間事業

者等による営利目的での利活用の順で検討を行

い、いずれも活用が見込めない場合や老朽化が著

しい施設は解体を検討するものでございます。 

  議員お述べのとおり、今年度から公共施設の統

廃合により施設の解体費用に対する国の財政支

援が拡充されたことから、廃校施設解体の検討も

早めていく必要があるとは考えているところで

ございます。 

  また、それぞれの廃校の維持管理にかかるコス

トについてですけれども、令和６年度の年額とい

うことになりますが、旧南原中学校など、それぞ

れの５つの施設で年額で1,859万円、平均で372万

円程度の金額がかかっているということで御説

明申し上げます。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 
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  〔遠藤直樹市民環境部長登壇〕 

○遠藤直樹市民環境部長 私から、２の再生可能エ

ネルギーと地域との共生についてお答えいたし

ます。 

  初めに、（１）国のエネルギー政策について本

市の視点を問うについてお答えいたします。 

  本年10月24日に行われた高市内閣総理大臣の所

信表明演説では、「国民生活及び国内産業を持続

させ、さらに立地競争力を強化していくために、

エネルギーの安定的で安価な供給が不可欠です」

と述べられ、ペロブスカイト太陽電池などの国産

エネルギーの重要性のほか、地域の理解や環境へ

の配慮を前提とした脱炭素電源の最大限の活用

などにも言及されているところであります。 

  新聞報道などでは、無秩序なメガソーラー開発

の規制や中国製太陽光パネル依存の問題、再エネ

賦課金の在り方などの発言があることも承知し

ております。また、今朝の新聞報道にありました

が、メガソーラーに関して設備の安全性を第三者

機関が確認する制度を導入するなどの規制強化

を行う方針が示されたとのことであります。今後、

具体的な内容が通知されるものと思いますので、

注視してまいります。 

  その上で、市としては、県条例に基づき、地域

の自然環境や歴史・文化と調和し、地域住民の理

解を得られた再生可能エネルギーの導入を引き

続き推進していく方針であります。 

  次に、（２）の脱炭素先行地域づくり事業につ

いてお答えいたします。 

  初めに、脱炭素先行地域づくり事業の趣旨及び

目的でありますが、国の2050年カーボンニュート

ラルの足がかりとして、2050年を前倒しし、2030

年までに先行して民生部門、これは家庭や業務系

の事業所のことでありますが、この電力の脱炭素

化を図るものであります。 

  単に再生可能エネルギーを導入し、再エネ電力

を活用するだけではなく、地域全体でエネルギー

の需給バランスを最適化し、同時に地域課題を解

決し、住民の暮らしの質の向上にも資する、先進

的な地域脱炭素モデルの構築を目指すものであ

ります。また、先行地域を起点に、ドミノのよう

に地域脱炭素の取組をほかの地域に波及、展開す

ることも期待されております。 

  今回選定された本市と飯豊町の提案内容は、米

沢牛の牛ふんをバイオガス発電でエネルギーに

変えることを主たる事業とし、これに本市の食肉

センターにおける木質マイクロバイオマス発電

などを組み合わせ、米沢牛のサプライチェーンの

脱炭素化を図るとともに、家畜排せつ物の処理と

いう地域課題の解決や米沢牛のブランド価値の

向上などにもつなげようとするものであります。

実現すれば、置賜地域への横展開はもちろん、全

国の畜産エリアにも波及させることができるモ

デルであると考えております。 

  計画期間は、令和７年度から令和12年度までの

６年間で、米沢市、飯豊町合わせて総事業費が約

122億円、国からの交付金が約51億円に上る一大

プロジェクトであります。 

  本市では、上郷、窪田、万世、山上の４地区の

うち、民生部門に位置づけられる6,415世帯、268

事業所、25の公共施設について、2030年までにカ

ーボンニュートラルを達成させることが目標と

なり、そのために、細かなマイルストーンを設定

し、着実に計画を実行していく予定であります。 

  現時点における主な課題としては、住民理解が

まだ十分とは言えないことが挙げられます。先月、

説明会を開催しましたが、市民向け説明会は119

名の参加、事業者向け説明会は22事業所の参加に

とどまっており、今後、官民連携した積極的なＰ

Ｒを展開し、本事業を自分事として捉えていただ

けるように努めていきたいと考えております。 

  最終的には、対象地区の民生部門全部の家庭、

事業所などについて、再エネ由来の電力に切り替

えていただく必要がありますが、世帯数が非常に

多いことから、相当困難な取組となることが予想

されます。 
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  安価な再エネ電力を使うことができ、地球にも

家計にも優しい点をアピールし、分かりやすく丁

寧な説明を心がけて、切替え促進を図ってまいり

ます。 

  次に、（３）の再生可能エネルギー条例制定の

必要性についてお答えいたします。 

  再生可能エネルギー条例を制定している自治体

は全国各地に広がっており、その数も年々増加傾

向にあると捉えております。 

  背景としては、地球温暖化対策や地域活性化、

災害レジリエンス強化といった自治体の様々な

目的を達成するために、それぞれの地域の実情、

地域特性に合わせた再生可能エネルギー導入を

図る必要性がある一方で、メガソーラーによる景

観悪化や災害の拡大などの問題が全国で顕在化

していることから、無秩序な開発を抑制し、住民

との合意形成を重視した地域裨益型の再生可能

エネルギー導入が求められていることが挙げら

れます。 

  本市におきましては、山形県の再エネ条例に基

づく手続を遵守しているほか、市独自の取組とし

て、再生可能エネルギーのゾーニングマップの作

成に取り組んできました。このマップは、自然を

保全するエリアや再エネを導入できるエリアを

明確に分けることで、適切な場所に再生可能エネ

ルギー施設を誘導し、住民の合意形成をスムーズ

に行うための資料となるものであり、本市が目指

す自然と調和した再生可能エネルギーを導入し

ていくことを目的としております。このゾーニン

グマップは、今年度改定する地球温暖化対策実行

計画に盛り込む予定としており、計画改定後は、

広く周知を図っていきたいと考えております。 

  一方、山形県の再エネ条例に対する不満や市独

自の再エネ条例を望む声も寄せられており、現在

策定を進めている市の最上位計画であるまちづ

くり総合計画のパブリック・コメントには、市独

自の再エネ条例を求める意見が多数ありました。 

  この意見を受け、まちづくり総合計画の施策と

して、「再生可能エネルギーの導入に関する県条

例の見直しを注視しながら、市条例制定の必要性

を検討します」という施策を追加したところであ

ります。 

  市独自条例の制定には様々な課題があることが

予想されますが、県条例の見直しを注視するとと

もに、必要に応じて見直しに対する意見を県に述

べながら、市条例の制定についても必要性を含め

て検討してまいります。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） 丁寧な御答弁、ありが

とうございました。 

  まず、１点、教育に関する点、お伺いします。 

  統廃合によって様々な問題が生じていませんか

ということで質問させていただきました。 

  不登校が増えてきている傾向ですとか、やはり

冬期間の通学が大変ですとか、そういった声には

丁寧に個別に寄り添っていただきたいと思いま

すが、教育長、もう一言お願いしたいと思います。 

○島軒純一議長 佐藤教育長。 

○佐藤 哲教育長 統合によりまして今までの学校

生活の環境が変わって、友達の関係も変わったり、

通学の時間が増えたりということで、子供たちに

とってはなかなか適応が難しい部分もあるかと

思いますので、そのことを防ぐために、２年前か

ら交流授業を実施して、スムーズな統合に努めて

いるところです。 

  今回、令和６年度、五中が閉校して、今年、一

中と統合しましたけれども、同じように様々交流

授業を通して生徒たちが仲よくなっているとい

うこともありまして、令和７年度、一中の２年生、

３年生は本当にうまく統合ができて、先生方から

すると、もともと五中のお子さんだったのか、全

然見分けがつかないというような声も聞いてお

りましたので、そういった適応については丁寧に

進めていきたいと思っております。 

  また、通学の件についても、様々地元の方の声
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なども聞きながら、安全に登下校できるように配

慮していきたいと考えております。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） ぜひ、その点よろしく

お願いします。 

  続いて、管理コスト、廃校となった校舎の維持

管理コストですが、個別に372万円が平均だとい

うことでございます。やはり今、市民の方々は、

電力を少しでも削ろう、少しでも生活費を削ろう

とされている中で、やはり使われていない校舎に

１年372万円もの費用が投じられているというこ

とは、やはりちょっと首をかしげたくなるところ

もあるかと思います。 

  これが本当にミニマムの数字なのか、もう少し、

入を増やすような方向、コストを下げるような方

向等は考えられてのこの金額でしょうか。今後、

ぜひそこを考えていただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○島軒純一議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 まず、実際に管理しているこ

とによりまして、校舎ですけれども、壇上でも申

し上げましたが、旧学校利用施設条例によりまし

て、屋内運動場、屋外運動場で社会教育やスポー

ツ活動、また、文化芸術活動、また、災害発生時

の避難所として使用しているということで、まる

っきりそれが本当に何もしないところに使って

いるお金ではないというところは御理解いただ

きたいと思います。 

  あと、金額についても、やはりどうしても清掃

ですとか警備、あと補修の委託とかですね。実際

に何か入ったときには、トイレなどの水道光熱費

ですとか、建物の保険料などの実費ということに

はなってございます。 

  確かにおっしゃるとおり、費用についてはもち

ろん削減したいということはこちらの希望では

ございますけれども、無駄な支出はしないように

ということで、なるべく切り詰めていきたいとは

考えてございます。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） やはり将来にわたって

コストがかかっていく。負の財産と言ったらあれ

かもしれませんが、残っていくというのは、負担

になっていくということでございます。そこの見

直しを進めていただきたいということでござい

ました。 

  続きまして、閉校して廃止になった場合に、教

育資産から普通財産に切り替わって、どちらにし

ても行政財産ではありますけれども、廃止になっ

てから動き出すというのは非常に遅いと私は考

えていまして、平成22年の９月に会計検査院が文

科大臣に宛てた改善要求報告としては、早く再利

用を決めていきなさいということであるわけで

ございます。 

  ３年以内に再利用に至っているケースが93.6％

ということから、３年を超えてまだ再利用が決ま

っていないという施設があれば、それは適切では

なく、改善の要が認められるということを受けて、

今、国では、文科省がみんなの廃校プロジェクト

ですとか、様々な予算をつけているわけでござい

ます。 

  これ、廃校になってから、もっとスピードを上

げて再利用に転じられないのかと。また、様々な

政策、国の政策を最大限に積極的かつ迅速に活用

いただきたいと思いますが、この点いかがでしょ

うか。 

○島軒純一議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 議員おっしゃるとおり、様々

な国の施策なども我々としても研究していると

ころでございます。また、廃校が決まっている状

況の中でそういったことの検討を進めるという

ことで、スピード感が必要ということは十分に認

識してございます。 

  今後、総務部だけではなく、ほかの部とも連携

しながら、なるべく早い時点でそれを決定してい

きたいと考えてございます。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 
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○１６番（遠藤隆一議員） 今後、統合で閉校する

六郷小と塩井小と広幡小学校、あとは三中という

ところの再利用というのは、現時点では決まって

いない、検討を進められていないということでよ

ろしいですか、確認させてください。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 三中と３つの小学校につ

いてはまだ結論は出ていませんが、手続等々につ

いて、内部については検討を進めているところで

ございます。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） その点、各地区の方か

らは一体どうなるのだろうという心配の声も上

がっていて、どんな再利用がされるのだろうと思

います。 

  その中で、国が今年から再利用についての予算

というのを今までも充ててきましたけれども、こ

の春から、総務省も廃校に関しても交付金を充て

ていきますというような発表をしております。 

  全国の廃校は、毎年450校程度増え続けていると

いう中で、これが自治体の非常な負担になってお

ります。それで、2019年から2023年までは2,640

億円、2025年から2029年までには7,850億円、た

った５年の間に３倍に膨れ上がっているわけで

ございます。これが自治体の将来重い負担になっ

ていくのではないか、ここに予算を充てていきま

すと国が言っています。 

  公共施設の適正化に向けた計画策定などを要件

に、交付金をもって支援するという施策について、

この交付金の措置の利用の検討を急ぐべきでは

ないのでしょうか。お聞かせください。 

○島軒純一議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 議員お述べのとおり、今年度

からの国の財政支援などについても、交付税措置

が新たに拡充された部分は認識してございます。

不要な施設は早期に解体するというそのメリッ

トについては、こちらも十分に感じているところ

でございます。 

  ただ、住民ニーズなどもございます。地域の考

え方もございますので、そういった住民ニーズ、

財政負担、国の動向等を踏まえながら、迅速に対

応してまいりたいと思います。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） よろしくお願いします。 

  続いて、本市が思い描く教育政策の方向性でご

ざいます。 

  過日、米沢市の工業振興計画も示されたわけで

ございますが、残念ながらといいますか、製品出

荷額も5,500億円、平成20年には8,350億円あった

ものがそこまで下がっているということでござ

います。県内トップ、東北でも有数の工業製品製

造都市の米沢が、今では鶴岡にも抜かされて、東

根にも追いつかれようとしているようなところ

でございます。東北では今10位ですか。トップテ

ン落ちも何か視野に入ってきたのかと思ってい

ます。 

  昨日の産業部長の答弁にもありましたけれども、

昭和60年の３月の卒業生は、高校卒業生で就職し

たのは680人、61％の生徒が高校を出て就職して

いるわけです。令和６年には171人です。28.9％、

３割を切った生徒が高校を卒業して就職してい

ます。 

  今、出生数は、昨年で356人。この10年間で217

人減っているわけです。ここから356人が、例え

ば３割を切った子が就職するとした場合、将来の

労働人口として、非常に私は不安を持っているの

です。 

  今、本市における産業振興拠点の整備は進めら

れていますし、新たな産業団地の計画もされてい

ます。ここで労働人口を無視して進めるわけには

いかないと思うのですが、産業部長にお伺いして

よろしいでしょうか。今、この工業界の要望と本

市の教育というのは合致しているのでしょうか。

お聞かせください。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 現在、米沢鶴城高校が統合に
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なって誕生しましたが、その前に米商と米工が統

合する際に、地域として産業界で後押しをすると

いうことで、地域コンソーシアムをつくって様々

な団体にお入りいただきました。その中で、各高

校の先生方、あとＯＢ会も入りまして、様々なそ

ういう地元での後継に向けた取組を進めてきた

ところです。 

  特に一番よかった点としては、企業の方と各高

校の先生方が意見交換をして、今までやはりそう

いったコネクションはなかったものですから、な

かなか就職する際も、あまり言葉はよろしくない

のですが、ちょっと偏った採用があったのかと考

えております。今はその生徒の適性に合ったとこ

ろで、様々な市内でも生徒数は減っていますが、

地元への就職率自体は上がっています。 

  ただ、議員おっしゃったとおり、高校生の全体

の就職率が３割を切って今29％、あとはやはり進

学なり、専門学校ということで、なかなか低い状

態にありますので、そういったところも加味して、

優秀な人材を採るということもありますが、あと

は先ほど言ったような大学生に地元に残ってい

ただくことと、人手不足に対応する省人化、省力

化という設備投資も併せて検討していく必要が

あると考えております。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） やはり私は、本市の教

育の方向性というところを見直すべきだと思っ

ています。 

  これからは、米沢だけのビジョンではなく、広

域的に考えていかなければいけないと思ってお

りますし、今、これだけ人材不足の将来の危機的

な状況にある中で、今なすべきことは、私は中高

一貫校教育を要望することではなく、置賜地区の

高校再編による教育の再興を掲げた戦略的政策

だと考えています。 

  将来を見通した具体的かつ実現可能な教育でご

ざいますが、令和８年度も中高一貫校設置を御要

望されるおつもりなのでしょうかというところ

を伺いたいのですが、一応時間もあれですので、

私の考えを示させていただきます。 

  この少子化というピンチは、私、非常に将来を

開くチャンスだと思って、わくわくしているので

す。このタイミングでできることがございます。

まず、中高一貫校、私は反対派でございます。反

対の観点から申し上げております。 

  なぜなら、今は高校再編に力を入れるべきだと

考えておりますが、まず米沢興譲館高校と米沢東

高校の統合、そしてまちなか中心市街地への設置、

これを急ぐべきだと思っております。これに関し

ては、米沢新高校の早期整備を実現する会の皆様

も同じことをおっしゃっておりますし、そこの前

提が中高一貫校ではございません。新高校をまち

なかに持ってくる、これが第一の目標でございま

す。 

  その上で、米沢興譲館高校、現在１学年５クラ

ス、米沢東高校４クラス、合わせて１学年９クラ

スございますが、ここを６クラス程度に絞る。そ

して、その生徒数を様々な実業的な方向に向けて

いくというところで、もう偏差値教育はやめませ

んかという御提案です。今や、偏差値高校を選ぶ

のではなくて、進路選択として選ぶ時代だと思っ

ております。 

  例えば、米沢鶴城高校であれば、工業と商業が

一緒になったわけでございます。ものづくりと地

域活性化を一体的に学ぶ地域創生デザイン学科

ですとか、ＡＩやＩｏＴを活用した次世代の生産

管理、ビジネス運営を学ぶスマート産業マネジメ

ント科ですとか、まさに環境を見る、環境問題の

解決とグリーンビジネスの創出に特化したよう

な学科、こういった学科を米沢鶴城高校に持たせ

るということでございます。 

  また、広域的に考えるのであれば、置賜農業高

校、すばらしい学校だと私は思っているのですが、

昨今といいますか、今、置賜地方農業委員会連絡

協議会の方の要望を受けて、置賜総合開発協議会

が令和８年度置賜開発重要事業要望書として、置
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賜農業高校付近に拠点としてトレーニングファ

ーム、トレーニングセンターなどを設置しましょ

うという要望が上がってくるかと思います。こう

いったところにしっかりとコミットしていく。こ

の地域の米沢鶴城高校の機能、そして新しい高校、

偏差値で選ぶのではなくて、進路、将来で選ぶ教

育の現場にしてかなくてはいけないのではない

かと私は思いますが、この考えはいかがでしょう

か。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 現在、中学校の進路指導、

進路学習を行っているところでありますけれど

も、議員お述べのような偏差値で高校を選ぶとい

う進路指導は行っておりません。やはり、それま

での積み重ねもありますけれども、子供たちがど

んな未来、どんな将来を思い描くかというところ、

あとどんな職業がやはり自分に合っているのか

ということを、１年生、２年生のチャレンジウィ

ーク、３年生と積み重ねていって、進学先を決定

するという流れでございますので、そういったこ

とはないと考えております。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） やはり、その魅力のあ

る学科を設ける、地域に貢献できる、農業、林業、

そういったものに特化した置賜農業高校に、さら

に専門性を持たせていく。こういったことがやは

り教育の先行き、産業を支えることになっていく

のではないのか、もしくは地域の子供たちの将来

の展望が開ける、そういった教育につながってく

るのではないかと私は思っております。 

  今、県が10年間の計画を立てようとしています。

今やはり決めていかないと、10年間決まってしま

うのです。置賜の統廃合も、統廃合が大体七、八

年かかるとは言われていますが、この10年で決ま

ってしまう。今こそ、そういった教育の在り方を

見直してほしいと私は思っているわけでござい

ます。 

  時間がないので、先に進めさせていただきます。 

  再生可能エネルギーと地域との共生についてで

ございます。 

  ここからちょっと時間が残り少なくなってきま

したので、部長、申し訳ございません、一問一答

のような形になりますが、御質問させていただき

たいと思います。 

  まず、脱炭素先行地域づくり事業ですが、なぜ

この４地区を先行地域に選定を限定されたので

しょうか。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 

○遠藤直樹市民環境部長 限られた交付金の中で最

大限の効果を出すために、既存施設を生かしたエ

リア設定にしたということが主な理由でござい

ます。 

  第５回の選定の計画ですと、上郷地区の既存バ

イオガス発電の増設ですとか、万世地区の食肉セ

ンターの木質バイオマス事業、そして山上地区に

ついては既に２基の風力発電が稼働しておりま

したので、風力発電を導入する計画でありました。 

  ただ、この結果としては、風力発電に関する住

民の合意形成が難しかったということで、第５回

の選定がかないませんでしたので、第６回選定で

は飯豊町と共同で計画策定を行うことに当たり

まして、改めてエリア設定を別にしようかという

検討もしたのですけれども、既にこの４地区にお

いて住民説明会も開催し、住民の方々からの期待

もありましたので、この４地区ということで設定

することにしたものでございます。 

  なお、風力発電の代替措置としまして、肉用牛

のバイオガス発電施設、こちらを山上地区に導入

するということを考えていたところでございま

す。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） ４地区で6,415世帯で間

違いないでしょうか。その世帯全てに、再エネ由

来電力、再エネ電力を導入する。これが目標に間

違いございませんか。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 
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○遠藤直樹市民環境部長 そのとおりでございます。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） その再エネに切り替え

たという証明は、どのような形をもって証明され

る形なのでしょうか。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 

○遠藤直樹市民環境部長 基本的には、今、共同提

案事業者となっておりますおきたま新電力の方

に切替えをお願いしたいということで働きかけ

を行っております。また、そのほかにも東北電力

の再エネプランとかもありますから、そういった

ところについては再エネ100％電力というのを確

認できますので、そういった形でチェックをして

いきたいと思っております。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） まず、この米沢の需要

電力に対して、再エネ由来の地元の電力の割合、

どの程度の供給能力を確保されているのでしょ

うか。おおよそで構いません。お願いします。 

○島軒純一議長 通告している、通告。遠藤市民環

境部長。 

○遠藤直樹市民環境部長 失礼いたしました。 

  脱炭素先行地域４地区内の民生部門の使用量で

すけれども、年間で約6,100万キロワットアワー

となっておりまして、これに対して交付金で今回

つくる電源、こちらは約1,100万キロワットアワ

ーという形になります。年間で約5,000万キロワ

ットアワーくらいが不足する形になりますので、

こちらのほうはおきたま新電力のほうから既存

のＦＩＴ電源ですとか、ＦＩＴを卒業した電源、

こういったものを集めてもらうということ、ある

いは、先月、地域の米沢バイオマスパワーという

木質バイオマス発電も稼働しておりますけれど

も、こういったところからの特定卸供給とか、そ

ういったもので電源を賄う予定としております。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） 分かりました。この再

生可能エネルギーと地域の共生、この本市の先行

事業の目標としては、外部、地区外の電力に頼っ

ている需要を地域内の電力に置き換えていこう

というのが目標でございます。とすれば、今、不

足電力がございます。バックアップ電力として、

東北電力をリスク管理の上でも入れていくとい

うお話でしたけれども、これ、再生可能エネルギ

ーを導入すればお安いよということの保証が今

後できるのでしょうか。 

  例えばバックアップ電力が今後、価格が高騰し

ていく等の要因もございます。そこの安価な電力

であるという保証を住民にできるのでしょうか。

そこのコメントをください。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 

○遠藤直樹市民環境部長 基本的には、パートナー

企業でありますおきたま新電力、こちらのほうが

東北電力よりも若干安価になるような形での価

格設定を継続していきたいということでござい

ますので、そういったところで考えているところ

でございます。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） お話を聞くと、やはり

再エネの電源の開発というものが火急の要件で

はないのかと思っています。再エネの電力の開発、

そして地域に脱炭素経営、バリューチェーンの輪

を広げていく、こうした取組が重要かと思います

が、そういう市場への働きかけというものは、今

進められているのでしょうか。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 

○遠藤直樹市民環境部長 先ほども申し上げました

けれども、需給バランスの足りない分については、

新しい発電事業のＦＩＴで活用しています特定

卸供給、こういったものを活用して賄えるとは考

えているのですけれども、当然再生可能エネルギ

ー自体は市内のポテンシャルが非常に高いもの

がありますので、そういった電源を様々組み合わ

せながら、直接市が働きかけてつくるということ

ではないのですけれども、そういった再エネ事業

についても必要であるとは考えております。 
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○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） 先ほど４地区に限った

こと、これは米沢市全域で言えば不公平ではない

のだろうかという感覚もあるわけでございます。

それと同じように、業者間でも、例えば今回の事

業説明会を行っている業者、組合、そういったと

ころに所属していない個人事業主、事業者は、ア

ンテナの高い低いというところがあるかもしれ

ませんけれども、聞いていない方々は、顧客の開

発、受注の獲得といったところでは、やはり不公

平感を感じていらっしゃるのではないかという

ところがございます。この点、お聞かせください。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 

○遠藤直樹市民環境部長 事業組合の方々には、計

画の策定段階から参画いただいて、共同の提案者

となっていただいている経過もございます。そう

いった関係で、単なる施工事業ということではな

くて、企画も含めて携わってこられたということ

で、最初の段階ではそういった形での事業組合の

方を対象としておりましたけれども、今選定され

て実行段階に移っておりますので、その際にはや

はり新たな事業者の皆様方にも参画いただきな

がら、実際の施工に関してはそういった方々の御

協力もいただきたいなということで、追加の募集

というものも行う予定としております。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） 承知しました。ぜひ、

不公平感のないように行き届くように、よろしく

お願いしたいと思います。 

  先ほど相田議員が非常に細かく質問させていた

だきましたので、私は簡単に述べたいと思います

が、やはり再生可能エネルギー条例の制定は必要

だと私は思っております。 

  急がば回れという言葉もありますけれども、条

例をしっかり整えた上で、その条例に照らし、市

民合意形成と理解の上で政策の展開を図るべき

と思います。ぜひ積極的かつ優先度を上げて、先

ほど市長の県の動向も注視しながら連携が大切

という言葉もございましたが、私はこの条例を定

めて、何を指針として今後展開を図っていくか、

そこを明確にしたほうが、この事業の展開も早い

と逆に思っているのです。再エネ条例が足かせに

なるようなものではなくて、この事業と地域を守

っていく双方の観点から必要と思いますが、いか

がでしょうか。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 

○遠藤直樹市民環境部長 先ほどの相田議員の答弁

でも申し上げておりますけれども、やはり再エネ

条例を独自に設定した場合に、その地域をやはり

事業者の方から見ると、選定候補から最初に外し

てしまうのではないかという懸念もありますし、

そういった中でも再生可能エネルギーは進めて

いかければならないと、世界的にも進めなければ

いけない、全国的にも進めなければいけない課題

だとも思っておりますので、そういった観点でい

けば、やはり市独自でつくっていくというのはな

かなか難しいと思っているところでありますの

で、県も含めて、そういった形で条例化できるの

かどうか、そういったところについて、市からも

県に働きかけるとか、そういった取組なんかをや

っていきたいと思っております。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） やはり、さんざんもう

開発が進んでしまってから、手遅れのように条例

を制定しているようなところもございます。そう

ならないように先行的に進めていただきたいわ

けでございますし、この再エネ条例というものも、

2016年から９年間で13倍に増えていて、今、323

の自治体が制定しているわけでございます。 

  米沢市というこれだけしっかりした自治体にお

いて、やはり独自の条例をつくりづらいというの

は、私はちょっとどうかと思うのです。ぜひ、そ

こは県の動向も注視しながら、前向きに積極的に

進めていただきたいと思っております。 

  今、そのように条例の制定も含めて難しいとい

うようなコメントでございましたけれども、昨今、
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市民環境部の職員の皆さんを見ていると、これだ

け大きな事業展開をされているわけです。非常に

優秀な方々が集まっていらっしゃるので、そうい

ったところでは問題ないのかもしれませんけれ

ども、今私が心配しているのは、熊対策と同じ部

門で熊対策、そしてこれだけ大きな事業を展開さ

れているというところなのです。 

  職員の皆様を見ると、疲弊しているのではない

かと、非常に大変な思いをされているのではない

かというところが、実際に見てうかがえますので、

ぜひ、これだけ重要な政策を進めていらっしゃる

のだったら、やはり体制を整えて、熊対策は熊対

策、そして本事業は本事業、しっかりと体制、そ

して人の手当てをしていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 

○遠藤直樹市民環境部長 議員お述べのとおり、や

はり今年度の環境課については熊対策もあり、あ

と計画策定などもありまして、相当職員に負担が

かかっている状況であります。次年度に向けて、

熊対策についても体制を整えたいと思っていま

すし、脱炭素先行地域につきましても、10月から

兼任辞令ということで職員１人が増えている状

況もございます。 

  そういった人的、また、お金の面も含めて様々

課題がある中ですので、そういった再エネ条例な

どについても、なかなかそういった資源を庁内で

どう割り振るかという問題もありまして、なかな

か簡単に進まないというところもありますので、

そちらを御理解いただきながら、しっかり検討は

していきたいと思っております。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） 冒頭で、高市内閣がで

きて、様々な政策の転換等があるというお話をし

ました。 

  もし今進めている事業、マイルストーンをどう

いった目標を置いて達成しているかというのを、

環境省に対してどのぐらいの頻度で報告してい

るか、どういった内容で報告されているかですが、

これが目標達成していかないとなれば、予算のカ

ットもしくは認定の見直しのようなペナルティ

ーを受けるようなことはあるのでしょうか。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 

○遠藤直樹市民環境部長 マイルストーンですけれ

ども、太陽光発電と再エネの電力の切替え、肉用

牛のバイオガス発電、この３つについて、四半期

ごとに環境省に報告が必要だという状況ではご

ざいます。そのほかの事業についても、独自にマ

イルストーン設定しながら進捗管理をしていく

という方向であります。 

  また、進捗が芳しくない場合については、次年

度の交付金内示額が減額されるという可能性も

ありますので、そういったところがないように、

しっかり取り組んでいきたいと思っております。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） やはり追い込まれてか

らだと、例えば無理な開発なんか進んでいくので

はないかなどということも心配されるわけでご

ざいます。そうすると、やはりこの再エネ条例と

いうのは必要だと思いますし、そこは余裕を持っ

て進めていただきたい。いろいろ御苦労はあると

思いますが、ぜひ、そこはお願いしたいと思いま

す。 

  最後に、また市長にお伺いしたいのですが、こ

れまでの御答弁を伺っていますと、まだまだ腹落

ちするような事業計画に至っていないというの

が私の率直な感想でございます。 

  本事業の進捗課題をどのように捉えていらっし

ゃるかということを含めて、私は、循環経済と自

然再興の両側面から総合的な視野に立って、経済

と社会課題の同時解決がイメージできる政策、誰

もが納得できる絵図を描かなければいけないの

ではないのかと考えていますが、いかがでしょう

か。 

  まずは、環境省が提唱する地域循環共生圏の構

想に倣って、米沢独自の構想を描いて市民に示さ
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れるべきではないかと思いますが、市長のお考え

を伺いたいと思います。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 御質問ありがとうございます。 

  遠藤議員が腹落ちしないというのはこちらの説

明不足だと思って反省しなければいけないと思

いますが、前、ゼロカーボンのシンポジウムに遠

藤議員も参加していただいて、その際に、環境省

の中尾総括審議官が、曼荼羅というか、こういう

絵図を示されてきたところであります。要するに

地域循環共生圏という言葉、これはもう随分前か

ら閣議決定されている言葉なのですが、閣議決定

しても、なかなか米沢市民に地域循環共生圏と言

っても分からない。多分ほとんどの方が知らない

と思うのです。 

  やはり地球環境をよくするというか、地球の沸

騰化を改善するということは、実は我々の暮らし

にとってもプラスになる、こういうメリットがあ

るということを分かりやすく伝えることが非常

に大事だろうと思っております。 

  脱炭素先行地域については、やはり米沢の強み

である米沢牛というものの課題、ふんの課題、厄

介者をプラスに変えていくのだと。そして、この

ブランド価値をもっとよくして、米沢牛がより競

争力のあるようにするのだという話と、あと個々

の住宅の断熱化だとか、再エネで電気が安くなる

と、こういう形のお得だよということをより強く

アピールすることが大事なのだろうと思います。 

  条例をつくることが無駄だとは言いませんが、

むしろ条例よりも、我々の暮らしにとってどのよ

うにプラスになるのだということ、ないしは産業

にとってどういうプラスになるのだということ

を分かりやすく伝えることが肝要かと、現時点で

は思っております。 

  条例についてちょっと否定的なことを申し上げ

たのは、条例を書いて可決していただいて、それ

で意識が高揚すればいいとは思っているのです

けれども、今回の条例は、みんなイメージしてい

るのは、それだけではなくて規制をかけるという

条例なので、これはなかなか経済活動に規制をか

けるということは、やはり一自治体、特に政令市

でもない我が米沢市でどこまでできるのだとい

うのは、相当な事務量があるのだということはぜ

ひ御理解をいただきたいと思いますし、やはり各

自治体も県でやっていますので、やはりそこは広

域的な県でやっていただくほうがより効率的で

はないかという判断で、規制なり、重い税をかけ

るような条例については、特に業者を選んでペナ

ルティーをかけるわけですから、これはなかなか

執行上は大変だということで、市ではなかなか難

しいという答弁を繰り返させていただいており

ます。 

○島軒純一議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） 規制をかけるというの

ではなくて、資源を守る、環境を守るということ

から、ぜひお願いしたいと思っております。 

  これで終わりたいと思います。 

○島軒純一議長 以上で16番遠藤隆一議員の一般質

問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○島軒純一議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ４時３０分 散  会 
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